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１ 法人名   

静岡県公立大学法人（大学名 静岡県立大学、静岡県立大学短期大学部） 

 

２ 所在地   

 静岡県立大学（谷田キャンパス）       静岡市駿河区谷田５２番１号 

  静岡県立大学短期大学部（小鹿キャンパス）  静岡市駿河区小鹿２丁目２番１号 

 

３ 役員の状況（任期） 

 理事長       鈴木 雅近 （平成 19年 4月 1 日～平成 23年 3月 31 日） 

 副理事長（学長）  木苗 直秀 （平成 21年 3月 10日～平成 25年 3月 31 日） 

 理事（副学長）    出川 雅邦 （平成 21年 4月 1 日～平成 23年 3月 31 日） 

 理事（副学長）    府川 博明 （平成 21年 4月 1 日～平成 23年 3月 31 日） 

 理事（非常勤）    江﨑善三郎 （平成 19年 4月 1 日～平成 23年 3月 31 日） 

 監事（非常勤）    杉山 敏彦 （平成 21年 4月 1 日～平成 23年 3月 31 日） 

 監事（非常勤）    冨田多嘉子 （平成 21年 4月 1 日～平成 23年 3月 31 日） 

 

４ 学部等の構成 

ア 静岡県立大学 

（学部） 

   薬学部、食品栄養科学部、国際関係学部、経営情報学部、看護学部 

  （大学院） 

   薬学研究科、生活健康科学研究科、国際関係学研究科、 

   経営情報学研究科、看護学研究科 

  （研究所） 

   環境科学研究所 

  （付属施設等） 

   健康支援センター、情報センター、 

言語コミュニケーション研究センター、男女共同参画推進センター 

イ 静岡県立大学短期大学部 

 

 

 

５ 学生数及び教職員数（平成 22年 5月 1日現在） 
 （１） 学生数 
● 学部学生 
 

現   員 
学 部 学  科 入学定員  収容定員  

男 女 計 

薬学科・薬科学科 120 560 358 242 600 

製薬学科 － － 4 0 4 薬学部 

 計 120 560 362 242 604 

食品生命科学科 25 100 38 83 121 

栄養生命科学科 25 100 16 99 115 
食品栄養 

科学部 
 計 50 200 54 182 236 

国際関係学科 60 240 106 210 316 

国際言語文化学科 120 480 115 462 577 
国際関係 

学部 
 計 180 720 221 672 893 

経営情報学科 100 400 254 203 457 経営情報 
学部  計 100 400 254 203 457 

看護学科 65 240 16 226 242 
看護学部 

 計 65 240 16 226 242 

合  計 515  2,120 907 1,525 2,432 

         看護学部は 1年次入学定員 55人、3年次編入学定員 10人。 
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●大学院生 
 

現  員 
課 程  専 攻 入 学 定 員 収 容 定 員 

男 女 計 

薬科学専攻 30 30 37 10 47 

薬学専攻 ― 26 29 6 35 

製薬学専攻 ― 29 25 10 35 

医療薬学専攻 ― 20 21 7 28 

修士 

小 計 30 105 112 33 145 

薬学専攻 8 24 11 4 15 

製薬学専攻 7 21 27 1 28 

医療薬学専攻 5 15 17 3 20 
博士 

小計 20 60 55 8 63 

薬学 
研究科 

計 50 165 167 41 208 

食品栄養科学専攻 25 50 32 48 80 

環境物質科学専攻 20 40 25 13 38 修士 

小計 45 90 57 61 118 

食品栄養科学専攻 10 30 10 14 24 

環境物質科学専攻 7 21 12 4 16 博士 

小計 17 51 22 18 40 

生活健康 
科学 

研究科 

計 62 141 79 79 158 

国際関係学専攻  5 10 6 9 15 
修士 

比較文化専攻 5 10 9 13 22 
国際関係
学研究科 

計 10 20 15 22 37 

修士 経営情報学専攻  10 20 21 21 42 経営情報

学研究科 計 10 20 21 21 42 

修士 看護学専攻 16 32 3 17 20 看護学研
究科 計 16 32 3 17 20 

合      計 148 378 285 180 465 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●短期大学部学生 
 

現 員 
学 科 入学定員 収 容 定 員 

男 女 計 

看護学科 80 240 19 231 250 

歯科衛生学科 40 120 0 124 124 

社会福祉学科 100 200 17 194 211 

（社会福祉専攻） 50 100 9 104 113 

（介護福祉専攻） 50 100 8 90 98 

計 220 560 36 549 585 

 
(２) 教職員数 
●静岡県立大学 
 

区分 学長 副学長 教授 准教授 講師 助教 教員計 事務職員 合計 

教職員数 1 (2) 94 63 42 76 276 63 339 

（※副学長は薬学部教授兼務 1名、事務局長兼務１名） 
 
 ・専任教員数（学長を除く。） 

学部名等 教 授 准教授 講 師 助 教 合 計 

薬学部 21 17 21 20 79 

食品栄養科学部 9 10 1 15 35 

国際関係学部 28 14 11 4 57 

経営情報学部 12 9 4 4 29 

看護学部 8 7 4 13 32 

環境科学研究所 7 5 0 13 25 

合 計 84 62 41 69 257 

 

大学院研究科名 教 授 准教授 講 師 助 教 合 計 

薬学研究科 1 1 1 1 4 

生活健康科学研究科 2 0 0 4 6 

国際関係学研究科 5 0 0 2 7 

経営情報学研究科 0 0 0 0 0 

看護学研究科 1 0 0 0 1 

合 計 9 1 1 7 18 
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●静岡県立大学短期大学部 

 

区分 学長 教授 准教授 講師 助教 助手 教員計 事務職員 合計 

教職員数 1 13 14 21 8 8 65 13 78 

 

 ・専任教員数（学長を除く） 

 

学科名 教 授 准教授 講 師 助教 助手 合 計 

一般教育等 1 3 5 0 0 9 

看護学科 5 2 6 4 8 25 

歯科衛生学科 3 2 5 1 0 11 

社会福祉学科 4 7 5 3 0 19 

計 13 14 21 8 8 64 

 

 

●法人事務局 

区分 学長 教授 准教授 講師 助教 教員計 事務職員 合計 

教職員数 - - - - - - 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 法人の基本的目標 

静岡県公立大学法人(以下「法人」という。)は、学術の中心として、広く知識

を授け、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、

時代の要請及び地域社会の要望に応え得る有為な人材を育成し、併せて開かれた

大学として優れた教育・研究の成果を地域社会はもとより国際社会に還元し、も

って文化の向上及び社会の発展に積極的に寄与することを目指す大学を設置し、

及び管理することを目的とする。 
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法人事務局 法人経営室
役員会 監査室

総務室
教育研究審議会 総務部 出納室

施設室
企画調整室

理事長 学　長 大学事務局 教育研究推進部 広報室
産学連携室

副学長 学生室
学生部 入試室

経営審議会 大学運営会議 キャリア支援センター
（キャリア支援室）

薬学科
薬学部 薬科学科

漢方薬研究施設
薬草園

食品栄養科学部 食品生命科学科
栄養生命科学科

国際関係学部 国際関係学科
国際言語文化学科

経営情報学部 経営情報学科

看護学部 看護学科

大学院 薬学専攻
薬学研究科 製薬学専攻

医療薬学専攻
創薬探索センター

大学院 食品栄養科学専攻
生活健康科学研究科 環境物質科学専攻

大学院 国際関係学専攻
国際関係学研究科 比較文化専攻

現代韓国朝鮮研究センター
広域ヨーロッパ研究センター
グローバル･スタディーズ研究センター

大学院
経営情報学研究科 経営情報学専攻

地域経営研究センター
大学院
看護学研究科 看護学専攻

環境科学研究所 地域環境啓発センター

附属図書館

健康支援センター

情報センター

言語コミュニケーション研究センター

男女共同参画推進センター

事務部 総務室
学生部 学生室

キャリア支援センター分所
（キャリア支援分室）

看護学科
短期大学部 歯科衛生学科 社会福祉専攻

社会福祉学科 介護福祉専攻

附属図書館

健康支援センター分所

７ 大学の機構図 

（平成２０・２１年度）  
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１ はじめに 

静岡県立大学は、機動的かつ効率的な大学運営を実現し、教育研究活動の
一層の向上を図るとともに、特色ある魅力的な大学づくりを進めるため、平
成 19年 4月に公立大学法人化した。 
平成 21 年度は、中期計画の折返しを迎える年度であり、計画の着実な達

成に向けて、これまでに引き続き、機動的、戦略的な大学運営、地域に開か
れた大学、教育研究の方法や内容の充実、学生の QOL の向上、業務運営の効
率化等に取り組んだ。 
 
 

２ 全体的な計画の進行状況 
平成 21 年度は、中期計画（6 年間）の 3 年度目となる年度であり、計画

達成に向けた着実な取組を展開した。 
平成 21 年度計画の進行状況は、224 項目中、計画を上回って実施するこ

とができた項目（自己評価Ａ）が 36項目（16.1％）、計画を十分に実施した
項目（自己評価Ｂ）は 184 項目（82.1％）、十分な実施には至らなかった項
目(自己評価Ｃ)は 4項目（1.8％）であった。 
 
 
３ 全体評価に関する事項 
(1) 理事長及び学長のリーダーシップによる機動的・戦略的な大学運営を
目指した取組 

 ア 平成 20 年度に引き続き、各部局における現状や課題、中期計画の進
捗状況等について、理事長が直接各部局長からヒアリングを実施すると
ともに、平成 21 年度には、学長が部局ごとに意見要望をヒアリングす
る機会を設けるなど、経営の責任者である理事長と教学の責任者である
学長が大学運営の両輪としてリーダーシップを発揮できる体制の強化
に努めた。 

 イ 副学長の 2人体制を継続するとともに、学長は、産学連携・国際交流・
教務・社会人教育の各分野を担当する 4人の学長補佐を指名し、学長を
補佐する機能を強化した。 

    
(2) 県民や社会に対する説明責任を重視した社会に開かれた大学運営を目
指した取組 
ア 県民や社会に対する説明責任を果たすため、理事、経営審議会、教育 

 
 
 
研究審議会の委員として学外の有識者、専門家を委嘱し、大学運営に外
部の意見を反映させた。 

 イ 文部科学大臣の認証を受けた評価機関である財団法人大学基準協会
の大学評価（認証評価）を受け、大学基準に適合している旨の評価結果
をホームページに掲載し公表した。 
ウ 「静岡県個人情報保護条例」の実施機関として、適正な個人情報保護
を行うため、教職員を対象とした情報公開・個人情報保護事務研修会を
開催し、必要な知識の習得に努めた。 
エ 平成 20 年度の財務諸表については、地方独立行政法人法に基づき、
県公報において公告したほか、業務実績及びその評価結果と合わせてホ
ームページに掲載し、大学の運営状況の積極的な公開に努めた。 

 オ 地域に開かれた大学として、公開講座、社会人学習講座の開催、社会
人聴講生の受入などを積極的に実施するとともに、研究成果発表会(US
フォーラム)、産学民官連携の集い等を開催し、大学の知的資源の還元、
研究成果の公表に努めた。また、県民の日のキャンパスツアーや環境科
学研究所の一般公開、薬草園の見学会等も定期的に実施し、多数の市民
が大学を訪れた。 

 
(3) 大学の教育研究、地域貢献等における特色ある取組 
  ア 大学の教育研究 
① 薬学 6 年制教育に必要な病院・薬局実務実習を行うための事前実務
実習施設(模擬薬局)などの整備し、実習に供した。 
また、対話型コミュニケーション活動を重視する言語教育やプレゼ

ンテーション力の修得に主眼を置く実践学習を進めるため、最先端の
教育テクノロジーを備えた新たなマルチメディア教室 STUDIO の整備
など、教育研究施設の充実に取り組んだ。 

② 英語教育の充実を図るため、特任ネイティブ英語講師 6 人を新規採
用し、学部 1・2年生の英語コミュニケーション科目の担当とするとと
もに、学生の個人指導や相談業務などを行った。 
また、新たにカリフォルニア州立大学サクラメント校と協定を締結

し、より多くの学生が参加しやすい初級語学研修などを実施するとと
もに、国際関係学部に加えて、食品栄養科学部、経営情報学部、看護
学部においても、短期海外英語研修を単位化するカリキュラムを整備
した。 

全体的な状況 
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③  各研究科において、より高度な教育研究のための体制整備に向けた
取組が行われた。 
薬学研究科では、薬学 6年制教育への移行に伴い、平成 22年度に開

設する薬科学専攻修士課程を設置し、経営情報学研究科においては、
イノベーションを軸とした研究科カリキュラムの改編と平成 23 年度
の経営情報イノベーション研究科(仮称)博士前後期課程の設置に向け
た準備に取り組み、看護学研究科では、将来の助産分野のリーダーと
なりうる人材を養成するため、助産師養成課程の認可を受けた。 

    ④  短期大学部においては、ＨＰＳ（ホスピタル・プレイ・スペシャリ
スト：遊びを用いて病児や家族を支援する専門職）の養成に積極的に
取り組んでおり、文部科学省の大学教育推進プログラムとして「体系
的なＨＰＳ養成教育プログラムの開発」が新たに採択され、遠隔地双
方向授業システムの導入等を行うとともに、平成 19年度から国の委託
事業として開始した離退職保育・看護資格保育者に係るＨＰＳ養成講
座を、国の委託事業が終了した平成 22年度以降も本学単独事業の社会
人専門講座として位置付け実施する方向で検討を進めた。  

⑤ 薬学研究科及び生活健康科学研究科を中心に、グローバル COE プロ
グラムを積極的に進めており、医薬品・食品相互作用データベースの
構築、健康長寿科学研究会の設立準備、「食」と「薬」の学際的研究分
野の人材を養成する博士後期課程「健康長寿科学専攻」の開設準備、
大学院博士後期課程学生の科学英語海外研修プログラムなどを実施し、
食薬融合による国際レベルの健康長寿科学の構築を着実に推進した。
また、本プログラム実施により18件の発明が出願されるなど高度かつ
実用化につながる研究が行われ、健康長寿科学研究が大きく進展した。 

     ⑥ 学生の就職支援を強化するため、就職ガイダンスの種類、回数を増
やすとともに、増加する学生相談に対応するため、相談員を臨時的に
増員するなど相談体制を強化した。その結果、平成 21年度の卒業生・
修了生の就職内定率は 97.9%となり、全国の平均内定率 91.8％や県内
の平均内定率 89.2%を大きく上回った。 
短期大学部においても、公務員試験対策講座、コミュニケーション

講座や卒業生による就職・進学ガイダンスなどの充実を図った結果、
就職内定率は 97.4%で平均内定率を大きく上回った。 

⑦ 経済性、教職員の業務の効率化並びに学生の生活及び教育環境の向
上を図るため、平成 20年度から開発を進めてきた学務情報新システム
の再構築を完了した。このシステムの完成により、履修登録、授業出
席確認、成績確認、各種連絡事項等が Web 上で容易に行えるようにな
った。 
 

イ 地域貢献 
① 産学官連携の基本戦略の検討、知的財産の活用等について検討し、
機動的、効率的な産学官連携を推進するため、学長を議長とする産学
官連携戦略会議を設置した。 
また、県の「フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト」の主要事業

である「地域結集型研究開発プログラム」に本学教員 22 名が参画し、
新世代茶飲料と素材の開発に関する共同研究を行ったほか、プログラ
ム推進の中核機関である（財）しずおか産業創造機構「フーズ・サイ
エンスセンター」のセンター長として本学学長が就任するなど、県内
他大学及び産業界との連携強化が進展した。 

② 産学官連携の戦略展開プログラム事業の一環として、知的財産活用
による地域産業の活性化を図り、学内外の知的財産に関する人材育成
を目的に、弁護士、弁理士の専門実務家による「知的財産管理入門」
講座を平成 22 年度から全学共通科目として開講するため所要の手続
きを進めた。 

③ 県内公的病院の経営強化に協力支援するため、県から「医療経営力
向上事業」の委託を受け、静岡駅近くに教室を開設した。第 1 期(4-9
月)座学に 9 の公的病院から 13 名が参加し、続く第 2 期(10 月-3 月)
は、18 の公的病院から 18 名が受講した。また、第 2 期からは第 1 期
座学を修了した 13名に、公立病院改革を念頭に置いた病院事業プラン
作成の個別指導を行った。結果、講座参加者は、総計 20の病院から院
長 4名、副院長 6名、看護部長 4名を含む計31名であった。 
④ 本県の文化振興やまちづくりに貢献することを目指し、隣接する県
立美術館、県立中央図書館、県埋蔵文化財調査研究所と協力して進め
てきた「文化の丘づくり事業」に、新たに県舞台芸術センター(SPAC)
及びグランシップの 2つの文化施設が加わり、「ムセイオン静岡」とし
て文化の情報発信、連携活動を推進した。 

 
ウ 国際交流 
① 新たに、アメリカ・ネブラスカ大学リンカーン校及びドイツ・ブレ 
ーメン州立経済工科大学と大学間協定を締結し、共同研究機関や学
生の留学先の拡充を図ったほか、カリフォルニア大学バークレー校と
の合同シンポジウムの開催、トルコ・ボアジチ大学政治・国際関係
学部と広域ヨーロッパ研究センター共催の黒海国際シンポジウムの
開催、モスクワ国立国際関係大学との交換教授の実施、ボアジチ大学
への初めての交換留学生の派遣など、協定校との交流の充実を図った。 

② 留学生の日本語教育の充実を図るため、理系大学院学生を対象とす     
る初級日本語、及び文系大学院研究生を対象とする中級日本語教育を
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開始した。平成 22年度からは、新たに学部生を対象とした実践的な日
本語教育講座の開講も予定している。 
また、留学生の学習や生活上の相談等にきめ細かな対応を図るため、

希望する留学生に対し、日本人学生をカンバセーションパートナーと
して配置する準備を進めた。 
 

(4) 業務運営及び財務状況の改善・効率化に関する特色ある取組 
ア 各部局の副学部長等を委員とする教員評価制度検討委員会を設置し、
授業コマ数、採択研究数、発表論文数だけでなく、地域における講演、
公的機関の委員への就任等、総合的に評価できる教員評価システムを構
築し、平成 22年度の試行を経て、平成 23年度に本格実施するために所
要の手続きを進めた。 

 イ 科学研究費の公募メニュー等を周知する学内研修会を 5回実施し、併
せて個別相談などを行ったほか、研究成果発表会を県内で 2回、東京に
おいても新技術説明会を 2回開催するなどして、受託・共同研究の獲得
に努め、科学研究費補助金、受託研究、共同研究、奨学寄附金等を併せ
た外部資金については平成 20 年度を上回る 337 件、982,863 千円を獲
得した。 
ウ 光熱水費の節減等を図るため ESCO 事業を進め、金額ベースで電気が
前年度比 93.3％、重油が 75.2％、ガスが 64.5％となり、一定の効果
が得られた。 

 
(5) その他業務運営に関する特色ある取組 
 ア ユニバーシティプラザの照明灯の光度を増し、夜間における学生の歩
行の安全確保を図ったほか、地域自治会・近隣大学と協力し、学生の安
全確保のための情報交換を行うとともに、下宿・アパート業者との間で
情報交換会と学生の安全のための研修会を実施した。また、警察からの
安全に関する情報を掲示・新学務情報システム・メール等で学生に伝え
たほか、大学周辺の学生居住地域における平日夜間巡回警備を警備会社
に依頼して実施した。 
イ 男女共同参画社会への深い理解を持った次世代を育成するため、男女
共同参画推進センターが主催する全学共通科目(総合科目)「男女共同参
画社会とジェンダー」を開設した。また、本学としての男女共同参画へ
の取組みについての「男女共同参画社会づくり宣言」を行うなど、セン
ターを中心に取組を進めた。 
ウ 新型インフルエンザの流行に関し、きめ細やかな感染状況の把握や、
感染者への的確な指示など、学内の対応を確実に実施することにより、
インフルエンザの学内感染の影響を最小限に抑え、学生、教員の良好な
教育研究を確保した。 
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中 

期 

目 

標 

ア 育成する人材 

 (ｱ) 静岡県立大学 

a  学士課程 

幅広い教養と基本的な専門学力を備え、社会に貢献し広く国内外で活躍できる人材を育成する。 

その一環として、学部ごと必要な国家試験等について、合格率等の目標値を定め、教育成果の向上を図る。 

b  大学院課程 

高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人及び創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者を育成する。 

 (ｲ) 静岡県立大学短期大学部 

生命の尊重を基盤とした豊かな人間性と実践的な専門知識・技術を備えた人材を育成する。 

その一環として、必要な国家試験等について、合格率等の目標値を定め、教育成果の向上を図る。 

イ 卒業後の進路 

学生が自分の将来を長期的に見据えて卒業後の進路を主体的に選択できるよう、支援体制を構築し、希望する進路への就職・ 

進学率 100％を目指す。 
ウ 教育の成果の検証等 

(ｱ) 教育の成果の検証 

  教育の成果を常に検証し、その結果を教育の改善に反映させる。 

(ｲ) 卒後教育の充実 

  卒業後も、大学で習得した専門知識・技術の向上により継続して社会に貢献できるよう、卒後教育を充実する。 
 

中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 
自己 

評価 
検証 特記事項 

ア 育成する人材 

 (ｱ) 静岡県立大学 
  ａ 学士課程 

 

 
  

＜全学的に取り組む教養教育＞ 

全学部生を対象として全学的

に取り組む教養教育を実施し、

＜全学的に取り組む教養教育＞ 

・教務委員会のもとにある各部会の機能を

強化して全学共通科目の第 2部門（概論）、

 
・全学共通科目の総合科目 4科目（「人権問題を考える」、「MUSEUM

と文化」、「世界の文化遺産」、「表現・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｶﾙﾁｬｰ」）を第
B  

 

 

項目別の状況 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育 
（１）教育の成果 
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その成果を基に、各学部におい

て専門基礎教育・専門教育を行

うことにより、確固たる自我を

持ち、社会に柔軟に適応できる

力を身につけるとともに、創知

協働の意識を持つ人材を育成す

る。 

第 3 部門（現代教養）の充実を図るととも

に、特定の科目について全学的な教育目標

の設定を検討する。（№1） 

 

3 部門（現代教養）に移すとともに、第 3 部門に新設科目（「花

の色の制御」、「現代流通論」、「経営戦略論」、「経営学入門」、「地

方統計概論」、「日本の心と姿」）を設置して充実を図った。 

「生物学」の全学での必修化を検討したが、教育内容について部

局による要望の異なりが大きく、さらに継続して検討することと

した。 

 

 

 

＜専門基礎教育・専門教育＞ 

［薬学部］ 

医療の進歩に対応できる専門

的な知識・技術を有し、高い資

質を身につけた薬剤師を養成

し、及び医薬品に関連する基礎

知識・技術を習得し、創薬・育

薬を総合的に理解できる人材を

育成する。 

 

 

 

・１年次学生に早期体験学習として、製薬企業、薬務関連試験研究

機関及び薬学研究科の研究室訪問を 7回実施し、薬学生としての

学習意欲を高めた。 

・SGD・PBL を導入した講義及び演習科目の充実を図るとともに、

全学生を対象に「薬学講座」を 2回開講し、薬科学研究者、専門

職薬剤師に相応しい知識、技能、態度を醸成した。薬学科 4年次

には SGD・ PBL を応用した事前実務学習である「臨床薬学演習」

を新たに構築し実施した。 

・卒業実習を総合薬学研究、総合薬科学研究とするカリキュラムに

改訂し、問題発見解決型能力を醸成する研究指導、発表評価カリ

キュラムを充実させた。 

・薬学科 4年次配当の事前実務学習である「臨床薬学演習」と「モ

デル薬局を使った実務事前実習」をほぼ全教員で実施し、また、

コンピュータ利用の自己学習システムを導入した「総合薬学演

習」1単位を構築して、薬学基礎科目の復習学習の総合的支援を

行い、受験者全員が薬学共用試験[OSCE 及び CBT]に合格した。 

・5 年次での実務実習を円滑に遂行するために、実務実習協議会を

組織し、学部内に学内実務実習委員会及び実務実習円滑実施委員

会を設置し体制整備をした。また、コンピュータ利用の自己学習

システムを導入し、そのための問題作問を全教員で行った。 

 

・薬学部自己評価委員会、作業部会のもと自己評価 21 を実施し、

カリキュラム検討委員会及び教務委員会で、6年制年次進行に伴

うシラバスの変更や学生による評価を反映させた年次配当の変

更を行った。 

Ａ 

 

 

新卒者の薬剤師国家試験の合

格率は 90％以上を目指す。 

＜専門基礎教育・専門教育＞ 

［薬学部］ 

・製薬企業、薬務関連試験研究機関等にお

いて早期体験学習を継続して実施し、学

生の学習意欲を高める。 

・ＳＧＤ(Small Group Discussion)及びＰ

ＢＬ(Problem-Based Learning)を取り入

れた授業、実習、演習を通して、薬科学

研究者、専門職薬剤師に相応しい知識、

技能、態度を醸成する。 

・卒業実習を総合薬学研究、総合薬科学研

究とするカリキュラム改訂を行い、問題

発見解決型能力を醸成する。 

・薬学共用試験 [ OSCE ( Objective 

Structured Clinical Examination:客観

的臨床能力試験）及び CBT（Computer 

Based Test）]の受験者全員の合格を目指

し、総合的支援システムの充実を図る。 

・6 年制薬学教育の体制整備と薬剤師国家

試験支援システムを構築する。 

 

・薬学教育（６年制）第三者評価基準に基

づく自己評価２１を実施し、シラバスの

更なる整備及び学生による評価の活用な

どを図る。（№2）（№3） 

・薬剤師国家試験対策として、既卒者及び留年者対象に模擬試験

（5回）及び試験対策講義(57コマ)を実施した。 

 

B  
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［食品栄養科学部］ 

食品と栄養に関する基礎知識

及び関連する基本的技術を習得

し、「食と健康」に関する総合的

な知識と最先端の技術を身につ

けた人材を育成する。 

［食品栄養科学部］ 

・食品栄養科学部では、急速な科学技術の

進歩に対応し、時代に適合した教育研究

を推進するため、細分化した研究室を分

野ごとに統合する措置を進める。 

・食品生命科学科は、最新の食品技術を学

生が効率的に習得できるようにするた

め、実験科目の分類と内容の大幅な見直

しを行う。 

 

 

 

 

 

・栄養生命科学科は、実践的な人間栄養学

の教育を充実させるために、インターン

シップや臨地実習の内容の充実を図る。

（№4） 

 

・細分化した研究室を分野ごとに統合する措置として、食品生命科

学科の 2研究室を 1つの分野に統合した。 

 

 

・ 食品生命科学科では一年次の化学実験に配置する教員を増やし、

学生全員が実験に参加できるようにした。また、三年次の専門

実験科目を、食品生命科学実験Ｉ（食品有機化学分野）、II（食

品衛生学分野）、III（食品生命工学分野）、ＩＶ（食品プロセ

ス工学分野）に整理統合するとともに、実技を重視した「バイ

オインフォマティクス」を開講した。インターンシップは従来

の方式に加え、県工業技術研究所の協力を得て 3 年生全員が参

加できるようにし、必修とした。JABEE 申請に必要な対応として、

学科の理念について検討し、また、「技術者倫理」を開講した。 

・ 栄養生命科学科は、臨地実習に関して、学生の半数を県内の総合
病院で、残りの半数を県外、特に学生の出身地の総合病院で実

施し、臨床現場での業務についての習得を図った。また、県外

で実習を行うことで、全国レベルの管理栄養士の在り方や業務

内容の情報交換を報告会で討議することが可能となり、将来の

「質の高い医療職業人」としての自覚育成に貢献できている。 

Ｂ 

 

 

 

新卒者の管理栄養士国家試験

の合格率は 100％を目指す。 

・平成 19・20 年度の管理栄養士国家試験に

関する評価を踏まえて学生に対する補講

や模擬試験など国家試験対策の充実と最

新の情報提供を行う。（№5） 

 

・第 24回管理栄養士国家試験（平成 22年 3 月実施）に対する国家

試験対策特別講座を 14回、模擬試験を 5回実施した。弱点克服

のための個別指導を行った。 

新卒者の管理栄養士国家試験の合格率は 86.7%で、全国平均を

8.0 ポイント上回った。 

Ｂ 
 

 

 

［国際関係学部］ 

グローバル化に対応するため

に、多様な言語・政治・経済・

文化等を理解・尊重し、国際社

会において活躍できる人材を育

成する。 

［国際関係学部］ 

・カリキュラム検討委員会の成果を踏まえ、

特定の専門的視座と学際的かつ実証的な

地域研究への視座を兼備した人材をより

効果的に育成すべく、現行カリキュラム

の再編を検討する。（№6） 

 
・カリキュラム検討委員会において、初年次教育の導入及び履修

モデル案の作成を見据えたカリキュラム再編に絞って引き続き

検討を重ねた。 
Ｂ 

 

 

学部生の 60％以上が卒業まで

に TOEIC600 点以上、20%以上が

730 点以上をとることを目指

す。 

・英語教育及び TOEIC 講座の更なる充実を

図るとともに、狭義の語学教育の場のみ

ならず、専門教育の場においても、英語・

地域言語教材をより積極的に導入する体

制づくりを推進する。（№7） 

 

・2年生全員を対象に TOEIC‐IP テスト（団体特別受験制度）を実

施した。600点以上の学生が 37％、730点以上の学生が 12％とい

う結果であった。対象学年を限定しつつも初めて現状を体系的に

把握したことで、目標値に向けての課題を具体的に認識すること

が可能となった。今後は引き続き TOEIC 対策講座の実施、1年生

対象のアチーブメントテスト、2 年生の TOEIC-IP テストの実施

等を継続的に行っていくことで、対象学年を漸次拡げて英語力の

Ｂ 
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底上げに努めることとした。また、語学系以外の専門教育の場に

おける英語・地域言語教材の導入についても、すでに 20 科目以

上の授業の中で実践されており、更にその導入規模は拡大する方

向に向かっている。 

［経営情報学部］ 

情報処理能力とマネジメント

力を兼ね備えた、企業や地域社

会に貢献することができる人材

を育成する。 

［経営情報学部］ 

・前年度までの検討結果に基づき、複数教

員指導体制を試行する。 

 

 

・卒業研究中間発表会の開催等を通じ、プ

レゼンテーション能力の向上のための教

育を実施する。卒業研究成果の公開発表

を実施する。 

・低学年ゼミの更なる充実を図る。低学年

ゼミの開講数について 16 科目以上を目

標とする。 

 

 

 

・次世代の少人数教育体制の在り方につい

て検討を行い、実現のための具体的方策

を練る。 

・低学年時から、学生の大学院進学、就職

などキャリアプランを念頭に据えた個別

教育体制の評価を行う。（№8） 

 

・平成 20 年度までに検討、試行を行った、複数教員による卒業研

究指導体制に関しては、実際に主査、副査による複数教員指導体

制を確立した。また、主査、副査以外にも、卒業研究や合同ゼミ

などを通じての交流の推進を教員に奨励した。 

・学生のプレゼンテーション能力の向上を図った。なお、学外への

卒業研究発表会は公開で実施した。 

 

 

・基礎演習 (低学年ゼミ) 専用の時間帯を設置することにより、基

礎演習の受講者数を増加させた。 

平成 21年度は 21科目を開講し、目標数以上を達成した。 

低学年ゼミ導入による効果として、平成 20 年度までにも基礎演

習受講者の学会発表はあったが、平成 21 年度は基礎演習受講者

の中から学会誌へ査読論文掲載者が出始めた。 

・従来の少人数教育体制として行ってきた小クラスについての評価

及び問題点の洗い出しを行った。その結果、従来の小クラス方式

のみでは、学生との接触の頻度が少ないという問題から、学生へ

の綿密なケア、低学年時からのキャリアを考慮した個別教育が困

難なため、低学年ゼミの開講数、受講者数を増加させ、学生と教

員のコミュニケーションの機会を増やした。また、課外交流ツア

ーを開始し、入学当初からの学生間、あるいは学生と教員の間の

交流促進を図った。 

 

A 

 

 

 

次世代を担う公務員を目指す

学生のために、公務員試験の合

格率を向上させる。会計リテラ

シーの育成のため、簿記検定の

受験率とその合格率を向上させ

る。IT パスポート試験（旧「初

級システムアドミニストレータ

試験」）希望者の合格率は平均合

格率以上を目指す。 

・前年度までに策定した、学生に対する公

務員試験対策の具体的な実施を開始す

る。 

 

 

 

・日商簿記検定３級の合格率を、全国平均

以上の 40%を目標として、指導の強化を

図る。 

 

・公務員試験対策として、学生の受験状況調査、学生の自主勉強会

の支援を引き続き行うとともに、公務員試験の内容とそれを修得

できる科目を学生に示し、公共系の科目を充実した。4 年生 を

対象にした公務員試験の状況調査 (回答数 65) のうち、公務員

試験受験者は 10 名 (15.4%)、合格者は 4 名 (合格率 40%) であ

った。 

・平成 20 年度に引き続き、簿記論 (1 年生全員が受講) の受講者

全員に日商簿記 3級の受験を義務化し、受験支援を行った。また

合格率達成のために、通常の授業に加えて補習を行った。日商簿

記 2級についても、受験に適したカリキュラムを編成して取り組

A 
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・ITパスポート試験の受験を希望する学生

に対する教育プログラムの実施を開始す

る。（№9） 

 

みを行った。平成 21 年度の日商簿記 3級の受験者は 107 名、合

格者は 63名、合格率は 58.9%であった。 

・平成 20 年度に引き続き、IT パスポート試験 (旧初級システムア

ドミニストレータ相当試験) 対策として、学生の受験状況調査を

行うとともに、試験の内容とそれを修得できる科目を学生に示

し、試験対策を充実させた。また、情報関連のゼミ等でも、学生

の IT パスポート試験の受験支援を行った。平成 21年度の受験者

は 25 名、合格者は 18 名、合格率は 72%であった。 

［看護学部］ 

少子高齢社会の健康の護り手

として人々の健康生活を支援す

るため、確かな看護判断能力と

実践能力を身に付け、他専門職

と協働して問題解決に取り組む

ことのできる人材を育成する。 

［看護学部］ 

・新カリキュラムを実施し、問題点を把握

して、調整を図る。旧カリキュラムから

の移行時につき、学生に不利益がないよ

うにする。（№10） 

 

 

・平成 21 年度から実施している新カリキュラムに関してカリキュ

ラム検討委員会が中心となり問題点を把握、検討し、平成 22 年

度の時間割を調整した。 B 

 

 

新卒者の看護師国家試験及び

助産師国家試験の合格率は

100％を目指す。保健師国家試験

の合格率は全国平均以上を目指

す。 

 

・平成 20年度からの出題形式の変化など国

家試験の最新情報の提供を学生に行い、

それらに対応した支援を継続的に行う。

（№11） 

・平成 20 年度に引き続き、４年生に対する対策ガイダンス、各国

家試験模擬試験受験支援と模試結果に基づくアドバイス及び対

策講義を実施した。看護師国家試験対策講義は 12 月中旬から計

９回、規則正しい生活リズムをつけさせるために、朝９時開始を

心がけた。また、看護師国家試験前日に、教員が受験地宿泊施設

に出張し、１日受験勉強補助（サポート）を行った。 

・新卒者の国家試験合格率は、看護師 100％（93.9 %）、保健師 95.2％

(87.8%)、助産師 100％(83.2 %)であった。 

＊()は全国平均 

B 

 

 

b  大学院課程     

［薬学研究科］ 

生命薬学を中心とした高度な

専門知識と技術を身につけ創

薬、衛生など幅広い分野で活躍

できる人材を育成する。 

薬学部６年制移行に伴う大学

院改編を活用し、生命関連学際

領域に強い薬科学者を養成す

る。 

［薬学研究科］ 

・文部科学省が進めている薬学系大学院の

年次進行による設置規定に則して、平成

22 年度に開設する薬科学専攻修士課程

（仮称）の届出による設置を行い、平成

22 年度当該専攻の入学者選抜を実施す

る。平成 24年度に新たに開設する薬科学

専攻（仮称）博士後期課程（3 年制）及

び 4 年制博士課程の薬学専攻（仮称）の

研究・教育を担当する教員組織の検討を

進める。 

・生活健康科学研究科との連携態勢の強化

とグローバルＣＯＥのテーマである薬食

 

・平成 22 年度に開設する薬科学専攻修士課程の届出による設置を

行い、当該専攻の入学者選抜を推薦入試、一般選抜及び 2次選抜

の 3回実施し、定員を上回る学生を確保した。薬科学専攻博士後

期課程（3年制）及び 4年制博士課程の薬学専攻（仮称）の研究・

教育を担当する教員組織について検討委員会を設置して検討を

行い、構成講座及び研究科教員の増設・増員を行った。 

 

 

 

 

・生活健康科学研究科と連携して、薬食同源の教育研究を継続して

推進した。また、「薬食生命科学総合学府（仮称）」の設置につ

B 
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同源を目指した教育研究を推進する。（№

12） 

 

いて、文部科学省に事前相談するとともに薬学系大学院制度の年

次進行の情報を収集し、制度的な整合性について検討する委員会

を設置した。 

［生活健康科学研究科］ 

生命科学や環境科学等の先端

基礎科学を基盤として、高齢化

社会の急速な進展と地域環境の

悪化を克服し、持続可能な社会

の構築に資する人材を育成す

る。 

 

［生活健康科学研究科］ 

・薬食生命科学総合学府（仮称）の設置を

前提として、健康長寿科学専攻（仮称）

（博士後期課程）の新設について検討を

始める。（№13） 

 
・生活健康科学研究科と薬学研究科を統合した ｢薬食生命科学総合
学府｣の中の博士後期課程に、食薬融合研究の中核となる｢健康長

寿科学専攻｣ を設置することを計画し、文部科学省に事前相談し
た。また、｢健康長寿科学｣ という学問分野を確立するため、海
外から研究者を招いて｢International Conference of Health and 

Longevity Sciences (ICHALS・国際健康長寿科学カンファレン

ス)｣ を継続的に開催して行くこととし、その第 2 回を平成 21

年 10 月に開催した。さらに、食薬融合領域のセミナーを多数開

催し、併せて、両研究科の垣根を越えた多数の共同研究指導を開

始した。 

B 

［国際関係学研究科］ 

グローバル化する世界での諸

課題に挑み、問題を把握、分析

し、国際社会に貢献できる人材

を育成する。 

 

［国際関係学研究科］ 

・カリキュラム検討委員会の成果を踏まえ、

基礎学力の向上を図りながら、専門性の

高いテーマに主体的に取り組める能力を

養うことを目的としたカリキュラムの総

合的な整備を進める。（№14） 

 

 
・幅広い知識と高度な専門性とのバランスを考慮し、同一専攻内の

他研究分野及び他専攻の専門科目の履修可能単位数を 4 単位拡
大した。 
・修士課程改革委員会（＊カリキュラム検討委員会を本委員会に

統合した）において、英語及び国語教員免許取得のためのカリキ

ュラムのあり方、留学生支援のための具体策、フィールドワーク

やインターンシップの実施態勢、シラバスの改善、修士論文の審

査基準等、大学院の質的改善のためのさまざまな問題点を洗い出

し、検討を加えた。 

Ｂ 

 

 

［経営情報学研究科］ 

営利組織や非営利組織の情報

処理や経営管理に関する高度専

門職業人を育成する。 

 

［経営情報学研究科］ 

・前年度に開始した大学院生によるプロジ

ェクト型研究プログラムの試行を、教員

及び外部と連携した研究に拡大する。（№

15） 

 

・平成 20 年度に開始した大学院生によるプロジェクト型研究プロ

グラムについて複数教員及び外部と連携した研究に拡大し、日本

e-learning 学会最優秀賞及び奨励賞を受賞するなどの成果を得

た。 

A 
 

 

［看護学研究科］ 

優れた倫理的判断力や保健医

療の国際化・情報化に対応でき

る能力を持ち、看護実践の質の

向上及び教育・研究を積極的に

推進できる人材を育成する。 

［看護学研究科］ 

・改訂カリキュラムを実施し、助産学課程

の大学院への移行を目指して、修士課程

カリキュラムを作成し文部科学省へ申請

する。（№17） 

 

・4 月から修士課程の改訂カリキュラムを実施するとともに、７月

には助産師養成課程の指定に関する申請を文部科学省に申請し、

10 月末に認可された。 
A 

 

 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部     

① 教養教育において、豊かな ・看護学科・社会福祉学科では新カリキュ ・看護学科、社会福祉学科では、新カリキュラムに移行するととも
B 
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人間性と総合的判断力を培う

とともに、各学科において専

門教育を行い、保健・医療・

福祉の水準向上に貢献し社会

の要請に応え得る人材を育成

する。 

 

② 看護師、歯科衛生士及び社

会福祉士並びに保育士、介護

福祉士の資格を有し、時代の

要請に対応できる実践的能力

を有する人材を育成する。 

ラムに移行する。完成年度における検討

資料となるように、逐次課題を整理する。 

 

・歯科衛生学科では、臨床教育の充実に向

けた試行をする。 

（№18）（№19） 

に、学科内で平成 22 年度に開始される科目の目標・内容等の確

認や、実施された科目の内容の確認を行い、課題等の把握、整理

に努めた。 

・歯科衛生学科では、平成 20 年度卒業生の臨地実習に対する評価

を基に、学習効果を高めることを目的に、実習期間を修正した。 

B 
 

 

③ 新卒者の看護師国家試験及

び歯科衛生士国家試験の合格

率は 100％を目指す。 

・看護学科では、新卒者の国家試験合格に

必要な学力の形成のために、補講や模擬

試験を継続して行う。学生が国家試験の

問題を簡単なアクセス方法で自己学習で

きるシステムの導入を検討する。 

・歯科衛生学科では模擬試験結果を分析し

て、学生にフィードバックする。（№20） 

 

・看護学科では、新卒者の国家試験合格に必要な学力の形成のため

に、補講や模擬試験を継続して行った。また、4月から学生が国

家試験の問題を簡単なアクセス方法で自己学習できるシステム

として看護師国家試験問題 Web 法人サービスを導入した。平成

21 年度看護師国家試験の合格率は 97.6%であった。 

・歯科衛生学科では 2回の模擬試験を実施するとともに、分析結果

を学生にフィードバックし、国家試験対策のための集中講義を実

施した。 

平成 21年度歯科衛生士国家試験の合格率は 100%であった。 

B 

  

イ 卒業後の進路     

① キャリア形成支援のための

講座をカリキュラムに位置づ

けるとともに、インターンシ

ップ制度などのキャリア形成

を支援する事業を充実させ、

学生の大学生活への意欲的な

取組みを活性化させることを

通じて、学生のキャリア意識

の涵養に努める。 

・キャリア教育の講座をカリキュラムに位

置づけられた講座としてキャリア支援セ

ンターが提供するとともに、インターン

シップ制度などキャリア形成支援事業の

充実を図る。 

 

 

 

・短期大学部においては、教育そのものを

進路選択の支援の中核として位置づけ、

引き続き教育活動全般を通じてキャリア

支援を進める。 

（№21） 

・キャリア教育の講座をキャリア支援センターが提供する全学共通

科目「キャリア形成概論Ⅰ・Ⅱ」として開講した。 

・インターンシップについて、ガイダンス等の充実を図り、参加学

生が増加した（平成 21 年度のインターンシップ参加学生数 54

人）。 

・キャリア形成に関するシンポジウムを平成 20 年度に引き続き開

催するとともに、講演会やセミナーの種類、開催回数を増やした

（講演会 2回、セミナー4回開催）。 

・短期大学部においては、在校生のために、卒業生を講師としたガ

イダンスやキャリア支援のための講座を実施するなど、引き続き

教育活動全般を通じてキャリア支援を進めた。 

 

 

B 

 

 

② 中期目標を踏まえて、キャ

リア支援センターを中心とし

て、教職員が連携し、キャリ

・キャリア支援委員会を通してキャリア支

援センターと教員との連携強化を図ると

ともに、教職員を対象とした講習会を開

・キャリア支援委員をはじめ、各学部研究科の教員との連携を図り、

キャリア形成・就職支援事業を推進した。 

・教職員向けの講演会の開催回数を増やした（講演会 2回開催）。 

B  
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ア形成支援と就職支援が一体

化した体制を整備する。 

催するなど、キャリア形成支援・就職支

援に対する意識向上を図る。 

・短期大学部においては、キャリア支援委

員会を中心に進路選択の支援の充実を図

る。（№22） 

 

 

 

 

・短期大学部においては、キャリア支援委員を中心として、各実

習委員、学生委員、チュ-ターが連携して就職支援をし、幅広い

進路選択ニーズに応えるために、公務員試験対策講座や進学ガイ

ダンス、コミュニケーション講座等に加え、一般企業ガイダンス

を行い、看護学科に加え、歯科衛生学科でも学内における合同就

職説明会を開催した。 

ウ 教育の成果の検証等 

(ｱ) 教育の成果の検証 
  

  

① 学生による授業評価を活用

し、教育の成果・効果を検証

するとともに、各学部・学科

において、国家試験、検定試

験等の結果を調査し、教育の

効果を検証する。 

・全学共通科目について学生による授業評

価を全学で実施し、結果を教員に伝える。

国家試験・検定試験等の結果を各学部・

学科で分析をし、教育の効果を検証する。 

 

 

・短期大学部においては、学生による授業

評価及び国家試験、模擬試験等の結果を

調査分析し、担当教員にフィードバック

し、講義・演習等の見直しに役立てる。

（№23） 

・全学共通科目については、全学教務委員会で評価項目を定めて授

業評価を実施し、学部専門科目については各学部で評価項目を定

めて授業評価を実施した。評価結果は、教員に伝えられ、授業改

善に用いられた。 

国家試験・検定試験の前年度の結果について各学部で分析を行い、

補習・模擬試験や個別指導に役立てた。 

・短期大学部においては、学生による授業評価アンケートを実施し、

国家試験、模擬試験卒業時共通試験等の結果を調査分析し、担当

教員にフィードバックし、講義・演習等の見直しに役立てた。 

B 

  

② 卒業生による評価や就職先

等での評価を求め、その結果

を教育の改善に活用する。 

・前年度実施した卒業生アンケートの分析

を行うとともに、今後の卒業生による評

価の在り方、必要性について検討をする。 

 

 

 

 

・短期大学部においては、平成 20 年 3月卒

業生の就職先を中心に、大学教育評価の

調査を実施する。（№24） 

 

・平成 20 年度に実施した卒業生調査の分析結果を教育研究審議会

等において報告するとともに、教育活動の改善に資するよう冊子

化して教職員に配付した。また、今後の卒業生による評価の在り

方、必要性については、各学部の教育活動等により、卒業生との

関わり方が異なるため、従前から各学部において実施している卒

業生から意見を聞く機会等を継続するとともに、引き続き検討す

ることとした。 

・短期大学部においては、平成 20 年 3月卒業生の就職先を中心に、

大学教育評価の調査を実施した。また、平成 20 年 3 月卒業生に

よる調査アンケートの分析を行い、教育活動の改善について検

討した。 

B 

  

(ｲ) 卒後教育の充実 

  ａ 静岡県立大学 

 
 

  

① 卒業生の卒業後の進路状況

を調査し、各分野で卒業生が活

躍できるよう卒業生と大学、卒

業生同士が定期的に情報交換

・卒業生の現状調査の結果を踏まえ、卒業

生と大学、卒業生同士が情報交換を行う

機会を増やす。 

（№25） 

・各学部では、同窓会等の開催や会報の配付、卒業生と教員との懇

談会の実施、メーリングリストの整備など、それぞれの教育活動

等に応じて、卒業生と大学、卒業生同士が情報交換を行う機会の

充実に努めた。 

B  
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を行えるような体制を整備す

る。 

 

 

 

 

② 卒業生を対象として、定期

的に研修会を開催するなど、

フォローアップ教育の充実を

図る。 

・卒業生に提供できる研修機会を増やすほ

か、卒業生を支える体制を引き続き検討

する。（№26） 

 

 

・卒業生への研修機会の提供については、学部・学科等により、求

められるフォローアップ教育の内容等が異なるため、学部ごと、

講演会や研修会などを開催し、卒後教育の充実に努めた。 

また、各学部の教育活動等に応じ、卒業生同士及び教員との交流

の機会を充実させるなど、卒業生への支援体制の強化を図ること

とした。 

B 

  

ｂ 静岡県立大学短期大学部     

① 卒業生を対象として、定期

的に研修会を開催するなど、

フォローアップ教育の充実を

図る。 

・卒業生を対象とした研修会を実施し、卒

後教育の在り方を検討するために必要な

情報を収集する。（№27） 

 

・卒業生に対する国家試験受験のための対策講座等を実施するなど

卒後教育の充実を図った。また、卒後教育の在り方を検討するた

めに必要な情報を収集した。 
B 
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中 

期 

目 

標 

ア 入学者受入れ 
大学の基本理念に基づいた入学者受け入れ方針を明確にし、高等学校との連携強化や積極的な広報を行うとともに、選抜方法

の工夫や改善を図り、向学心旺盛で、県立大学で学ぶにふさわしい学力を備えた、社会人や留学生を含む多様な人材を受け入れ
る。 
イ 教育課程 
(ｱ) 静岡県立大学 
a  学士課程 
幅広い教養と基本的な専門学力を兼ね備えた人材を育成するため、教養教育を充実するとともに、教養教育と専門教育の有

機的連携が図られたカリキュラムを編成する。 
b  大学院課程 
学士課程における教養教育と、これに十分裏打ちされた専門的素養の上に立ち、専門性の一層の向上を図るため、深い知的

学識を涵養するカリキュラムを編成する。 
(ｲ) 静岡県立大学短期大学部 
豊かな人間性と実践的な専門知識・技術を兼ね備えた人材を育成するため、教養教育を充実するとともに、教養教育と専門

教育の有機的連携が図られたカリキュラムを編成する。 
ウ 教育方法 
(ｱ) 静岡県立大学 
a  学士課程 
学生が意欲的、主体的に学び、授業内容を確実に理解できるよう、多様で効果的な授業形態を設定するとともに、学習指導

方法の改善を図る。 
b  大学院課程 
育成する人材に即した高度の専門教育を進めるため、多様で効果的な授業形態を設定するとともに、研究指導方法の改善を

図る。 
(ｲ) 静岡県立大学短期大学部 
学生が意欲的、主体的に学び、授業内容を確実に理解できるよう、実習教育を重視した授業形態を設定するとともに、学習
指導方法の改善を図る。 

エ 成績評価 
(ｱ) 静岡県立大学 
a  学士課程 
各授業科目の到達目標及び成績評価基準を明確にし、公正な成績評価を実施する。 
b  大学院課程 
各授業科目の到達目標及び成績評価基準並びに学位論文審査基準を明確にし、公正な評価及び審査を実施する。 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部 
各授業科目の到達目標及び成績評価基準を明確にし、公正な成績評価を実施する。 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育 
（２）教育の内容等 
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中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 
自己 

評価 
検証 特記事項 

(2) 教育の内容等 

ア 入学者受入れ 
    

① 一般・社会人・外国人・

推薦・編入等の多様な選抜方

式に関する理念と受け入れ

方針等を開示し、受験生をは

じめ保護者、進路指導者等へ

の積極的な広報を推進する。 

・各学部において入学を期待する学生像等

を募集要項、ホームページに、わかりや

すい表現で示すとともに、広報による周

知を行う。 

・短期大学部においては、ホームページの

入試関連情報の提供について充実を図

り、的確な広報に努める。（№28） 

・各学部において入学を期待する学生像等の検討を継続して行い、

学生募集要項に明記したほか、アドミッションポリシーとしてホ

ームページに掲載し、周知を図った。また、オープンキャンパス

や大学見学、高校訪問、進学相談会を通じて広報活動を行った。 

・短期大学部においては、時期を勘案して必要な情報をホームペー

ジに掲載した。また、携帯用サイトの運用を開始し、入試概要を

掲載するなど受験生の利便を図った。 

B 

 

 

 

 

 

 

② オープンキャンパスを充

実させるなど、受験生の要望

に応えられるよう、キャンパ

スライフに関する情報提供

を積極的に行う。 

・アンケート等をもとに全学及び各学部で

オープンキャンパスの内容の検討を続

け、本学を志望する高校生を増やすべく

オープンキャンパスの充実を図る。 

・短期大学部においては、橘花祭に合わせ

て新たにオープンキャンパスを開催し

て、開催回数を増やす。オープンキャン

パスでは、高校生やその保護者が教員や

在学生と交歓する機会を積極的に提供す

る。（№29） 

・オープンキャンパスのアンケートをもとに、全学部で在学生がプ

レゼンテーションや個別相談会に参加するようにしたことによ

り、具体的な体験をわかりやすく高校生に伝えることができた。 

 

・短期大学部においては、オープンキャンパスを土曜日の午前及び

午後の 2 回開催とし、高校生らの参加機会及び保護者同伴の参加

の機会を増やして実施するとともに、在校生と話しができる場を

設けた。さらに、橘花祭や県民の日に合わせて、入試説明会及び

学校見学会を実施した。 

B 

  

③ 入学した学生の追跡調査

を行い、入学者選抜方法の工

夫や改善を図る。 

・学部毎、入学した学生の能力・適性を把

握・検証し、入学者選抜方法の改善を図

る。 

 

 

・短期大学部においては、卒業生の成績に

ついて、入試選抜方法別に比較検討する。

（№30） 

 

・各学部で入学した学生の成績について追跡調査を継続して行い、

経営情報学部の大学入試センター試験利用科目の改善、私費外国

人留学生試験の出願要件の改善を平成23年度入試から行うことを

決定した。また、薬学部の一般入試の出題範囲の変更を平成 23年

度入試(一部 24 年度入試)から行うことを決定した。 

・短期大学部においては、平成 21年 3 月卒業生の成績について、入

試選抜方法別に統計的手法を用いた比較検討を実施した。 

B 

  

④ 県内公私立高等学校の学

校長等との懇談会を開催し、

入学者選抜の在り方に関す

る情報交換を密にする。ま

た、県外高校への訪問によ

り、県外高校との情報交換を

図る。 

・高等学校の学校長等との懇談会を開催し、

入学者選抜の在り方に関する情報交換を

密にする。また、県内・県外高校への訪

問を計画的に実施する。（№31） 

 

・県内８校の高校校長との懇談会を７月に実施し、情報交換を行っ

た。 

・県内高校 14校、県外高校２校を訪問し、生徒に対して学部説明会

を実施するとともに、高校教員との情報交換を行った。 Ｂ 

  

⑤ 入試問題に係る過誤の防

止とアドミッション・ポリシ

ーに即した問題の質の向上

を目的とし、学外委員を含め

・入試作問・点検組織の運営方法の改善を

図り、問題の質の向上と過誤の防止に努

める。 

 

・学力検査問題検討委員会作問部会及び点検部会委員の構成を見直

し、運営の改善を図った。 
・県内高校教員との間で、入試問題についての懇談会を開催し、問

題作成上の意見交換を行った。 

B 
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た組織による入試問題の分

析、評価を行う。 

・短期大学部においては、作問者・採点者

らに対するアンケートを実施し、問題の

質の向上と過誤の防止策を検討する。（№

32） 

 

・短期大学部においては、作問者・採点者に対するアンケートを実

施し、問題の質の向上と過誤の防止策を検討した。 

イ 教育課程 

 (ｱ) 静岡県立大学 

ａ 学士課程 

 
 

  

①  全学共通科目、学部基礎

科目及び専門教育科目に分

けられている現行の授業科

目及び実施体制を見直す。

（平成 21 年度実施予定） 

・全学共通科目のうち総合科目扱いとなっ

ていた科目の内容を見直し、3 部門の中

に位置付け直して実施し成果を見る。さ

らに就職支援関連授業をキャリア支援セ

ンターの提供する講座に振り替える。教

務委員会のもとにある部会の機能を強化

して講義内容を精査し教育の充実を図

る。（№33） 

・全学共通科目の総合科目 4 科目を第 3 部門（現代教養）に移すと

ともに、第 3 部門に新設科目を設置して充実を図った。また、就

職支援関連授業をキャリア支援センターの提供する講座に置き換

え、キャリア支援教育を充実させた。教務委員会内に成績評価基

準検討部会を新設して、成績評価基準の検討を開始し、全学共通

科目の評価基準については合意が得られた。他の部会の機能も強

化され、語学教育・情報教育の面で充実がみられた。 

Ｂ 

 

 

②  全学的に取り組む教養教

育においては、英語教育と情

報リテラシー教育等を基本

としたベーシック・エデュケ

ーションを推進するための

体制を整える。 

・特任ネイティブ英語講師の採用、海外英

語研修プログラムの充実により、英語教

育を充実させる。 

 

・情報リテラシー教育のための統一化した

教育コンテンツ作成作業を開始する。（№

34） 

・特任ネイティブ英語講師を採用し、５学部の英語コミュニケーシ

ョン全科目の担当とするとともに、海外英語研修プログラムにつ

いては新たにカリフォルニア州立大学サクラメント校で研修を開

始した。 

・情報リテラシー教育のための統一化した教育コンテンツを作成し、

平成22年度以降情報リテラシー科目の一部に導入する準備を整え

た。 

Ａ 

  

③ 専門教育においては、学

部ごとに、教育の目的・目標

を的確に達成できる体系的

なカリキュラムの編成に努

めるとともに、学部教育の内

容等に関する目標を達成す

るための措置として、各学部

では次の具体策を講じる。 

  

 

  

＜専門教育＞ 

［薬学部］ 

事前実務実習室を設置する

とともに実務実習医療施設に

教員を配置し、専門医療施設

との連携を強化しつつ、積極

的に教員指導型の実務実習体

制を構築する。 

＜専門教育＞ 

［薬学部］ 

・実務実習事前学習室の整備を終え、事前

学習の教育体制を構築するとともに、実

務実習事前学習を開始する。 

・平成 22 年度から実施する実務実習に関し

て、病院・薬局との最終調整を行う。（№

35） 

 

 

 

・実務実習事前学習室の整備を終え、実務実習モデル・コアカリキ

ュラム及び臨床薬学演習などの県立大学独自の特色ある PBL、SGD

型の実務実習事前学習の教育を開始した。 

・実務実習を円滑に行うため、この実務実習を行う実施機関などの

指導薬剤師を含めた「静岡県立大学薬学部実務実習協議会」を組

織し、薬学部内にも「実務実習委員会」及び「実務実習円滑実施

委員会」を設置し、病院・薬局と最終調整するなど専門医療施設

との連携をより強化した。 

A 
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［食品栄養科学部］ 

国際的に評価される教育プ

ログラムを目指して、日本技

術者認定機構(JABEE)への認

定申請を行う。 

［食品栄養科学部］ 

・国際化に対応するため、英語教育強化の

一環として、TOEIC 受験の必修化、短期

海外語学研修プログラムの開設を行う。 

・食品生命科学科は、新カリキュラムに沿

い、生物学・生化学系科目において共通

教科書を導入した系統的学習を開始する

とともに、最新の食品技術を学生が効率

的に習得できるように実験科目の分類と

内容の大幅な見直しを行う。また、学科

３年生全員がインターンシップに参加で

きる制度を構築する。（№36） 

 

・カリフォルニア大学サクラメント校における語学研修プログラム

を開設した。また、「TOEIC 英語」という科目の受講においては

TOEIC 受験を必修化している。   

・生物学・生化学系科目の共通教科書として「レーニンジャー新生

化学」を導入し、系統的学習を開始した。静岡県工業技術研究所

の全面的な協力を得ることができ、3年生全員がインターンシップ

に参加できる制度を整えることができた。また、一年次の化学実

験の内容見直し及び三年次の専門実験科目の整理統合を実施し

た。 

B  

  

食品衛生監視員及び食品衛

生管理者養成施設に必要な科

目は継続するとともに、栄養

教諭の免許取得を視野に入れ

たカリキュラム編成を検討す

る。 

・栄養生命科学科は、臨床栄養管理学研究

室に助教を配置し、県立総合病院におけ

る教育・研究に関する連携の一層の推進

を図る。（№37） 

 

 

・臨床栄養管理学研究室に助教を配置するとともに、県立総合病院

との共同研究（栄養指導室及び腎臓内科との研究）を開始した。

教育・研究に関する連携の一層の推進を図るため、研究を通じて

教育支援体制の導入が可能かについて調査し、問題点等を抽出し

た。 
B  

 

 

 

［国際関係学部］ 

卒業後の進路を見据えた履

修モデルを作り、学生の多様

なニーズに応え得るカリキュ

ラム編成を行う。 

［国際関係学部］ 

・カリキュラム検討委員会の成果を踏まえ、

履修モデルを作成し、学生が効果的な履

修計画を立てられるように指導体制を整

備する。（№38） 

 
・カリキュラム検討委員会において履修モデル案作成のための基礎

作業を行った。 Ｂ 
 

 

 

［経営情報学部］ 

 地域社会が抱える諸問題を

発見し解決する能力を育成す

るために、フィールドワーク

やケーススタディを重視した

カリキュラムを編成する。 

［経営情報学部］ 

・カリキュラムの履修すべき年次を見直す

など、次期カリキュラム体制の詳細な検

討を行う。 

・企業、公共団体、非営利団体、医療福祉

団体等に関するフィールドワーク教育を

通じ、広く社会に目を向けた実践的教育

活動を奨励する。 

（№39） 

 

 
・平成 23年度からの新カリキュラムの実施に向けて、経営、公共政

策、情報・数理の各分野において、科目体系及び履修年次等に関

して、新カリキュラムの内容の詳細な検討を進めることとした。 
・広く社会に目を向けた実践的教育活動を奨励し、合同ゼミなどを

通じ、フィールドワーク活動（ミャンマーの漆器産地の現地調査、

介護福祉施設の事業経営に関する調査など）を行った。 
 特に、NPO ふじのくに情報ネットワーク機構と連携し「まちづく
りイベント等支援システム」の開発で、県内自治体や企業とのプ

ロジェクトに発展し、総務省「ＩＣＴふるさと元気事業」に採択

された。 

A 

 

 

［看護学部］ 

 看護判断能力と実践力の強

化を図るとともに、チーム医

療の中で看護の専門性を発揮

できる看護者を育成すること

を目指したカリキュラムの改

編を行う。（平成 21 年度実施

予定） 

［看護学部］ 

・新カリキュラムを実施し、問題点を把握

して、調整を図る。旧カリキュラムから

の移行時につき、学生に不利益がないよ

うにする。（№40） 

 

 

 

 

・平成 21年度から実施している新カリキュラムに関してカリキュラ

ム検討委員会が中心となり問題点を把握、検討し、平成 22年度の

時間割を調整した。 B 
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ｂ 大学院課程     

単位互換及び連携大学院、

インターンシップ制度などに

よる実践的な教育を展開す

る。 

・現在実施している単位互換制度及び連携

大学院を継続して実施するとともに、イ

ンターンシップ制度の充実を図るため、

課題を整理し、順次課題解決を進める。

（№41） 

・静岡大学大学院・東海大学大学院との単位互換制度及び県立総合

病院・県試験研究機関との連携大学院を継続して実施した。また、

各研究科においては、企業訪問、企業との共同研究、病院実習な

ど、実践的な教育を通しインターンシップ制度の充実に努めた。

特に生活健康科学研究科ではインターンシップの科目を設定して

おり、単位の認定も行った。 

Ｂ 

  

［薬学研究科］ 

実践的な薬剤師教育を担当

する実務面の能力を兼ね備え

た指導的立場の人材、及び先

端的技術と高度な研究教育能

力を有する指導的立場の人材

の育成を目指した指導者養成

教育体制を確立する。 

［薬学研究科］ 

・平成 20 年度に開設された県立総合病院内

の薬学教育研究センターでの研究体制を

確立し、臨床研究及び研究教育の実施体

制を整備する。 

・平成 20 年度に文部科学省に採択された名

古屋市立大学及び岐阜薬科大学との連携

事業に基づき、薬学基礎教育及び薬剤師

リカレント教育における教育連携を実行

する。（№42） 

 

・県立総合病院内の薬学教育研究センターでの 3研究分野を中心に、

診療科及び薬剤部との臨床共同研究を推進するとともに、教育に

ついても薬剤部と協力してその実施体制を構築した。また、4年制

博士課程の薬学専攻（仮称）の研究・教育の実施体制を整備した。 

・名古屋市立大学及び岐阜薬科大学との戦略的大学間連携事業にお

いて、共同利用目的の教育用症例データベースを構築するととも

に、三公立連携薬剤師生涯学習支援講座として 14回の遠隔講義と

5回の実習を行い、現役の病院薬剤師及び薬局薬剤師の学び直しを

支援した。 

B 

 
 
 
 
 

 

［生活健康科学研究科］ 

 食品栄養科学専攻において

は、臨床栄養実践指導者によ

る管理栄養士インターンシッ

プ制度を開発・実践するとと

もに、高度専門知識及び研究

能力を有する実践研究者を養

成する研修プログラムを実施

する。 

［生活健康科学研究科］ 

・食品栄養科学専攻においては、科学英語

教育、特別インターンシップ、連携大学

院制度、米国における臨床栄養エキスパ

ート演習の充実を図るとともに、必要に

応じて新カリキュラムについて検討す

る。（№43） 

 

 

 

・博士後期課程に開講したオーラルコミュニケーションⅠ・Ⅱ、ア

カデミックライティング、学生主導型ディスカッションなどの科

学英語科目の受講が学生に定着した。特別インターンシップ、連

携大学院制度、米国における臨床栄養エキスパート演習や科学英

語海外研修プログラムについても、学生の積極的な参加がみられ

た。 

Ｂ 

 

 

 

環境物質科学専攻において

は、環境問題に関わる専門的

な技術の習得を目指した人材

育成プログラムを実施すると

ともに、連携大学院制度やイ

ンターンシップ制度の活用等

による静岡県及び国内外機関

との教育研究の連携が図られ

たカリキュラム編成を行う。 

・環境物質科学専攻においては、環境問題

に関わる専門的な技術の習得のために、

フィールドワークを含む新カリキュラム

を作成・試行するとともに現行のインタ

ーンシップ及び連携大学院制度を拡充す

る。（№44） 

 

 

 

・平成 22年度導入予定の専門 3コース制に基づくフィールドワーク

演習を取り入れた新カリキュラムを作成した。富士山周辺におい

てフィールド観察を、佐鳴湖においてフィールドワークを実施し、

大学内においてフィールドワークに関連した先端機器分析の演習

を試みた。また、学生主導の専攻セミナーを平成 20年に引き続き

行ったが、平成 21 年度は教員による評価を取り入れ、学生に結果

を返却し、前向きな指導を行った。連携大学院制度については、2

つの静岡県試験研究機関との連携を促進した。 

B 

 

 

 

 

［国際関係学研究科］ 

英語及び国語教員専修免許

取得を目指す学生のため、カ

リキュラムの質的充実を図

る。 

［国際関係学研究科］ 

・他大学の状況調査を踏まえ、英語及び国

語教員免許取得者のキャリアアップ支援

のためのカリキュラムを検討し、更に英

語・日本語教育インターンシップ・プロ

グラムの充実を図る。 

 
・現職教員のキャリアアップ支援のためのカリキュラムの可能性等

について検討した。また、学部卒業後に本学研究科に進学予定の

学生が、大学院修士課程において取得可能な専修免許（国語・英

語）の取得に必要な科目のうち、1～2 科目程度を学部 4年次に先

取りして履修可能かどうか、その可能性について検討した。更に

Ｂ 
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（№45） 

 

英語・日本語教育インターンシップ・プログラムの一層の充実に

ついて検討を加えた。 
本研究科が受け入れる留学

生増大に対応するため、カリ

キュラムの充実を図る。 

・カリキュラム検討委員会による他大学の

状況調査を踏まえ、留学生増大への組織

的対応を図り、必要に応じた留学生アド

バイザー設置等の支援方法を検討する。

（№46） 

・修士論文作成のための留学生向け日本語講習と、図書館の協力を

得て、留学生向けの文献検索特別講習を実施するとともに、修士

課程改革委員会（＊カリキュラム検討員会を本委員会に統合した）

で留学生アドバイザー制度のあり方等について検討した。 
Ｂ 

 

 

研究科に附設するセンター

を中心に研究の活性化を図

り、教育の充実を目指す。 

・研究科附属の現代韓国朝鮮研究センター、

平成 20 年度に新設した広域ヨーロッパ

研究センター及びグローバル・スタディ

ーズ研究センターの３つの研究センター

をそれぞれ中核として教育・研究活動の

活性化を図り、また内外の教育・研究機

関や研究ネットワークとの連携と交流を

促す。（№47） 

・研究科附属の現代韓国朝鮮研究センター、広域ヨーロッパ研究セ

ンター及びグローバル・スタディーズ研究センターの３つの研究

センターを中心として、内外研究機関との共同研究、シンポジウ

ム、学会、ワークショップ、講演会等を計画通り実施した。 
Ｂ 

  

［経営情報学研究科］ 

学習教材の蓄積配信や遠隔

教育を含むｅラーニングシス

テムの活用を検討し、履修の

利便性を向上させるととも

に、学習効果の向上を目指す。 

［経営情報学研究科］ 

平成 20年度に中期計画を完了 

（№48） 

 

 

 

平成 20年度に中期計画を完了 

 
― 

 

 

静岡県をはじめ県内地方自

治体と連携し、公務員・非営

利団体職員等の専門性を高め

るためのリカレント教育を推

進する。また、一般社会人向

けの学習講座の充実を図る。 

・前年度に引き続き現在のカリキュラムに

ついて検討し、問題点の調査、整理を行

い、改善策を試行する。 

・大学院教育と、本研究科附属の地域経営

研究センターが主催する社会人講座との

一層の連携を図る。（№49） 

 

・平成 23年度に予定する博士後期課程の設置に伴う経営情報イノベ

ーション研究科（仮称）への改編について検討するとともに、必

要科目の新設等の準備を行った。 

・地域経営研究センターが主催する社会人学習講座 (平成 21 年度は

9 講座を開講) に対し、協力・支援を行った。10 月にスルガ銀行

ビジネスセミナー『静岡でビジネス改革を考える partⅡ』を開

催し、参加者 175 名を得た。12 月に県大および東京会場にて、社

会福祉・医療事業の経営研究セミナー『地方の時代の医療・福祉

経営を考える』を開催し、参加者 249名を得た。 

A 

 

 

［看護学研究科］ 

医療の高度化並びに看護職

の高学歴化に伴う現場サイド

の多様な学習ニーズ・シーズ

を踏まえたカリキュラム編成

を行い、看護学の新たな実践

領域に対応した教育内容を提

供する。 

［看護学研究科］ 

・改訂カリキュラムを実施し、助産学課程

の大学院への移行を目指して、修士課程

カリキュラムを作成し文部科学省へ申請

する。（№50） 

 

 

 

 

・4月から修士課程の改訂カリキュラムを実施するとともに、７月に

は助産師養成課程の指定に関する申請を文部科学省に申請し、10

月末に認可された。 A 

  

実務看護者の就学上の利便

性を図るために、夜間、土曜

日の開講や長期履修制度の導

入などを検討する。 

・実務看護者の就学上の利便性の改善を図

るために平日夜間の開講を実施し、問題

点を把握して調整を図る。（№51） 

 

・実務看護者の就学上の利便性の改善を図るため、4月から平日夜間

開講を実施した。問題点としてフルタイムの大学院生が実務看護

者等のパートタイム大学院生の時間に合わせるなど調整する必要

性が出た。 

B  
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県立静岡がんセンターとの

連携大学院の充実、また県下

の自治体病院との連携を強化

する。 

・県立静岡がんセンターとの連携大学院に

おける教育・研究を充実させるとともに、

県立総合病院、県立こども病院及び県立

こころの医療センターをフィールドとし

た教育・研究を推進する。（№52） 

・県立静岡がんセンターでの大学院生の実習に関する協力を得てい

るが、今後は研究面での協力も得られるよう依頼することとした。 

・県立こころの医療センターでは研究のフィールドとしての協力が

得られている。 

C 
 

 

専門看護師（CNS）コースの

設置を検討する。 

・専門看護師(CNS)対応の新カリキュラムを

実施し、専門看護師(CNS)の教育課程申請

の準備をする。（№53） 

・専門看護師(CNS)に関連した新科目の一部を実施した。 

B  

 

 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部     

①  保健・医療・福祉の現場

で活躍できる人材を育成す

るため、知性や感性を磨き、

コミュニケーション能力向

上に資する教養教育の充実

を図るとともに、病院や福祉

施設、相談援助機関等での実

習教育を重視したカリキュ

ラムの編成を行う。 

・教務委員会において、各学科等の意見を

集約し、教養教育の充実を図る。 

(看護学科) 

・学生の理解度を確認しながら文部科学省

に提出した新カリキュラムを実施する。 

・旧カリキュラム履修学生（休学等）には

混乱が生じないよう科目読替表に基づき

支援を強化する。 

・学科の教育への理解を高め協力を得るた

め、実習病院への新カリキュラム説明会

を開催する。 

（歯科衛生学科） 

・3 年制の完成を踏まえて、臨地実習の再

検討を行う。 

 

(社会福祉学科） 

・平成 21 年度新カリキュラムにおける科目

名称等の変更に伴い、非常勤講師と学科

専任教員による教育懇談会を実施する。 

（№54） 

 

・教養科目の全履修者数やそれに占める科目毎の履修者数を比較し、

時間割、内容等について検討を行った。 
(看護学科) 

・新カリキュラムを実施するに当たり、学生の理解度にあわせる授

業の工夫がなされた。 

・休学等による旧カリキュラム履修生には、混乱が生じないよう科

目読替表で教務委員教員が説明し、必要な科目が取れるように指

導を行った。 

・学科の教育への理解を高め協力を得るため、実習病院への新カリ

キュラムの説明は、打ち合わせ会や反省会で随時行った。 

 

(歯科衛生学科） 

・臨地実習の内容について、平成 20年度卒業生ならびに実習指導教

員の意見をもとに再検討し、実習期間、目標の明確化などの修正

を行った。  

(社会福祉学科） 

・学期の初めに非常勤講師を対象として、新カリキュラムを説明す

る「社会福祉学科教育課程懇談会」を開催した。介護福祉専攻で

は、新カリキュラムの実習施設について、実習開始に先立ち施設

を訪問し、法令文及び本学の実習目的・目標・方法について、教

員が個別に説明した。 

B 

 

 

 

ウ 教育方法 

(ｱ) 静岡県立大学 

ａ 学士課程 

  
  

①学生が主体的に参加し、問

題解決能力を育むことがで

きるように少人数型授業を

充実する。 

・実験・実習型の授業及びゼミを中心に少

人数型授業を取り入れる。（№55） 

 

 

・学生が主体的に参加し、問題解決能力を育むことができるように、

各学部において、実験・実習、ゼミ、語学教育で少人数型授業を

実施した。各学部の取組は次のとおり。 

薬学部では実験型授業について少人数型実習を行い、チュート

リアル型授業については演習科目を中心に少人数型・問題解決型

教育を行った。 

  食品栄養科学部では少人数グループのチュートリアル形式の授

業を展開し、学習目的の明確化やスキル向上を図った。 

Ｂ 

 

 



 24 
 

  国際関係学部では演習・卒論で少人数教育体制が整備され、講

義型授業でも少人数教育を実施した。 

  経営情報学部では 1・2年次の基礎演習、3・4年次のゼミで少人

数型教育を実施した。 

  看護学部では新カリキュラムを実施し、学生の主体性を引き出

し、課題追求型の学習を重視した学習形態を導入した。1・2 年次

の看護技術演習では少人数型の授業を実施した。 

②授業内容、授業の進め方、

授業目標、成績評価の方法な

ど学生が履修計画を立てる

ために必要な情報を提供で

きるようにシラバスを見直

す。 

・前年度見直したシラバスを新学務情報シ

ステムに載せ、学生に情報を提供する。

（№56） 

 

 

・シラバスについては、従来の冊子に加え、学務情報システムに載

せて学内向けに公開し、学生に必要な情報を提供した。 

Ｂ 
 

 

 

③ 全学的に学習アドバイザ

ー制度を活用し、学習相談、

学習指導体制を充実させる。 

・学習アドバイザー制度を充実させ、各学

部の状況に適した学習相談体制を整備す

る。（№57） 

 

 

・各学部の状況に適した学習アドバイザー制度を充実させ、学習相

談体制の整備を進めた。各学部の取組は次のとおり。 

薬学部では 1～3 年次にはアドバイザーの配置、4年次には研究

室での対応で学習相談に応じている。 

食品栄養科学部では各学年のアドバイザーが学習相談に応じて

いる。 

国際関係学部では指導教員制度及びゼミにより学生の相談に応

じている。 

経営情報学部では１・2年次には小クラス担当教員、基礎演習指

導教員、3・4 年次にはゼミ指導教員が相談に応じている。 

看護学部では各学年で構成された学生グループにアドバイザー

教員を配置して相談に応じている。 

B 

 

 

 

 

 

④ 学生の実践的な知識の習

得を促進するため、ボランテ

ィア活動やインターンシッ

プ等を重視した授業を推進

する。 

・各学部の教育目的と必要性に応じたボラ

ンティア活動・インターンシップを授業

やその他の教育活動に取り込む。（№58） 

 

 

・ 理系学部では実習や企業見学会を通してインターンシップを行っ

た。特に食品栄養科学部では実際に企業現場の活動に参加し、単位

化している。キャリア支援センターでも希望する学生を対象にイン

ターンシップを行った。ボランティア活動に関しては、課外活動や

学生の自主的な活動によって行われた。 

Ｂ 
 

 

ｂ 大学院課程     

① 幅広い知識の醸成を促す

とともに、フィールドワー

ク、インターンシップ等によ

る実践的な研究プログラム

を実施する。 

・大学院における教育･研究を充実をさせる

ため専門分野毎に適合したプログラムを

策定する。また、フィールドワークやイ

ンターンシップ等の実施体制を整備し、

実行する。（№59） 

・各研究科において、専門分野毎に適合したフィールドワーク、イ

ンターンシップ等の実施体制の整備を図り、実践的な研究プログ

ラムを実施した。 
 

B 
 

 

② 専門性を高める教育を実

施するため、複数教員による

研究指導体制を導入する。 

・大学院における教育･研究を強化、充実

させるため、専門分野毎に副指導教員等

を含む複数指導体制を整備し、実行す

る。（№60） 

・既に複数指導体制を整備・実行していた各研究科（薬学、国際関

係学、経営情報学、看護学）では内容の充実を図るとともに、生

活健康科学研究科でも、環境物質科学専攻（検討中）を除き、複

数教員指導体制を整備した。 

B  
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③ 研究成果の発表や学会、

研究会への参加を支援する。 

・大学院生が高度な専門知識･技術･情報を

修得するため、国内、国際学会や研究会

等に参加できる支援体制を整備する。（№

61） 

・各研究科では事情に応じて、学会や研究会での発表の単位化、国

内外での研究成果発表への経済的支援などを進めた。 B  

 

④ 学外の機関との共同研

究、実地調査研究等に積極的

に参加させるための支援体

制を整える。 

・学外の大学･試験研究機関との共同研究や

実地調査を行うための支援体制を整備

し、可能なものから実施する。（№62） 

 

・各研究科とも、国内外の研究機関との共同研究や研究交流のため

の協定の締結など、一定の成果をあげた。 B 
  

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部     

① 学生が関心を持ち理解で

きる授業を実施するため、講

義・演習・実習等の多様な授

業形態を設定し、専門教育に

おいては、特に高度な技術を

身につけるための実習教育

を重視する。 

・授業を改善するため、引き続き学生によ

る授業アンケートを実施し問題点を検討

する。（№63） 

 

 

 

 

・授業アンケートを実施し、結果を担当教員にフィードバックする

ことにより、各教員が授業の問題点等を検討した。 

B 

 

 

② 学生が主体的に参加し、

問題解決能力を育むことが

できるように少人数型授

業・双方向型授業の一層の推

進を図る。 

・学習アドバイザーの機能を併せ持つチュ

ーターを活用した少人数型授業を試行す

るとともに、少人数型授業の形態につい

て引き続き検討を行う。（№64） 

 

・学習アドバイザーの機能を併せ持つチューター制度を活用し、歯

科衛生学科・社会福祉学科においてゼミ形式の授業を開講した。

一般教養科目である「生活の化学」で少人数教育を実施するとと

もに、看護学科では、講義中に随時質問を受け付け、その場で学

生の持つ疑問の解消を図るなど工夫を行い、双方向型授業の推進

も図った。 

・平成 21年度の文部科学省の大学教育推進プログラムとして「体系

的なＨＰＳ(ホスピタル・プレイ・スペシャリスト)養成教育プロ

グラムの開発」が採択され、遠隔地双方向授業システムを導入し、

多様な授業形態を模索した。 

Ａ 

  

③ 授業内容、授業の進め方、

授業目標、成績評価の方法な

ど学生が履修計画を立てる

ために必要な情報を提供で

きるように定期的にシラバ

スの内容を見直す。 

・各学科のシラバスをホームページに掲載

し、引き続きシラバスの内容の充実に努

める。（№65） 

 

 

 

・各学科のシラバスを新学務情報システムに掲載し、学生がアクセ

スできるようにした。また、シラバスに掲載する目標の示し方及

び成績評価の記載方法を対象に、課題点等の整理を行った。 B 
 

 

 

④ 学習アドバイザー制度を

導入し、学習相談、学習指導

体制を充実させる。 

・学習アドバイザーの機能を併せ持つチュ

ーター制度の整備・活用を進めるととも

に学生委員との連携を図り、学習・生活

相談体制を強化する。（№66） 

・チューター、学生委員、学年担任、臨地実習担当、国家試験担当

などが連携して、学習・経済的問題に対応し、円滑な学生生活支

援を行った。問題によっては、保健室、カウンセラー、さらには

保護者との連携体制を整えて対応した。 

B  

 

 

エ 成績評価 

(ｱ) 静岡県立大学 

a 学士課程 

  
  

① 筆記試験やレポート等で

適切な成績評価を行い、科目

・新学務情報システム導入時にシラバスの

学内向け公表を行う。学外に対しての公

・全学共通科目のシラバスに加え、学部専門科目・大学院の科目の

シラバスも新学務情報システムに載せて学内向けに公表した。更
Ａ 

 

 



 26 
 

に応じて、授業の到達目標、

成績評価方法をシラバスに

明示し、ホームページ等で公

表する。 

開についてはその必要性を検討する。 

・成績評価に関する申立てをする窓口を学

生に明示する。（№67） 

 

に平成 22年度からは学外に向けて公表することを決定した。 

・成績評価に関する申立窓口を学生室とし、学生に明示した。 

② 公正な評価方法の改善に

努めるための研修会を実施

する。 

・各部局で個別成績評価基準の実態を解明

する。 

（№68） 

・公正な個別成績評価を行うため、各部局で成績評価に関する研修

会を実施し、研修内容について全学教務委員会で評価を行った。 Ｂ  

 

③ 検討委員会を設けるなど

成績評価等の基準を定期的

に見直す体制を整える。 

・引き続き各教員の成績評価基準の標準化

の検討を行う。（№69） 

 

・各教員の成績評価基準の標準化のため、全学教務委員会内に成績

評価基準検討部会を設置して検討を開始し、全学共通科目の成績

評価基準を定めた。 

Ｂ  

 

④ 成績優秀者を表彰する制

度を充実し、学生の勉学意欲

を促進させる。 

・成績優秀者に対する表彰を継続するとと

もに、奨学金制度の原資について検討を

する。（№70） 

・学部卒業時の成績優秀者表彰を継続するとともに、平成 22 年度か

ら学部 1 年生または 2 年生の成績優秀者を表彰し、学習奨励一時

金を支給することとした。 

Ｂ 
  

b 大学院課程     

① 筆記試験やレポート等で

適切な成績評価を行い、科目

に応じて、授業の到達目標、

成績評価方法をシラバスに

明示し、ホームページ等で公

表する。 

・学生が成績評価に関する申立てをする窓

口を明確化する。 

・シラバスに記載された授業の到達目標、

成績評価方法を公表し、実行されている

か否かを検証して、問題点があれば修正

を促す。（№71） 

・成績評価に関する申立窓口を学生室とし、学生に明示した。 

 

・各研究科とも、シラバスに記載された授業の到達目標、成績評価

方法の公表について検討し、新学務情報システムでの公開などを

実施した。 

B 
 

 

② 博士・修士の両学位論文

審査基準を明確にし公表す

る。 

・修士論文や博士論文の審査基準を明確に

し、学生に周知するとともに、公表する。

（№72） 

 

・各研究科で、修士論文や博士論文の審査基準について検討が行わ

れてきたが、審査基準の明確化に伴う難しい課題（明確化した審

査基準の運用方法等）が残され、今後も引き続き検討することと

した。 

C 
  

③ 成績優秀者、学術研究活

動等において高い評価を受

けた者を表彰する制度の導

入を検討する。（平成 21 年度

導入予定） 

・成績優秀者、学術研究活動等における優

秀者に対する表彰制度を構築し、「学長

賞」等の授与を行う。（№73） 

 

・研究科ごとに検討を進めているが、学術研究活動については、大

学院生個人の研究活動評価を行うことが難しい場合が多く、今後

も引き続き検討することとした。 C 
 

 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部     

① 筆記試験やレポート等で

適切な成績評価を行い、科目

に応じて、授業の到達目標、

成績評価方法をシラバスに

明示し、ホームページ等で公

表する。 

・授業目標・成績評価方法等をホームペー

ジに公開し、引き続き充実のための検討

をする。 

（№74） 

 

 

・学習に必要な情報の連絡及び学生指導の徹底を図るために、新学

務情報システムにシラバスを載せて、授業目標・成績評価方法等

を公開した。   B 
 

 

 

② 成績評価等の基準を定期

的に見直す体制を整える。 

・平成 20年度に行った調査をもとに、公平

な成績評価方法について、検討する。（№

75） 

・公平な成績評価方法について、教務委員会において検討し、シラ

バスの成績評価に関する記載について、表現例を示し、より具体

的な情報を学生に提供することとした。 

B  
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③ 成績優秀者を表彰する制

度を充実し、学生の勉学意欲

を促進させる。 

・成績優秀者に対する表彰を継続するとと

もに、奨学金制度の原資について検討を

する。（№76） 

 

・成績優秀者に対する表彰を継続して行うとともに、学生の成績と

経済状況について調査を実施し、奨学金の必要性等について検討

した。 
B 
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中 

期 

目 

標 

ア 教職員の配置 
教育内容・教育方法等の充実を図るため、学内教員の相互交流の確立や学外専門家の積極的な登用など教職員の適切な配置を

行う。 
イ 教育環境の整備 
教育活動を効果的に行うため、施設・設備、図書、資料等の教育環境について、全学的な視点から計画的な整備に努める。 

ウ 教育活動の評価及び改善 
(ｱ) 教育活動の評価 

  教育活動についての外部評価や学生授業評価等の客観的な評価を実施し、その結果が教育活動の改善に活かせる体制を整備
する。 
(ｲ) 教育力の向上 

  教員が教育内容・方法を改善し、向上させるため、ファカルティ・ディベロップメント（組織的に行う教員の教育力開発）
活動を充実する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

ア 教職員の配置     

① 現行の授業科目及びそ

れに伴う教員の配置の見直

しを実施するため、全学及

び各部局において検討体制

を確立する。 

・教員の配置の見直しのため、全学共通科目

のうち必修科目担当教員の講義負担状況

の検討を行う。 

・短期大学部においては、教育の一層の充実

を図るため、教員配置の充実状況について

調査する。（№77） 

・教員の資格並びに教員業務実態調査に基づき、教員の講義負担状

況の調査を行い、教員配置の見直しを検討した。 

 

・短期大学部においては、教員配置の充足状況について調査し、特

に教員の講義負担の大きかった看護学科教員について教員配置の

状況を調査し、公募の参考とした。 

B 
 

 

② 学部間及び短期大学部

との教育協力を拡充し、学

内教員の相互交流を推進す

る。 

・学部間協力を実施するにあたって科目と教

員の実績に関する基準作りを行う。 

・短期大学部においては、県立大学全学教務

委員会との連携を確立する。（№78） 

 

・学部間並びに短期大学部との教育協力の実績を教員評価制度に反

映させるため、教務委員会において、評価基準の検討を進めた。 

・短期大学部においては、県立大学からの非常勤講師の派遣につい

て、県立大学全学教務委員会委員長に講師依頼を一元化する方法

を試行し、一定の方向性が得られた。 

B 
 

 

 

③ 県や国及び先進的な研

究機関・民間企業等から講

師を招聘し、県や国等の施

策や実務経験を具体的に紹

介する講義の充実を図る。 

・引き続き、最新の行政施策等について県や

国等の担当者による講義を充実させる。

（№79） 

 

 

・各学部でその教育方針に従い、県や国及び先進的な研究機関・民

間企業から講師を招聘して講義の充実を図った。 

  

 

B 
 

 

イ 教育環境の整備      

① 講義室の空調設備、視聴

覚機器等の設備や学内教育

・講義室等の空調設備、視聴覚機器等の設備

の整備及び点検を計画的に行う。 

・講義室の空調整備については、全ての講義室等に整備を完了した。 

視聴覚機器については、ビデオプロジェクター及び教室用マイク
Ａ 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育 
（３）教育の実施体制等 
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情報システムの整備を計画

的に進め、教育環境の充実

を図る。 

 

 

 

 

 

・昨年度から行っている学務情報システムの

再構築に係る開発を完了し、新システムへ

の円滑な移行を図る。（№80） 

の点検を行い、 耐用年数に至ったものから順次更新を行った。 
・対話型コミュニケーション活動を重視する言語教育やプレゼンテ

ーション力の修得に主眼を置く実践学習を進めるため、最先端の

教育テクノロジーを備えた新たなマルチメディア教室を整備し

た。 

・平成 20年度から続いた学務情報システムの再構築に係る開発を完

了し、10月から本格稼動させた。 

 

② 谷田キャンパスの図書

館に中央館機能を持たせ、

小鹿キャンパスの図書館と

の情報ネットワークによる

連携で、電子媒体の共有化

を進めるなど、図書館機能

の充実を図る。 

・谷田キャンパス図書館の中央館機能の強化

や２キャンパス間の資源の共有化を図る。 

（№81） 

 

 

 

・図書館広報誌『 My Library － ２キャンパス図書館だより －』

２号を発行し、図書館資料の相互活用の促進を図った。 

・２キャンパス間の連携強化により、相互貸借件数が大幅に増加（20

年度：420 冊、21年度：758冊）した。 

 

Ａ 

 

 

③ 全学的に情報システム

の充実を図るため、全学共

用実習室及び各学部実習室

に利用目的、利用者の規模

等の利用環境を考慮したパ

ソコンの配備を計画的に進

める。 

・全学共用実習室及び各学部実習室のパソコ

ン等の配備計画に基づき、パソコン等の追

加・更新を実施する。また、必要に応じて

既存の実習室の統合、新設、拡充を引き続

き行う。（№82） 

 

 

・パソコン等の配備計画に基づき国際関係学部実習室のパソコン等

の更新を行った。 

B 

 

 

④ 情報ネットワークにつ

いては、今後、データの通

信量が増加することが予想

されるため、最新の技術を

調査しながら、最適なレベ

ルの技術を導入する。 

・増強したネットワークの使用状況を継続的

に調査する。また、必要に応じて光ケーブ

ルの更新又は回線に付随するネットワー

ク機器を更新する。（№83） 

 

 

・光ケーブル及び回線に附属するネットワーク機器の更新を行った。 

・増強したネットワークの使用状況を調査するため、回線のトラフ

ィック（一定時間内に回線を流れるデータ量）やインターネット

接続、接続機器動作状況等の監視を継続的に行った。 
B 

 

 

 

ウ 教育活動の評価及び改善 

 (ｱ) 教育活動の評価 

 
 

  

①  教員の適切な自己点

検・自己評価項目の見直し

と相互評価制度の導入を検

討する。 

・教員の自己評価項目の見直しと相互評価制

度の検討を引き続き進める。（№84） 

 

 

・大学基準協会の評価項目に準拠し、教育活動の自己点検・評価を

行うとともに、複数の学部で教員相互の授業評価を開始した。そ

の内容・実施方法については、更なる検討を続けることとした。 
Ｂ 

 

 

② 外部の有識者による評

価、学生による授業評価等

による教育活動の客観的な

評価体制を充実し、その結

果が教育の質の改善に活か

せるシステムを構築する。 

・外部有識者による第三者評価システムの構

築の検討を引き続き進める。（№85） 

 

 

 

 

・大学基準協会の認証評価結果に対して、教育研究審議会の外部有

識者委員の評価を受けたが、学生による授業評価は、アンケート

結果の教員へのフィードバックに止まっている。今後、引き続き

学生による授業評価の適切な活用法を検討することとした。 
Ｃ 

 

 

③ 卒業生・修了生とのコミ ・卒業生を構成員とする情報ネットワークの ・各学部の教育活動等に応じ、同窓会、懇談会等、卒業生同士や教 B  
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ュニケーションを密に行

い、学部・大学院・短期大

学教育に対する社会的需要

を把握し、常に教育活動の

改善に努める。 

構築の可能性について検討する。（№86） 

 

 

 

 

員との交流を継続するとともに、ホームページの充実やメーリン

グリストの整備・活用など、卒業生等から学部・大学院教育に対

する意見・要望等を聞く体制の拡充を図ることとした。 
・短期大学部においては、在校生のために卒業生によるガイダンス

を実施し、卒業生とのコミュニケーション、情報交換に努めた。 

 

(ｲ) 教育力の向上     

① 効果的な授業形態、学習

指導方法等の開発に取り組

むためのプロジェクト等を

支援し、各教員の能力向上

を図る。 

・シラバスの充実とともに、授業評価アンケ

ート手法の再構築を行い、その結果を検証

し、活用する。（№87） 

 

 

・各学部・研究科においてシラバスの充実、授業評価アンケート手

法の再構築等を図った。また、模範となる授業方法の改善等を行

った教員に教育活動奨励研究費を配分し、支援した。 Ｂ 
 

 

② 全学及び学部等ごとに

ファカルティ・ディベロッ

プメント研究組織を設置

し、研究発表、交流、意見

交換を実施する。 

・全学及び学部・研究科のＦＤ委員会を定期

的に開催し、教員間、教員学生間の情報交

換や意見交換を行う。（№88） 

 

・全学及び学部・研究科のＦＤ委員会を定期的に開催し、教員間の

情報交換や意見交換を行った。また、複数の学部・研究科におい

て学生との意見交換を行った。 Ｂ 

  

③ 教員相互の公開授業を

実施し、授業改善に努める。 

・学内教員による公開授業や、学外講師によ

る研修会を開催して、教員の資質向上を図

る。（№89） 

 

・複数の学部・研究科において教員相互の公開授業や、学外講師に

よる研修会を開催して、教員の資質向上を図った。 
Ｂ 
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中 

期 

目 

標 

ア 学習支援 
学生の学習意欲を高め、自主的学習が十分に行えるよう、学習環境や学習支援体制を整備・充実する。 

イ 生活支援 
学生が健康で充実した大学生活を送ることができるよう、健康管理や生活の相談などの生活支援体制を充実する。 

ウ 就職支援 
学生が希望する就職ができるよう、就職活動への相談・支援体制の強化を図る。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

(4) 学生への支援 

ア 学習支援 
    

① 学習用図書の収集に努

め、利用・閲覧環境を整備

するとともに、電子媒体利

用及び学術文献利用講習会

を開催するなど図書館の文

献検索支援サービス機能の

強化を図る。 

・教員と連携しながら、学習用図書資料の系

統的収集・充実に努める。 

 

・図書館の利用促進のために広報の一層の充

実を図る。 

・学術文献利用講習会の開催やレファレンス

サービスの充実に努める。（№90） 

 

・シラバスで紹介された図書や教員指定図書を積極的に収集した。

また、そのリストの一覧を図書館ホームページに掲載し利用促進

を図った。 

・ホームページの更新、資料展示、学生による選書ツアーなどを実

施し、図書館や資料の利用促進を図った。 

・学生や教職員に向けて、データベース、電子ジャーナル利用講習

会などの情報検索講習会を開催した。その他、大学院生・教員を

対象とした外部講師による講習会や留学生を対象にした講習会を

実施した。 

Ａ 

 

 

② 自習室の充実を図るな

ど学内施設・設備を学生が

自主的に使用できるよう運

用方法の改善を進める。 

・学生の自主的学習を支援するため、学内施

設･設備の充実を図る。（№91） 

 

・経営情報学部棟カレッジホールへ照明灯を設置し、学生の自主的

学習環境の改善を図った。 

・学務情報システムを導入し、Web上から学生が自由に空き教室や施

設設備を利用できる体制を整えた。 

・短期大学部においては、情報処理教室を授業時間以外は自由に使

えるようにし、夜間（21 時まで）と土曜日にも利用可とした。さ

らに、図書館 AVライブラリの視聴覚機器を更新するなど、閲覧環

境の充実を図った。 

B 
 

 

③ 障害のある学生に対し

ては、相談窓口を明確にす

るとともに学習環境を充実

する。 

・障害のある学生との定期的な面談を実施し

て要望を聞き、学習環境の一層の改善に努

める。（№92） 

 

・障害のある学生と面談を行って要望を聞き、トイレの改修、教室

入り口へのスロープの設置など、学習環境の改善を行った。 
Ｂ  

 

④ 留学生アドバイザー制

度や履修登録説明会の充

実、留学生同士の交流支援

など、留学生に対する支援

・履修登録説明会・留学生サポーター制度を

継続するとともに、留学生との面談を強化

し、留学生の要望の把握に努める。（№93） 

 

・留学生に対する支援として、履修登録説明会、留学生の交流会を

実施した。また、留学生のパートナーとして日本人学生を配置す

る体制を整え、平成 22年度から実施することとした。 
A 

  

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育 
（４）学生への支援 
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体制を強化する。  

⑤ 高等学校での選択科目

の未履修に対応して、基礎

学力を補うシステムを構築

する。 

・推薦入学試験合格者に対する事前指導を一

層充実させるとともに、入学後の補充学習

の必要性、在り方について検討する。（№

94） 

・推薦入試合格者に対して、入学前の基礎学力を補うため、薬学部、

食品栄養科学部及び看護学部では課題を与えて学力の向上を図

り、経営情報学部では課題図書を提示した。 

入学後の基礎学力の補充については、薬学部では 1 年次に基礎生

物学の講義を設定し、食品栄養科学部では 1 年次に基礎物理学、

基礎数学を設定した。経営情報学部では数学の基礎能力を補完す

るための講義、基礎演習等を設けている。 

・短期大学部においては、推薦入学試験合格者に対して、主に理科

の基礎学力を揃えることを目的に、入学前に学習課題を与えた。 

B 

  

イ 生活支援     

① 健康支援センターの学

生相談を充実させるなど学

生の健康面・精神面での支

援を行う。 

・見直した健康診断項目をもとに定期健康診

断を実施し、健康状態に問題のある学生に

対する支援を強化する。 

・各部局との連絡会を実施して悩みを抱える

学生の把握に務め、面接指導、カウンセリ

ングを実施する。（№95） 

 

・平成 20年度に見直した健康診断項目をもとに定期健康診断を実施

し、健康状態に問題がある学生に対して面接指導や受診勧奨を行

った。 

・学生室と健康支援センターの情報交換を定期的に実施するととも

に、必要に応じて関係部局と健康支援センターの情報交換を行い、

相談体制を充実させた。 

・短期大学部においては、歯科健診の実施・体脂肪計の活用等、総

合的な健康支援を行うとともに、学生委員・チューター・学生相

談室の連携した指導・助言や学生相談室の稼働時間の延長、カウ

ンセリングの活用等により、精神面での学生支援を行った。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 各種の財団及び企業等

への支援依頼を行うなど奨

学金の確保に努める。 

・引き続き、各種の財団及び企業等からの奨

学金の確保に努める。（№96） 

 

 

・奨学金の提供実績のある地域の企業・団体 10社に対して引き続き

協力を依頼した。また、企業経営者との会合に際して、奨学金提

供の依頼をするなど、新規開拓に努めた結果、平成 22 年度からの

提供企業が１社増加した。 

Ａ 
 

 

③ 全学的なチューター制

度を構築し、各チューター

による学生の健康状態や生

活状態の把握と個別指導を

充実させる。 

・各部局に適したチューター制度を導入し、

学生の個別指導を充実させる。（№97） 

 

 

 

・チューター、アドバイザー、指導教員、相談員と部局によって名

称は異なるが、学生の生活支援のための個別指導体制を実施して

いる。更に充実させるため、国際関係学部では指導体制の改善策

を検討し、学生との面談体制を強化することで合意に達した。薬

学研究科、国際関係学研究科、経営情報学研究科、看護学研究科

では実質的に複数教員による指導体制がとられており、生活健康

科学研究科では複数教員による指導体制についての検討を開始し

た。 

・短期大学部においては、学習アドバイザーを兼ねるチューター制

度を定着させ、生活学習相談、生活指導の充実を図った。 

B 

 

 

 

ウ 就職支援     
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①  就職に関する情報収

集・情報提供、就職ガイダ

ンスなどのサービスをキャ

リア支援センターを通して

一元的に提供するととも

に、キャリアアドバイザー

による相談及び資格取得支

援の充実を図る。 

・キャリア支援センターが提供する就職ガイ

ダンスの種類及び回数を増やすとともに、

専門のアドバイザーによる相談の期間を

延長し、就職支援サービスの充実を図る。

また、各学部・研究科と連携した資格取得

支援にも取り組む。 

 

 

 

・短期大学部においては、キャリア支援セン

ター分所の基本的機能（進学・就職資料室、

進路相談室、資料作成室としての機能）の

拡充を図るとともに、学内 LAN上の求人情

報の学外閲覧を可能にするシステムの導

入に向けて準備をする。（№98） 

・キャリア支援センター主催の就職ガイダンスの種類及び回数を増

やし、参加人数も増加した。 

・8ヶ月間(4月から 7月、12 月から 3月)アドバイザーを 1名増員配

置し、相談体制の充実を図った。 

・これらの取組みにより、平成 21年度卒業生の就職内定率は、大学

全体で 97.9％となり、全国平均 91.8％や県内平均 89.2％を大きく

上回る結果となった。 

・国際関係学部、経営情報学部と連携し、現行カリキュラムを活用

した資格取得支援に取り組んだ。 

・短期大学部においては、キャリア支援センター分所の基本的機能

の拡充を図るとともに、求人情報を学外から閲覧できる学務情報

システムを導入した。 

Ａ 

  

② 学生の進路希望・進路状

況を的確に把握し、そこか

ら得られるデータを活用し

て支援方策の立案・個別指

導を行う。 

・各学部・研究科及び短期大学部において、

学生の進路希望や就職・進学等状況の的確

な把握を図り、進路選択支援に反映させ

る。（№99） 

 

 

・部局長を通して、学生への指導を全教員に徹底させることで、学

生の進路希望や就職・進学等の状況の的確な把握を図り、進路支

援に反映させた。 

・短期大学部においては、進路調査カードや内定届けをキャリア支

援センター分所が集約し、学科の学生委員に提供して、進路選択

支援に反映させた。 

B 
 

 

③ 卒業生との面談会を実

施するなど、卒業生との連

携を強化し、企業情報の入

手に努める。 

・各学部・研究科及び短期大学部においては、

関係部局との連携による卒業生との面談

会、卒業生による講演会等の拡充を図る。

（№100） 

・卒業生による講演会を平成 20 年度に引き続き開催するとともに、

卒業生が就職している企業を訪問する企業見学会や、企業に就職

している卒業生と在学生との懇談会の開催回数を増やした。 

・短期大学部においては、在校生のために卒業生によるガイダンス

を実施し、関係部局との連携による卒業生との面談会、卒業生に

よる講演会等の拡充を図った。 

B 
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中 

期 

目 

標 

ア 社会の発展に貢献する研究の推進 
(ｱ) 静岡県立大学 

  独創性豊かで高い学術性を備え、社会の発展に貢献できる、国際的に高い水準の研究活動を推進する。 
(ｲ) 静岡県立大学短期大学部 
地域社会の保健・医療・福祉の発展に貢献できる研究活動を推進する。 

イ 広範な研究の推進 
 基礎研究から応用研究までの広範な領域における研究に取り組み、科学研究費補助金に係る採択件数については、中期目標期
間 6年間の総件数が、平成 13年度から平成18年度までの 6年間の総件数に比して 5％の増加を目指す。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

ア 社会の発展に貢献する研究の推進 

(ｱ) 静岡県立大学 
 

   

独創性豊かで先進的な研

究領域の探索を推進すると

ともに、県下全域をフィー

ルドとした研究を積極的に

推進し、地域社会に関連し

た諸問題の解決に寄与す

る。 

  

 

  

《重点目標として取り組む

領域》 

［全学的に取り組む領域］ 

複数の学問分野を越えた

一貫性を持った学問領域と

して「健康長寿科学」の創

成研究。具体的には、グロ

ーバル COE プログラムの採

択を踏まえた健康長寿実践

科学の創成・展開 

《重点目標として取り組む領域》 

［全学的に取り組む領域］ 

・グローバルＣＯＥプログラムの教育研究を

推進する。 

 

 

 

 

・平成 20年度に採択された産学官連携戦略展

開事業を推進する。（№101） 

 

・「健康長寿科学」の学問体系化を目指し、医薬品・食品相互作用デ

ータベースの構築を進めたほか、健康長寿科学研究会の設立準備、

「食」と「薬」の学際的研究分野の人材を養成する博士後期課程「健

康長寿科学専攻」開設に向けた関係機関との協議、大学院博士後期

課程学生の科学英語海外研修プログラムを実施し、食薬融合による

国際レベルの健康長寿科学の構築を着実に推進した。また、本プロ

グラム実施により 18 件の発明が出願されるなど健康長寿科学研究

が大きく進展した。 

・産学官連携戦略展開事業を活用し、グローバルＣＯＥプログラムの

アプローチを用いて、新たな高次機能性食品の開発、食品からの医

薬品シーズ探索について、企業や公設試験研究機関、他大学とで共

同で研究を行った。 

Ａ 

  

［薬学部、薬学研究科］ 

① 疾病の原因、治療、予

防及びそれらの分析、評価

に関わる生命科学 

［薬学部、薬学研究科］ 

・生活習慣病、がんなど国民的関心の高い疾

病の病因、治療、予防に関する研究を継続

して推進する。（№102） 

 

 

・主に生活習慣病について病因解明やその治療、予防に関する研究

を推進し、その研究成果を発表した。また、抗がん剤の創薬及び

育薬に関する研究については、副作用の少ない薬物探索及び薬物

送達に関する研究を継続して推進し、その研究成果を発表した。 

Ａ 
 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
２ 研究 
（１）目指すべき研究の方向と水準 
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② 創薬・育薬に関わる生

命科学 

・生体内機能分子を標的とした創薬・育薬に

関する研究を継続して推進する。（№103） 

 

・生体内機能分子を標的とした基礎研究を推進し、新規の医薬品及

び育薬技術の開発を目指した研究を継続して推進し、研究成果の

発表を行った。 

Ａ  

 

 

［食品栄養科学部、生活健

康科学研究科（食品栄養科

学専攻）］ 

①  食品の安全及び機能に

関する科学と食品生命工

学に関する研究 

［食品栄養科学部、生活健康科学研究科（食

品栄養科学専攻）］ 

・食品の安全及び機能に関する問題を、物質

レベルから細胞や遺伝子レベルまで統合的

に研究を推進する。（№104） 

 

 

 

・α-リポ酸による蛋白質レドックス制御機構の解析、アクリルアミ

ドの毒性に対する静岡地場産品の抑制効果、植物由来の遺伝子を

用いた植物ポリフェノールの増強法、テアニンのうま味相乗効果、

血圧値の決定に影響を与える遺伝的要因と食生活、カテキンの標

的蛋白質の探索、微生物由来の抗酸化性物質の合成、茶油成分の

分析と機能解析、「アナプラズマ症」起因細菌の解析、折戸ナスの

系統解析、地場産品の香り関連酵素のクローニングなどの地域と

密接に関連する研究に加えて、スーパーオキシドムターゼの構造

解析、「リバース・プロテオミクス」創生に向けた基盤研究などの

基礎研究を推進した。 

 B 

 

 

 

②  食と健康に関する分子

レベルから人間までの栄

養生命科学に関する研究 

・食と健康に関する問題に関して、細胞や遺

伝子レベルからヒトを対象とするレベルま

で統合的に研究を推進する。（№105） 

 

・タンパク質の栄養が脳の蛋白合成や機能に与える影響のメカニズ

ムの一端が解明された。小腸の糖吸収に関し基礎的な研究成果が

あがった。糖尿病や肥満などの生活習慣病や腎臓病に関して、バ

イオマーカーの探索・病態の解明・臨床栄養学研究・疫学研究な

どに成果があがり、またその予防のための食事介入も実践され、

効果が解析された。米のペーストの利用可能性を広げる成果もあ

がった。これらは、食と健康に関する幅広い分野にわたる研究の

推進によるものであり、質の高い成果であった。 

B 

 

 

 

［国際関係学部、国際関係

学研究科］ 

①  朝鮮半島を含めた東ア

ジア、及び太平洋地域の国

際関係の研究 

［国際関係学部、国際関係学研究科］ 

・県及びシンクタンク、他の研究機関と連携

しつつ、アジア及び太平洋地域の国際関係

の調査研究を継続して実施するとともに、

広域ヨーロッパ地域の国際関係の調査研究

を推進する。 

（№106） 

 

 

・現代韓国朝鮮研究センターは、12 月に日韓大学生セミナー「日韓

関係について」を開催し、平成 22年 1 月に韓国でワークショップ

「東アジア情勢と日韓関係」、北京でワークショップ「最近の東

アジア情勢」等を開催したほか、同じく 1 月に外部講師を招いた

特別講義「韓国の大衆文化産業と韓流」を実施した。 

・広域ヨーロッパ研究センターは、6月に「日本イスパニア学会 2009

年度大会」（センター後援）、10 月に公開講座「広域ヨーロッパ

への誘い」（４回）、11月に特別講演会「広域ヨーロッパと中国」、

平成 22年 3 月にワークショップ「ドイツ・フランス共通歴史教科

書の射程」等を開催した。 

Ｂ 

 

 

 

②  多文化共生社会を視野

に入れた言語・文化を中心

とした研究 

・県及びシンクタンク、他の研究機関と連携

しつつ、多文化共生社会を視野に入れた言

語・文化の調査研究を継続して実施すると

ともに、グローバル・スタディーズの調査

研究を推進する。 

（№107） 

 

・学部、研究科において多文化共生を視野に入れたさまざまな研究

等を行っているが、特にグローバル・スタディーズ研究センター

においては、「ムセイオン型教育による創造的学士力の醸成」に関

する研究、「東アフリカ・マー系社会の地域セーフティ・ネットに

基づく在来型難民支援モデルの構築」に関する研究を行うととも

に 、5 月にセミナー「Sociology, Area Studies, and Global 

Studies」、6月にセミナー「日韓の移民と移民政策」及び「グロー

バリゼーションと経済思想」、平成 22 年 3 月に一般公開フォーラ

Ｂ 
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ム「外国人集住都市で国際移民の次の時代を考える」等を開催し

た。 

［経営情報学部、経営情報

学研究科］ 

① 「ものづくり県」静岡

の産業政策に関する研究 

［経営情報学部、経営情報学研究科］ 

・静岡県の産業を取り巻く環境の分析及び、

他県産業政策との比較研究を行い、産業政

策の方向性を検討する。（№108） 

 

・産業政策の方向性を探るために、県内産業について、特に酒造産

業、お茶業界における斡旋人の役割、静岡おでん、旅館業におけ

る女将、長寿企業（主に製造業）、比較検討のための海外調査 (バ

ーミンガム（イギリス）の宝石産地に現地訪問、ミャンマーの漆

器産地の現地訪問調査) に力点を置いて研究を行った。 

また、これらの成果を大学院生の研究や修士論文等に反映した。 

A 

  

② 実習を含むリカレント

教育のための遠隔教育支

援技術に関する研究 

・前年度までに検討した教育支援システムに

おいて必要となる機器やソフトウェアの設

計、開発を行う。（№109） 

 

・平成 20 年度に引き続く遠隔教育支援技術に関する研究として、学

習を効果的に支援するための教材や学習プログラムの設計のため

に、学習内容を概念モデル化する技術を開発した。それらの成果

を学会で発表し、日本 e-learning 学会最優秀賞などを受賞した。 

A 
  

③「健康長寿社会」を目指

す公共政策に関する研究 

・療養病床再編・地域ケア推進施策の計画立

案支援システムの開発を開始する。（№110） 

 

・療養病床再編・地域ケア推進施策の計画立案支援システムの開発

のため、県内の介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に対し、

事業経営意識に関するアンケート調査を行い、事業の経営状況の

現状と管理者業務に関する問題点などを把握した。 

B  

 

 

［看護学部、看護学研究科］ 

① 地域で生活する人々の

健康・療養支援における看

護の役割に関する研究 

［看護学部、看護学研究科］ 

・地域で生活する人々の健康・療養支援に関

する研究として「地域住民の参加による学

部教育の活性化と地域医療に対する還元」

等を継続する。（№111） 

 

・講演会を開催し、学生と地域住民が意見を交換する機会を設け、

交流方法の課題を抽出し、ケア開発・実践センター（仮称）の構

想作成時の資料を収集した。 

B 

  

［環境科学研究所、生活健

康科学研究科（環境物質科

学専攻）］ 

① 県域をフィールドとし

た地域環境に関わる諸問

題を対象に、安全で快適な

環境の創成に資する研究 

［環境科学研究所、生活健康科学研究科（環

境物質科学専攻）］ 

・平成 20 年度に引き続いて、環境上の諸問

題を抱える佐鳴湖等を対象に、教育研究へ

の展開を図るとともに、静岡大学、東海大

学との連携による静岡三大学生命・環境コ

ンソーシアム推進協議会を母体にして、県

域をフィールドとする三大学による共同

研究を検討する。（№113） 

 

 

・佐鳴湖や田子の浦等の県域をフィールドとする環境研究を実施す

るとともに、富士山周辺及び佐鳴湖において大学院生を対象にフ

ィールド観察及びフィールドワークを実施した。また、東海大学

海洋学部と共同で清水港の水質観測を開始した。 

Ｂ 

 

 

 

 

② 公的機関や民間団体等

との連携に基づく、持続可

能な社会の実現を目指し

た研究 

・静岡県環境衛生科学研究所等との連携を図

りながら、持続可能な社会の実現を目指した

研究を実施するとともに、ESCO 事業と連携

して学内におけるエコキャンペーンを推進

する。（№114） 

 

・静岡県環境衛生科学研究所等との共同研究（４件）を実施した。

また、学内におけるエコキャンペーンの一環で、環境憲章の見直

しとそのパネル掲示を行うとともに、研究所一般公開や静岡環境

フォーラム 21においてセミナーを開催した。さらに、大学活性化

事業「エコキャンパスプロジェクト」において、教職員・学生か

らアイデアを公募し、優秀なアイデアを選出した。実現性、貢献

度等を勘案して平成 22年度に実施することとした。 

Ｂ 

 

 

(ｲ) 静岡県立大学短期大学部     
基礎的研究と地域社会の

ニーズに応え得る研究領域

を専門分野ごとに推進す
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る。 

《重点目標として取り組む

領域》 

① 各学科等が持つ研究資

源と地域に暮らすいわゆ

る社会的弱者が持つニー

ズの整合を図り、人々の生

活の活性化に寄与するた

めの研究 

《重点目標として取り組む領域》 

・社会的弱者の健康・保健・福祉における支

援に関する研究プロジェクトを継続して推

進する。 

（№116） 

 

 

・社会的弱者の健康・保健・福祉に関する研究を各学科教員が継続

して推進した。 

B 

  

② 地域特性を考慮し、震

災看護・震災時歯科保健・

震災時の福祉介護につい

ての研究 

・震災時の福祉介護研究についてのプロジェ

クトを継続して推進する。（№117） 

 

・震災時の福祉介護研究については平成 21年度に新たに科学研究費

補助金にも採択され、継続して推進した。併せて各学科教員が被

災者に関する研究に取り組んだ。 
B  

 

イ 広範な研究の推進      

国内外の研究機関と連携

し、基礎から応用、さらに

実用化を視野に入れた広範

な研究領域を専門分野ごと

に推進する。 

・国内の研究機関と連携協力し、共同のセミ

ナー等を開催する。（№118） 

 

 

 

・10 月に、静岡市において（財）静岡総合研究機構と協力して「静

岡健康・長寿学術フォーラム」を、本学において海外の大学と連

携して本学主催による「第２回国際健康長寿科学カンファレンス」

を開催した。 

また、12 月には静岡市で静岡県環境衛生科学研究所、静岡県工業

技術研究所と共催して「静岡環境フォーラム 21」を開催した。 

Ｂ 

 

 

グローバル COE プログラ

ムに採択される世界最高水

準の研究を推進し、中期目

標の実現に向け、科学研究

費補助金については、過去

の実績を踏まえ部局ごとに

目標を設定し、採択件数の

増加を目指す。 

・科学研究費補助金の採択件数の増加のため、

各部局ごとの採択実績を公表するほか併せ

て研修会を実施する。（№119） 

 

 

 

 

・4 月に科学研究費補助金の部局別採択実績を学内公表するととも

に、科学研究費の公募メニュー等を周知する学内研修会を 5 回実

施し、併せて個別相談を行い、採択件数の増加を図った。 

なお、平成 21 年度の採択件数は 117 件であり、前年対比 6.4％増

（7 件増）であった。 

 

Ａ 
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中 

期 

目 

標 

ア 研究者の配置 
目指すべき研究水準及び研究成果が達成できるよう、研究組織の弾力化や研究者の流動化の促進を図る。 

イ 研究環境の整備 
全学的な視点から施設・設備の有効活用を図る体制を構築するなど、必要な研究環境の整備に努める。 

ウ 知的財産の創出・活用等 
研究成果の知的財産化とその活用を戦略的に実施する体制を構築する。 

エ 研究活動の評価及び改善 
研究活動を客観的に評価するシステムを確立し、評価に関する情報を学内外に公表するとともに、評価結果を教育研究費の配

分等に反映させるなど、研究活動の向上につなげる仕組みを整備する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

ア 研究者の配置     

① 重点研究課題の解決、学

問領域を超えた研究実施の

ため、柔軟な研究者の配置

が可能となる取組みを進め

る。 

・必要に応じて研究実態に即した研究者の柔

軟な配置を行う。（№120） 

 

 

 

・食薬融合による健康長寿分野の教育研究を推進するとともに、教

育研究組織についての検討を行った。 

B 
 

 

② 学外研究者との共同研

究を推進するため、客員教

授等の制度を活用する。 

・客員教授の積極的な活用による企業等との

共同研究を推進する。（№121） 

 

・企業からの資金により研究員を雇用し産学共同研究を進める寄附講

座や、学外との共同研究の際に研究者を受け入れる客員教授制度を

活用して共同研究を推進した。 

Ｂ  

 

③ ティーチング・アシスタ

ント、リサーチ・アシスタ

ント、ポスドク制度などを

活用し、若手研究者の研究

の活性化を推進する。 

・ティーチング・アシスタント制度、リサー

チ・アシスタント制度、ポスドク制度を引

き続き実施し、若手研究者の研究の活性化

を推進する。 

（№122） 

 

・薬学研究科、生活健康科学研究科でティーチング・アシスタント制

度を実施し、学部生・大学院学生双方の研究・教育に刺激を与えた。 

・グローバル COEプログラムにおいて、ポスドク、リサーチ・アシス

タント、ティーチング・アシスタントを採用し、若手研究者育成の

ために研究費を助成した。さらに、大学院学生に対し海外での学会

発表に要する経費を助成した。 

Ｂ 

  

イ 研究環境の整備     

① 電子ジャーナルやデー

タベースの一元管理及び学

術文献収集の効率化等、全

学情報システムの充実と図

書館機能の強化を推進す

る。 

・電子媒体資料と学術文献資料については系

統的整備を進める。 

 

・機関リポジトリについて情報を収集する。 

 

・学務情報システムと図書館情報管理システ

ムの連携を図る。（№123） 

・電子媒体資料と学術文献資料については系統的な整備を進めると

ともに、本学発行の紀要類を電子化し、図書館のホームページか

ら閲覧できるように整備した。 

・機関リポジトリについて、職員を国立情報学研究所主催の研修会

などに参加させ情報収集に努めた。 

・学務情報システム更新に際し、図書館情報管理システムとの連携

を図り、 学生・教職員については身分証で図書館を利用できるよ

B 

  

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
２ 研究 
（２）研究実施体制等の整備 



 39 
 

うにした。 

② 共同利用研究機器の整

備計画を策定し、老朽化し

た機器の更新を進める。 

・教育研究機器整備計画に基づき共同利用機

器の更新を進める。（№124） 

 

・県からの補助金を受け、教育研究機器整備計画に基づく優先順位

に従い、機器の更新を進めた。 Ｂ  

 

③ 外部資金の間接経費を

効率的に執行し、共同利用

機器の整備・運営に充当す

るシステムを構築する。 

・外部資金の間接経費の設定趣旨を踏まえ、

研究環境の改善、整備に資するよう効率的

執行を図る。（№125） 

 

 

・外部資金の間接経費を効率的に執行するため、経理事務を行う職

員の人件費や電子ジャーナル経費、光熱水費等の必要性の高いも

のから優先的に充当した。 

・共同利用機器の整備・運営費への充当については、自己収入を財

源に追加予算配分を行った。 

・平成 22年度予算については、外部資金の間接経費の一部を共同利

用機器の整備・運営に充当することとした。 

Ｂ 

  

ウ 知的財産の創出・活用等      

① 知的財産の戦略的な実

施体制を構築し、静岡県の

施策と連動した研究成果の

活用とその産学官による地

域還元を推進する。 

・平成 20 年度に設置した産学官連携推進本

部において、知的財産の戦略的な創出、管

理、活用と産学官連携による地域還元を推

進する。 

（№126） 

・産学官連携推進本部に産学官連携戦略会議を設置し、知的財産の技

術移転の進捗状況を管理するとともに活用方針の検討を行い、知的

財産の技術移転を組織的に展開した。 

・県試験研究機関と日常的な連携を強化して地域産業を支援するた

め、10 月に県と研究分野における連携協定を締結した。 

Ａ 
 

 

② 知的財産に精通した専

門家の協力を得て、特許出

願等に関する学内体制を構

築し、地域産業界に円滑に

技術移転できる体制を強化

する。 

・知的財産の出願・管理体制を引き続き充実

させるとともに、地域産業界に円滑に技術

移転させるため、県内大学、県、自治体が

進める広域活用体制の構築に参画する。

（№127） 

 

 

・創出された発明は、国内出願の可否のみならず（独）科学技術振

興機構の支援制度を活用した国際出願の検討を行う仕組みを確立

した。 

・知的財産を地域産業界に円滑に技術移転するため、静岡大学等が

設立した広域的な産学官連携支援組織「東海イノベーションネッ

トワーク」に参画したほか、本学の茶、米等の知的財産の活用を

図るため、３月に県、地元自治体、産業団体を構成員とする静岡

県立大学知財コンソーシアム連絡会を開催し、知財コンソーシア

ムを構築した。 

Ａ 

  

エ 研究活動の評価及び改善     

① 研究活動の評価項目を

見直し、自己評価を行うと

ともに、学外の学識経験者

による外部評価制度を導入

する。 

・研究活動の評価項目の見直し、自己評価を

引き続き行う。（№128） 

 

 

 

・大学基準協会の評価項目に準拠し、研究活動の自己評価を行った。

また、大学基準協会の認証評価結果に対して、教育研究審議会の

外部有識者委員の評価を受けた。 Ｂ 
 

 

② 外部資金の獲得状況や

地域貢献の程度を考慮し、

研究者にインセンティブ

（動機付け）を与えるよう

な評価制度を導入する。 

・外部資金の獲得や地域貢献に対し、研究者

にインセンティブ（動機付け）を与えるよ

うな表彰、顕彰を含めた評価制度の導入の

検討を引き続き進める。（№129） 

 

・各部局の副学部長等を委員とする教員評価制度検討委員会を設置

し、教員活動評価の試行案を作成した。平成 22年度の評価制度の

試行に合わせ、評価結果が研究者にインセンティブを与えるよう

な活用制度（表彰・顕彰等）を引き続き検討することとした。 

B 

  

③ 学内の研究費の配分に

ついては、配分方法を見直

し、重点研究分野、若手研

・研究費の配分について、重点研究分野、若

手研究者育成、学部横断プロジェクトを考

慮した配分に努める。（№130） 

・研究費については、配分方法を見直し早期配分に努めたほか、外

部評価制度を活用し、重点研究分野、若手研究者育成、学部横断

プロジェクトに配慮した配分に努めた。 

Ｂ 
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究者育成、学部横断プロジ

ェクト等を考慮し、外部評

価制度を活用した重点的な

配分とする。 

 

 

 

 

・平成 22 年度の研究費については、平成 21 年度中に募集を行い、

早期配分に努めたほか、学部横断プロジェクトの配分上限額拡大

や GP（グッド・プラクティクス）申請支援のメニュー追加を行

った。 

④ 研究プロジェクト等の

成果は、発表会、シンポジ

ウムなどにより、学外にも

開かれた形で発表し、評価

を受ける。 

・ＵＳフォーラム、地域結集研究成果発表会

等研究成果発表会を開催し学外の評価を

受ける。 

（№131） 

 

・8 月の US フォーラム及び 3 月の地域結集研究成果発表会において

本学の研究成果を発表し、学外の評価を得た。また、教員による新

技術説明会を開催し、産業界での活用可能性の評価を受けた。 Ｂ 

  

⑤ 部局ごとの年報又は紀

要を発行し、ホームページ

に掲載するなど研究成果の

積極的な広報に努める。 

・研究成果を紹介する冊子を発行するほか、

ホームページにも研究成果を積極的に公

開する。 

（№132） 

・研究成果を紹介する冊子を新技術説明会や新技術相談会において配

付したほか、研究成果をホームページに公開し、随時更新した。 
Ｂ 
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中 

期 

目 

標 

地域社会との連携を推進する体制の整備を図るとともに、地域に開かれた大学として、大学の知的資源や施設の活用により、
県民のニーズに対応する公開講座や社会人を対象とした学習講座などを積極的に行う。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

ア 推進体制の整備     

地域社会との連携を推

進するため、全学的な基

盤組織の充実・整備を図

る。 

・地域貢献のための全学的組織体制の構築

に取り組む。（№133） 

 

 

・地域貢献のための全学的組織体制の構築に向け、他大学を調査し、本学

における組織体制のあり方について検討した。 
Ｂ 

  

イ 教育を通じた地域貢献     

① 薬剤師・管理栄養

士・看護師・歯科衛生

士・社会福祉士等の地域

組織等と連携して、卒後

教育セミナーや研修会、

講習会等を開催し、地域

社会に貢献できる人材

に学習の場を提供する。 

・薬剤師の卒後教育プログラムを充実させ

る。 

・管理栄養士等の卒後教育プログラムを地

域の医師会や栄養士会と共同して推進す

る。 

 

・県立静岡がんセンターの認定看護師コー

スの教育に協力する。養護教諭の免許更

新講座の開設の可能性を検討する。 

 

・看護師の卒後教育プログラムのための地

域研修実践センター(仮称)の構想を検討

する。 

・短期大学部においては、離退職保育・看

護資格保有者のキャリアアップのための

「ＨＰＳ（ホスピタル・プレイ・スペシ

ャリスト）」養成教育プロジェクトを実

施し、養成講座修了者に対するキャリア

支援や地域医療機関等への HPS 採用の働

きかけなどを行う。また、静岡市障害者

歯科保健センターの外部評価を受託研究

として行う。（№134） 

 

・薬剤師の卒後教育プログラムとして、静薬学友会と共同で薬学部教員

の講演も含めた卒後教育講演会を実施した。 

・食品栄養科学部では、日本栄養士会の管理栄養士研修会や地域で働く

管理栄養士のための講習会に講師を派遣した。また静岡市静岡医師会

と、静岡市内の診療所で栄養指導が受けられる体制を構築するための

協議を行った。 

・看護学部では県立静岡がんセンターの認定看護師コースの教育に教員

として科目を担当するとともに、外部教員として教員会、入試委員会

等の運営組織に参加協力した。 

静岡大学が主催する教員免許更新講習に養護の講座を提供した。 

・講演会を開催し、学生と地域住民が意見を交換する機会を設け、交流

方法の課題を抽出し、ケア開発・実践センター（仮称）の構想作成時

の資料を収集した。 

・短期大学部においては、「ＨＰＳ（ホスピタル・プレイ・スペシャリス

ト）」養成教育プロジェクトとして、ＨＰＳ養成講座第４クール（受講

生：13人）及び第５クール（受講生：14人）を実施し、養成講座修了

者に対するキャリア支援や地域医療機関等への採用の働きかけを行っ

た。また、シンポジウムや国家試験対策講座・介護技術講習会等を開

催するとともに、静岡市障害者歯科保健センターの外部評価を受託研

究として行った。 

B 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
３ 地域貢献 
（１）地域社会との連携 
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② 講義科目の積極的な

公開とサテライト講座

の夜間開講等を推進し

て、社会人の生涯学習・

リカレント教育を支援

する。 

・社会人等の生涯教育・リカレント教育の

拡充を図るとともに、他機関での社会人

等の教育について協力する。（№135） 

 

 

・社会人聴講生制度により、社会人に対し、学生と一緒に授業を受ける

ことのできる講義科目を積極的に公開し、社会人の生涯教育を支援し

た。また、他の機関で行われた社会人対象の研修会等に教員が講師と

して協力し、地域の生涯教育に積極的に対応した。 
B 

ウ 知的資源の県民への還元     

① 静岡県内の公共団体

や NPO 法人等と連携し、

地域社会への貢献活動

に協力する。 

・県立美術館、県立中央図書館、県埋蔵文

化財調査研究所や民間団体と協力し文化

事業を実施する。（№136） 

 

・本学と静岡県立美術館、静岡県立中央図書館、（財）静岡県埋蔵文化

財調査研究所の４機関で、施設の相互利用、セミナー・講演会開催等、

文化の情報発信を相互連携して行った。12 月にこれらの連携活動に

（財）静岡県舞台芸術センター（SPAC）、グランシップ（静岡県コン

ベンションアーツセンター）が新たに参画し、６機関が連携して文化

を情報発信することを紹介した冊子「ムセイオン静岡」を作成した。 

・静岡県と共催で県民を対象とした静岡環境フォーラム 21 や環境科学

講座等を開催し、環境意識の啓発、環境教育に取り組んだ。 

・静岡市静岡医師会及び静岡市清水医師会との共催で県民を対象とした

公開講演会「新型インフルエンザの現状と対策」を開催し、地域の医

療課題である新型インフルエンザの正確な知識の普及を図った。 

Ａ 

  

② 公開講座及び生涯学

習プログラム等を県内

各地で定期的に開催す

る。特に公開講座につい

ては、年間延べ 16 回以

上開催し、延べ人数で

700人以上の参加を目指

す。 

・全学公開講座の年間延べ開催回数 16 回以

上及び延べ受講者数 700 人以上を目指す

とともに 、講演会、シンポジウムを積極

的に開催する。 

（№137） 

 

 

・全学公開講座を 17回開催し、延べ 866人が受講した。 

また、市町等特別公開講座として、3市町主催の公開講座 20回に 11人

の本学教員が講師として協力した。 

 B 

 

 

エ 大学の防災拠点としての役割     

① 専門領域に応じた災

害時の役割分担及び支

援内容、救護活動等の防

災マニュアルを整備す

るとともに、防災講座等

を開講する。（平成 21 年

度整備予定） 

・災害時の役割及び行動計画等を包括した

防災マニュアルを作成する。 

 

・教職員及び学生の防災意識啓発のための

講演会等を実施する。 

 

・短期大学部においては、応急手当普及員

講習会を修了した教職員による短期大学

部独自の災害教育を試行的に実施し、そ

の成果を検討する。（№138） 

・全教職員及び学生向けに、大学構内の避難場所や災害時の緊急連絡先、

安否情報システムの使用方法など、重要な防災情報を記載した防災マ

ニュアルを作成し、ホームページに掲載した。 

・９月に地震防災講演会（静岡県防災士養成講座）を県と共催した。ま

た、県や県立大学、防災関係機関などで構成する「しずおか防災コン

ソーシアム」主催の土曜セミナーを開催した。 

・短期大学部においては、学生向けの応急手当講習会を予定していたと

ころ、台風の襲来により中止となったが、教職員向けの応急手当講習

会を開催し、その成果を検証した。 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 防災の啓発資料とし

て提供するため、防災関

連図書の充実を図る。 

・防災関係資料の充実確保に努めるととも

に、引き続き資料の紹介や有効活用を図

る。（№139） 

・防災関係資料の充実に努めるとともに、防災関係資料リストを作成し、

「静岡県防災士養成講座」参加者に配布するなど、資料の利用促進を

図った。 

B  
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③ 災害時には施設を積

極的に開放し、地域住民

の避難場所及び救護所

としての機能を果たし、

地域住民に対する物

的・精神的支援を展開す

る。このため、日ごろか

ら救援物資の備蓄・点検

を行う。 

・災害時における地域住民の避難場所及び

救護所としての大学施設の使用につい

て、他大学の事例を踏まえ検討する。ま

た、引き続き医薬品等必要備品の備蓄に

努める。（№140） 

 

 

 

・災害時における地域住民の避難場所及び救護所としての大学施設の使

用に関して他大学の事例を調査し、本学施設の使用可能性を検討した。 

・必要な防災用品について、非常食などを計画的に購入し、備蓄に努め

た。 

・短期大学部においては、近隣町内会の地域防災訓練の支援に関し、大

学施設の使用を検討した。 

B 

 

 

④ 大学各部局の知的・

人的資源を活用し、応急

処置及び健康、衛生環境

等の支援業務にあたる。 

・大学各部局の知的・人的資源を再点検し、

応急処置及び健康、衛生環境等の支援内

容を検討する。（№141） 

 

・応急処置及び健康、衛生環境等に関し、看護学部を中心に実施可能な

支援業務等について検討を行った。 

また、看護学部の教員・学生が地域の防災訓練に参加し、地域住民に

対して心肺蘇生法や AED使用法などの講習を実施した。 

B 

オ 初等・中等教育の支援     

① 地域の児童・生徒を

対象に公開授業及び出

前講義、オープンキャン

パス、ワークショップ等

を実施し、幅広い分野へ

の知的関心と意欲を引

き出すように努める。 

・出前講座、オープンキャンパスを引き続

き実施する。県民の日には小学生を含む

県民に対して実習室・図書館等の見学・

開放を行う。（№142） 

 

 

 

・高大連携事業として、出前講座では 41校に延べ 81人の教員を派遣し、

講義受け入れでは静岡市内の高校 2 校から 8 名の生徒を受け入れた。

オープンキャンパスは、８月に延べ５日間実施（看護学部は地震のた

め９月に延期）し、3,765 人の参加があった。県民の日には実習室・図

書館等の見学・開放を行い、大学祭では研究室開放・模擬授業を実施

した。夏休み中には薬学部・環境科学研究所で科学教室を開催した。 

・短期大学部おいては、小・中・高(各 1 校)において出前講座を開講す

るとともに、オープンキャンパス（524人）・県民の日・橘花祭行事で、

学童・生徒対象の職業体験コーナーを設け、県民の日には実習室・図

書館等の見学・開放を行った。 

B 

  

② 初等・中等教育に携

わっている教員を対象

に、専門領域ごとの体験

実習及び研修会、セミナ

ーを行うことで教員の

質の向上に寄与する。 

・静岡大学が主催する教員免許更新講習に

講座を提供するとともに、今後の教員免

許更新講習への対応について継続的に検

討する。（№143） 

 

 

・静岡大学が主催する教員免許更新講習に英語・情報・養護の講座を提

供し、平成 22年度も英語・情報の講座を提供することを決定した。ま

た、高校英語教員、高校商業教員のための研修会を実施した。 

 
Ｂ 

 

 

カ 施設の開放   
  

① 健康支援センターで

健康相談、健康講座等を

実施し、地域住民の健康

づくりに寄与する。 

・地域住民を対象とした健康相談、健康度

測定等を実施するとともに、地方自治体

や NPO法人等公的団体が計画する健康関

連事業に対し、講師を派遣する。（№145） 

 

・健康支援センターでは、県民の日に地域住民を対象に、施設見学・健

康度測定を行った。また地域住民を対象に新型インフルエンザに関す

る講演会を開催したほか、地域医師会に講師を派遣し講演を行った。 

・短期大学部では、平成 20年度に引き続き更年期相談室（毎月 第 2・4

週 水曜日 14時 00分～18 時 00分）を実施するとともに、更年期障害

に悩む人を支援するシンポジウムを開催した。 

Ｂ 

 

 

② 図書館をはじめ学内

の施設・設備を積極的に

県民に開放する。 

・学内施設等については、授業との調整を

図りながら、学術に資する目的等での施

設、設備の開放に努める。 

・学内施設等については、芝生園地を一般県民に開放するとともに、講

義室等は公的団体が主催する試験及び講習会等の会場として開放

し、また、授業との調整を図りながら、学術に資する目的等での施

B 
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・学外者に対して、図書館施設の利用や資

料の貸出等、積極的開放に努める。 

 

・県内公共図書館、関係機関へ図書館広報

誌を配布する等、施設の利用促進を図る。 

・岡村文庫資料については関係機関と連携

し積極的活用を図る。（№146） 

設、設備の開放に努めた。 

・調査研究や学習等を目的とする学外者への図書館施設の開放、資料の

貸出等に努めた。また、県看護協会からの依頼を受け看護師を対象

とした情報検索講習会を実施し施設・資料の有効活用を図った。 

・県内公共図書館、関係機関へ図書館広報誌を配布する等、施設の利用

促進を図った。 

・岡村文庫資料については、「岡村昭彦の会」などと連携し「日本死の

臨床研究会」年次大会に文庫資料を展示・紹介した。また、「岡村昭

彦の会」発行の季刊誌『シャッター以前』５号に岡村文庫の紹介記

事を寄稿した。 
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中 

期 

目 

標 

産業界や国・自治体等との連携を推進し、研究成果の地域への還元を積極的に行う。 
共同研究・受託研究については、中期目標期間６年間で350件を超える研究の実施を目指す。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 大学で得た研究成果や知

的財産を地域産業界に積極

的に技術移転し、地域産業の

活性化を図る。 

・産学官連携戦略展開事業を活用し、

本学の研究成果を技術移転すること

による地域産業の活性化を図る。（№

147） 

 

・産学官連携戦略展開事業を活用し、本学の知的財産を産業界へ移転促

進する新技術説明会を９回、新技術相談会を 16回開催した。 

・本学が特許出願した「米の新規需要促進が見込まれる米ペースト」、「テ

アフラビンを多く含む新規発酵茶飲料」は、地域の企業が試作品製作

に取り組むなど、大学発のシーズをもとに地域の企業が新たな市場へ

進出する動きにつながった。 

・知的財産活用を図り、知的財産に関する人材育成を目的に平成 22年度

から弁護士、弁理士の専門事務家による「知的財産管理入門」講座（前

期７回）を全学共通科目として開講するため所要の手続きを進めた。 

・本学の教員と企業が連携し、炊き込みご飯の素「新緑の茶飯」、本県の

特産品である茶、桜海老、みかんを使用した「三彩しゅうまい」、「野

菜たっぷり弁当」などの商品を開発し、販売に供された。 

Ａ 

 

 

② 国内外の研究機関及び企

業・自治体等との交流の場を

設けることで、研究に対する

社会的なニーズとシーズの

融合を推進する。 

・研究成果発表会を県内外で開催し企

業ニーズと研究シーズの交流の場を

積極的に設定する。 

（№148） 

 

 

・企業等との交流により新たな産学連携の交流促進を図るため「産・学・

民・官の連携を考える集い」を 11 月に本学で開催した。また、1 月に

東京において中部公立３大学（静岡県立大学、名古屋市立大学、岐阜薬

科大学）合同の「新技術説明会」、２月に静岡市において「産学官連携

セミナー」を開催する等、発明者自身が企業関係者を対象に実用化を展

望した技術説明を行った。 

Ｂ 

 

 

③ 研究内容、研究者情報を

外部に対して積極的に広報

するなどにより、共同研究・

受託研究の受入れを推進す

る。 

・展示会への出展、大学ホームページ

での情報提供などの広報を行う。（№

149） 

 

・新産業技術フェア（静岡市ツインメッセ）、イノベーションジャパン（東

京）、テクノサロン静岡（市内）等、年度計で 25 回の出展を行ったほ

か、大学ホームページに研究成果を掲載し、共同研究・受託研究の獲

得を図った。 

Ａ 

 

 

④ 中期目標の実現に向け、

過去の実績を踏まえ、年度ご

とに共同研究・受託研究の実

施目標を設定し、実施件数の

増加を図る。 

・70件以上の共同研究、受託研究を獲

得するため、学内教員への意識啓発、

企業へのＰＲを推進する。（№150） 

 

 

・共同研究、受託研究を獲得するため、学内教員への意識 啓発、企業

へのＰＲを推進した結果、計画の 70件に対し 87件の契約を獲得した。 

Ａ 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
３ 地域貢献 
（２）産学官の連携 
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中
期
目
標 

県における政策形成を積極的に支援するとともに、人事面での交流などにより県の各種施策との連携を推進する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 静岡県の各部局や試験研

究機関等における審議会・委

員会等に協力し提言を行う。 

・教員の専門性に応じて県の各種審議

会・委員会への積極的な参加を促す。

（№151） 

・県立大学及び短期大学部では、県の各種審議会・委員会への積極的な

参加を促し、88 件の兼業許可を行った。 B 
  

② 静岡県の推進する各種プ

ロジェクトに関連した研究

に協力し、県の施策推進に寄

与する。 

・フーズ・サイエンスヒルズプロジェ

クトの中核事業である地域結集型研

究開発プログラム等の県プロジェク

トに積極的に参画する。（№152） 

 

・県が推進する「静岡新産業集積クラスター」のひとつであるフーズ・

サイエンスヒルズプロジェクトでは、中核事業「地域結集型研究開発

プログラム」において本学がサブコア研究室として位置付けられ、多

くの教員が参画して共同研究を積極的に推進した。さらに、7 月に、

フーズ・サイエンスヒルズプロジェクトの推進機関であるフーズ・サ

イエンスセンターの長に学長が就任し、フーズ・サイエンスセンター

の企画運営に参画して県施策推進に大きく寄与した。 

・県から「医療経営力向上事業」を受託して、県内公的病院幹部を対象

とした医療経営人材養成講座を開講し、公立病院経営改革に資する人

材の養成を行った。 

・ファルマバレープロジェクトについては、県からの受託研究により、

ファルマバレーセンターに研究成果を技術移転した。 

Ａ 

  

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
３ 地域貢献 
（３）県との連携 
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中
期
目
標 

地域における高等教育の機能の向上を図るため、教育研究活動の交流を積極的に行うなど地域の大学との連携を推進する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 県内他大学との連携講義

や単位互換制度を充実させ

るなど、県内他大学との連携

を推進する。 

・すでに実施している他大学との連携講

義や単位互換制度を引き続き実施し、

拡充についても継続的に検討する。（№

153） 

・単位互換制度では、集中講義を含めて、静岡大学（学部・大学院）

から 27名、東海大学（大学院）から 4名を受け入れ、静岡大学（学

部・大学院）に 3名、東海大学（大学院）に 18名を派遣した。 
Ｂ 

 

 

② 大学ネットワーク静岡な

どに積極的に参加し、県内他

大学との教育・研究等に関し

て協力・連携を図る。 

・静岡大学、東海大学等の県内他大学と

の学術交流や単位互換に関する協定に

基づく教育・研究等の協力・連携を進

める。（№154） 

 

 

・静岡大学、静岡産業大学、東海大学、浜松医科大学との単位互換、

共同研究、学生指導等に関する協定に基づき学術交流を推進、連携

を強化した。 

・大学ネットワーク静岡が主催する科学交流フォーラム事業に参加（県

立大学におけるフォーラムの開催 1 回）し、県内他大学との学術交

流を進めた。 

B 

  

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
３ 地域貢献 
（４）地域の大学との連携 
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中
期
目
標 

高校生の学習意欲を喚起や進路選択に資するため、県内の高等学校との連携を推進する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 県内公私立高等学校の学

校長等との懇談会を開催し、

高大連携の推進に関する情

報交換を密にする。 

・県内高等学校の学校長等との懇談会を開

催し、高大連携を推進する。（№155） 

 

 

・県内８校の高校校長との懇談会を７月に実施し、学部の特徴と入

試の説明を行うとともに、「高校と大学との連携を通した進学指導

の在り方」について意見交換を行った。 

 

Ｂ 

  

② 高等学校を訪問し、進路

担当教員及び高校生に対し

て、県立大学の入学者選抜に

関する情報を提供すると同

時に、県立大学への要望・ニ

ーズに関する聞き取り調査

を行う。 

・県内外の高等学校を 20校程度訪問し、進

路担当教員及び高校生に対して、本学の

入学者選抜に関する情報を提供すると同

時に、本学への要望・ニーズに関する聞

き取り調査を行う。 

・短期大学部においては、高校訪問により、

職業特性を明確にした上でニーズ調査を

行う。（№156） 

・県内高校 14校、県外高校２校を訪問し、生徒に対して学部説明会

を実施するとともに、高校教員との情報交換を行った。 

 

 

 

・短期大学部においては、教員が中心となって 26 校の高校を訪問し、

短大教育についてのニーズ調査を行った。 

B 

  

③ 高校生を対象とした公開

授業や高校生の県立大学の

授業への参加、県立大学教員

による出前講義等を実施し、

高等学校との連携を推進す

る。 

・公開授業・高校生の授業参加・出前講義

を継続して実施する。（№157） 

 

 

 

 

・ 高大連携事業として、出前講座では 41 校に延べ 81 人の教員を派

遣し、講義受け入れでは静岡市内の高校 2校から 8 名の生徒を受

け入れた。大学祭では研究室開放・模擬授業を実施し、夏休み中

には薬学部でファーマカレッジを開催した。 
Ｂ 

  

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
３ 地域貢献 
（５）県内の高等学校との連携 
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中
期
目
標 

大学の教育研究の水準を高め、国際的な学術拠点となることを目指して、海外の大学等との交流関係を深め、交換留学や共同研
究などを積極的に推進する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

(1) 海外の大学等との交流     
① 協定校を中心に、教員の海

外留学及び海外研修を支援

していくとともに、研究・教

育上の必要に応じて留学・研

修先を拡充する。 

・海外協定校を中心に、研究・教育上の必

要性を考慮した交流を拡充、推進する。

（№158） 

 

 

 

・新たにネブラスカ大学リンカーン校（アメリカ）及びブレーメン

州立経済工科大学（ドイツ）と大学間協定を締結し、留学先、共

同研究機関の拡充を図ったほか、カリフォルニア大学バークレー

校との合同シンポジウムの開催、ボアジチ大学政治・国際関係学

部と広域ヨーロッパ研究センター共催の黒海国際シンポジウム

の開催など、海外協定校を中心に、研究・教育上の必要性を考慮

した交流を推進した。また、新たな英語の研修先として、カリフ

ォルニア州立大学サクラメント校と協定を締結し、研修生 7人を

派遣した。 

A 

  

② 海外からの客員教授及び

研究者の招聘を進めると同

時に、交換教授制度の充実を

図る。 

・交換教授制度の導入に向けて協定校と条

件等具体的な協議を進める。（№158－2） 

 

 

・交換教授制度の導入に向けて協定校と条件等具体的な協議を進め、

モスクワ国立国際関係大学（ロシア）と交換教授を実施した。 A 
  

③ 外国人の留学生あるいは

研究者が、常時在籍できる環

境を整備する。 

・県と協力して、引き続き海外からの研究

者や学生の受入体制の整備、施設の確保

を進める。 

（№158－3） 

 

・浙江省からの短期留学生 6人の滞在先として、県の研修施設を利

用した。 

・静岡県留学生支援戦略研究会に本学教員も参加し、留学生の受入

体制について検討するなど、県と協力し、海外からの研究者や学生

の受入体制の整備、施設の確保を進めている。 

B 
 

  

④ 国際協力機構等が行って

いる途上国への技術協力や

連携事業、研修員受入れ等を

支援する。 

・国際的な教育研究や、技術協力を進める

ため、学外研修の期間の長期化等、体制

の整備について検討する。（№159） 

 

・国際的な教育研究や、技術協力を進めるため、学外研修期間の長

期化等、体制の整備について検討した。 

 
B 

  

(2) 日本人学生の海外派遣及び留学生の受入れ      

① 単位互換や単位認定を前

提にした、短期のみならず長

期の日本人学生の海外派遣

及び外国人留学生の受入れ

を推進する。 

・学生の長期派遣留学の実現に向け、学内

の体制整備の検討を行う。（№161） 

 

 

 

・リール政治学院（フランス）に続き、ボアジチ大学（トルコ）に

初めて１年間の留学生を派遣するとともに、平成 22年度における

ブレーメン州立経済工科大学（ドイツ）への派遣など、学生の長

期派遣留学の実現に向け、学内の体制整備を検討した。 

B 
 

 

② 教育効果を高めるため、カ

リキュラムに即した留学先

の拡充に努めるとともに、学

生の海外留学に関する教育

指導や情報提供などの支援

・国際交流に先進的に取り組んでいる大学

調査結果に基づき、学生への具体的な支

援体制を検討する。（№162） 

 

 

・国際交流に先進的に取組んでいる大学を参考に、海外留学等に関

する資料をまとめて展示する場所を設け、学生へ提供する情報の

充実を図った。また、留学生からの相談を受けやすくするため、

学生室に専用の留学生相談コーナーを設置した。 

B 

  

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
４ 国際交流 
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体制を充実させる。 

③ 留学生のための日本語教

育体制の整備及び留学生に

開かれた専門科目の充実化

を図る。 

・留学生に対する支援を行うため、日本語

教育の充実を図る。（№162－2） 

 

 

・留学生の日本語教育の充実を図るため、理系大学院学生を対象と

する初級日本語、及び文系大学院研究生を対象とする中級日本語

教育を開始した。 
B 

  

④ 留学生及び県立大学学生

に対する大学院教育の向上

のため、海外諸研究機関との

共同研究指導体制を確立す

る。 

・海外協定校との大学院における共同研究

指導体制について、具体的な実施体制を

整える。 

（№162－3） 

 

・チュラロンコーン大学（タイ）との間で大学院生・教員の相互派

遣を行い、海外協定校との大学院における共同研究指導体制の整

備を進めた。 

 

B 

  

(3) 地域に密着した国際交流の推進      

① 県内地場産業に関わる国

際的な学術交流を推進する

とともに、共同研究を通して

各国の人材育成に寄与する。 

・外国の研究機関と県内地場産業に関わる

研究協力を進める。（№163） 

 

 

・ミラノ大学医学部（イタリア）と緑茶の飲用作用について共同研

究を始めたほか、バーミンガム大学（イギリス）を招待し、地域

産業の活性化についてシンポジウムを開催するなど、外国の研究

機関と県内地場産業に関わる研究協力を進めた。 

B 
  

② 地域の学術文化研究機関

等と連携を図り、専門領域ご

とに国際学会・講演会等の誘

致を積極的に推進する。 

・引き続き地域の学術文化研究機関等と共

同して国際会議等の企画、開催に努め

る。（№164） 

 

・ＳＰＡＣ(静岡県舞台芸術センター)と共同で日本イスパニア学会

を開催、また、（財）静岡総合研究機構と協力して、静岡健康長

寿学術フォーラムを企画開催するなど、引き続き地域の学術文化

研究機関等と共同して国際会議等の企画、開催に努めた。 

B 
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１ 大学の教育研究 
 
(1) 教育研究体制等の整備・充実 

 
   ア 薬学６年制教育の実習体制の整備 

平成 21 年 9 月、薬学６年制教育に必要な病院・薬局実務実習を行うため
の事前実務実習施設(模擬薬局)を薬学部棟に整備し、10 月から薬学科 4 年
次生の実習に供した。 
また、病院実務実習体制の構築並びに臨床面における共同研究を進め、県

民医療の水準向上に貢献するため、県立総合病院内に平成 20 度から整備を
進めていた薬学教育・教育センターの機器整備を完了した。なお、平成 22
年度の実務実習は、県内 19 病院、60 薬局で実施することとした。 

 
イ 英語教育の充実 

平成20年度まで外国語指導助手及び非常勤講師で対応していた全5学部の
1、2 年生の英語コミュニケーション科目を、平成 21 年度から採用した特任
ネイティブ英語講師 6 人が担当するとともに、学生の個人指導や相談業務を
行い、学生の英語教育環境の向上を図った。 
因みに、平成21年度新入生を対象に実施したプレイスメントテスト（平成
21 年 4 月）とアチーブメントテスト（平成 22 年 2 月）では、全学部におい
てリスニングの平均点が上がっているという結果が現れた。 
また、上級レベルの英語研修とは別に、多くの学生が参加しやすい初級語
学研修を実施するため、カリフォルニア州立大学サクラメント校と協定を締
結し、7 名の学生を派遣した。これに伴い、既に実施している国際関係学部
に加えて、食品栄養科学部、経営情報学部、看護学部においても、短期海外
英語研修を単位化するカリキュラムを整備した。 

 
ウ 最先端マルチメディア教室の整備 
対話型コミュニケーション活動を重視する言語教育やプレゼンテーション
力の修得に主眼を置く実践学習を進めるため、最先端の教育テクノロジーを
備えた新たなマルチメディア教室 STUDIO を整備した。 

 
エ 最新の食品技術の修得 
食品栄養科学部食品生命科学科においては、1 年次の化学実験の充実や 3

年次の専門実験科目の整理統合、また、実技を重視した新たな授業を開講す
るとともに、3 年生全員のインターンシップを必修化するなど、最新の食品
技術を学生が効率的に習得できるよう見直しを行った。 
 

 
オ 低学年ゼミの充実・拡大 
 経営情報学部においては、計画を上回る 21 科目の 1、2 年次における低学年ゼミ
を開講し、学生への綿密なケアやキャリア形成を考慮した個別教育の充実を図った。
また、低学年ゼミ導入による効果として、基礎演習受講者の学会誌へ査読論文掲載
者が出始め、その成果の一つとして、本学の経営情報学部、経営情報学研究科等の
学生を中心としたプロジェクト型研究プログラムが、日本 e-learning 学会の最優秀
賞を受賞した。 
 

カ 薬科学専攻修士課程の整備 
 薬学 6年制教育への移行に伴い、平成 22年度に開設する薬学研究科薬科学専攻修
士課程を設置し、当該専攻の入学者選抜を推薦入試、一般選抜及び 2 次選抜の 3 回
実施した結果、定員を上回る学生を確保した。 

 
キ 助産師養成課程の大学院移行 
看護学部及び短期大学部看護学科においては、平成 21年度から臨地実習を重視し
た新しいカリキュラムを実施したが、助産師については、将来の助産分野のリーダ
ーとなりうる人材の養成を目指し、平成 22年度から、より高度な教育研究の場であ
る大学院での養成を行うこととし、所要の手続きを進めた。 
 

ク 経営情報学研究科の改編 
  経営情報学研究科においては、イノベーションを軸とした研究科カリキュラムの
改編を進めるとともに、平成 23年 4月に経営情報イノベーション研究科(仮称)博士
前後期課程の設置に向け文部科学省をはじめ関係機関との調整を進めた。 

 
ケ 社会人看護師のための夜間授業の開講 
看護学研究科においては、平成 21年度から病院等の社会人看護師が大学院で学び
やすくなるよう、昼間と合わせ平日夜間の授業を開講した。 
 

  コ 文部科学省の大学教育推進プログラムの採択 
短期大学部においては、平成 21年度の文部科学省の大学教育推進プログラムとし

て「体系的なＨＰＳ（ホスピタル・プレイ・スペシャリスト）養成教育プログラム
の開発」が採択され、遠隔地双方向授業システムの導入等の開発準備に取り掛かっ
た。 
 

サ グローバルＣＯＥプログラムの推進 
薬学研究科及び生活健康科学研究科を中心に、「健康長寿科学」の学問体系化を目
指し、医薬品・食品相互作用データベースの構築を進めたほか、健康長寿科学研究
会の設立準備、「食」と「薬」の学際的研究分野の人材を養成する博士後期課程「健 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項 
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康長寿科学専攻」開設に向けた関係機関との協議や、大学院博士後期課程学
生の科学英語海外研修プログラムを実施し、食薬融合による国際レベルの健
康長寿科学の構築を着実に推進するなど、グローバル COE プログラムに積極
的に取り組んだ。また、本プログラム実施により 18件の発明が出願されるな
ど健康長寿科学研究が大きく進展した。 
 
シ 県域をフィールドとする環境研究の展開 

   生活健康科学研究科環境物質科学専攻においては、佐鳴湖や田子の浦等の県
域をフィールドとする環境研究を実施するとともに、富士山周辺及び佐鳴湖
において大学院生を対象にフィールド観察及びフィールドワークを実施し
た。また、静岡大学、東海大学との連携による静岡三大学生命・環境コンソ
ーシアム推進協議会を母体に県域をフィールドとする共同研究のひとつと
して東海大学海洋学部と共同で清水港の水質観測を開始した。 
 

(2)  オープンキャンパスの充実 
オープンキャンパスでは、学部ごとに、趣向をこらした模擬講義や学部紹介

などのプログラムのほか、平成 21年度は全学部において、学生が企画、実施し
た学生生活に関する座談会やプレゼンテーションを行い、参加者から好評を博
した。参加者も、国際関係学部の 963 名を最高に、合計 3,765 名となった。 
短期大学部においては、オープンキャンパスを土曜日の午前及び午後の 2 回

開催とし、遠隔地からの参加や保護者同伴の参加の機会を増やして実施するな
ど、参加者の利便性を高めた。 
 

(3)  キャリア形成及び就職支援の強化 
ア キャリア形成支援の強化 
学生のキャリア形成支援を強化するため、キャリア教育の講座をキャリア

支援センターが提供する全学共通科目「キャリア形成概論Ⅰ・Ⅱ」として開
講したほか、講演会、セミナー及びインターンシップ等の充実を図った。 
 

  イ 就職支援の強化 
学生の就職支援を強化するため、就職ガイダンスの種類、回数を増やすと

ともに、増加する学生相談に対応するため、相談員を臨時的に増員するなど
相談体制を強化した。その結果、平成 21年度の卒業生・修了生の就職内定率
は 97.9%となり、全国の平均内定率 91.8％や県内の平均内定率 89.2%を大きく
上回った。 
短期大学部においては、キャリア支援センター分所とキャリア支援委員が

中心となって、公務員試験対策講座やコミュニケーション講座等を開催する
とともに、各学科において卒業生による就職・進学ガイダンスを実施し、特
に歯科衛生学科では 21年度に初めて各病院の歯科医、又は就職担当者を招聘
して合同就職説明会を開催するなど、短期大学部におけるキャリア教育の更
なる充実を図った。平成 21 年度の短期大学部の卒業生の就職率は 97.4%であ
った。 

(4)  学務情報システムの再構築 
平成 21 年度 10 月、経済性、教職員の業務の効率化並びに学生の生活及び教育環
境の向上を図るため、大型汎用コンピュータで運用していた学務情報システムをダ
ウンサイジングし、サーバー化した新システムを構築した。このシステムにより、
履修登録、授業出席確認、成績確認、各種連絡事項等が Web 上で容易に行えるよう
になった。 

 
(5)  他大学との連携推進 
ア 大学間連携事業の推進 
 平成 20年度に引き続き、静岡大学、静岡産業大学との人材育成プログラムの開発
や、東海地域の薬系、医系、看護系の 11大学等との実践的な臨床薬剤師教育プログ
ラムの開発・実施などの戦略的大学間連携事業や、名古屋市立大学及び岐阜薬科大
学との現役の病院薬剤師及び薬局薬剤師の学び直しを支援する社会人学び直しニー
ズ対応教育推進プログラムなどを着実に推進した。 
 

イ 東京大学と学生指導に関する協定締結 
    平成 21 年 11 月、本学薬学研究科と東京大学薬学系研究科との間において、相互

の教育研究の充実に資することを目的として、大学院の学生が相互の大学院におい
て必要な指導を受けることができる環境を整備するため、大学間協定を締結した。 

 
(6) 成績優秀者への学習奨励金支給 
   卒業時の成績優秀者表彰を継続するとともに、平成 22年度から、新たに外部資金を
活用して、学部 1 年生または 2 年生の成績優秀者を表彰し、学習奨励一時金を支給す
ることとした。 

 
２ 地域貢献 
(1)  産学官連携の推進 
ア 産学官連携戦略会議の設置 
本学の産学官連携の基本戦略の検討、知的財産の活用等について検討し、機動的、
効率的な産学官連携を推進するため、学長を議長とする産学官連携戦略会議を設置
した。 
 

イ フーズ・サイエンスプロジェクトの推進 
「フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト」の主要事業である「地域結集型研究開
発プログラム」に薬学部、食品栄養科学部の教員 22 名が参画し、県工業技術研究所
ほか他研究機関と、新世代茶飲料と素材の開発に関する共同研究を行った。また、平
成 21 年 7 月、学長が、フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進の中核機関であ
る（財）しずおか産業創造機構「フーズ・サイエンスセンター」のセンター長に就任
し、県立大学を中心に県内他大学及び産業界との連携強化を図った。 
 

ウ 静岡県と研究分野での連携を強化 
静岡県試験研究機関と日常的な連携を強化して地域産業界への支援をより高める 
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ことを目的にして、平成 21 年 10 月、静岡県との間で研究分野における連携
協定を締結した。 

 
エ 知財講座の開設 
知的財産活用による地域産業の活性化を図り、学内外の知的財産に関する
人材育成を目的に、産学官連携の戦略展開プログラム事業の一環として、平
成 22年度から、弁護士、弁理士の専門実務家による「知的財産管理入門」講
座(前期 7回)を全学共通科目として開講するため所要の手続きを進めた。 

 

オ 企業と連携した商品開発 
   本学の食品栄養科学部と企業とが連携し、炊き込みご飯の素「新緑の茶飯」

や本県の特産品である茶、桜海老、みかんを使用した「三彩しゅうまい」、「野
菜たっぷり弁当」などの商品を開発し、販売に供された。 

 
(2)  医療経営人材養成講座の開講 
  県内公的病院の経営強化に協力支援するため、県から「医療経営力向上事業」
の委託を受け、静岡駅近くに教室を開設した。第 1期(4-9 月)座学に 9の公的病
院から 13 名が参加し、続く第 2 期(10-3 月)は、18 の公的病院から 18 名が受講
した。また、第 2 期からは第 1 期座学を修了した 13 名に、公立病院改革を念頭
に置いた病院事業プラン作成の個別指導を行った。結果、講座参加者は、総計
20の病院から院長 4名、副院長 6名、看護部長 4名を含む計 31名であった。 

 
(3)  医師会との協力推進 

地域の医療課題に迅速かつ適切に対応し、地域社会の発展と人材育成に寄与す
るため、新型インフルエンザ対策、診療所等における栄養指導、看護師の卒後教
育等について密接な連携と協力を行っている静岡市静岡医師会及び静岡市清水
医師会と共同し、平成 20年度に引き続き、平成 21年 12 月、「新型インフルエン
ザの現状と対策」をテーマに講演会を開催し、県民への意識啓発を行った。 
 

(4)  ムセイオン静岡 文化の丘づくり事業の推進 
隣接する県立美術館、県立中央図書館、県埋蔵文化財調査研究所と協力して、

静岡市谷田地区から文化を創出、発信し、本県の文化振興やまちづくりに貢献
することを目指し進めてきた「文化の丘づくり事業」の推進機関として、県舞
台芸術センター(SPAC)及びグランシップの 2 つの文化施設を加え、新たに「ム
セイオン静岡」(ムセイオンとは、ミュージアムの語源)の共同プログラムとし
て文化発信事業を推進していくこととした。 
 

(5)  社会人学び直しニーズ対応教育講座 HPS の開講 
短期大学部では、平成 19年度から国の委託事業として開始した離退職保育・

看護資格保有者のキャリアアップのための、遊びをツールに病児や障がい児を 
 

支援する「HPS（ホスピタル・プレイ・スペシャリスト）」養成講座の第4、第 5クール
を実施し、27 名に履修証明書を授与した。3年間の履修者は、合計 62 名となり、中に
は、県立総合病院や静岡済生会病院等で実践している者もいる。なお、同講座が好評で
あることから、平成 22 年度以降も短期大学部の社会人専門講座として位置づけ実施す
る方向で検討を進めた。 

 
(6)  高校英語教員に対するワークショップ開催 
 県内の英語教育の発展に資するため、高校英語教員20名を対象に、最先端の教育テ 
クノロジーを備えた新たなマルチメディア教室STUDIOを使用した英語コミュニケーシ 
ョン能力の向上を図るワークショップを開催した。  

 
(7) 更年期相談事業の推進 

短期大学部では、平成 20 年 4 月から開始した更年期相談室が盛況で、静岡市内を
はじめ東部地域等からの相談者の延べ人数が対前年比171％に登った。また、平成 22
年 3 月に更年期障害に悩む人を支援するシンポジウムを開催した。（参加者 一般市
民 73人） 
 

３ 国際交流 
(1) 海外の大学等との交流促進 
ア 協定締結校との交流の推進 
カリフォルニア大学バークレー校との合同シンポジウムの開催、トルコ・ボアジ

チ大学政治・国際関係学部と広域ヨーロッパ研究センター共催の黒海国際シンポジ
ウムの開催、モスクワ国立国際関係大学との交換教授の実施、ボアジチ大学への初め
ての交換留学生の派遣など、協定校との交流の充実を図った。 
 

イ 新たな海外の大学等との協定締結 
アメリカ・ネブラスカ大学リンカーン校及びドイツ・ブレーメン州立経済工科大

学と大学間協定を締結し、共同研究機関や学生の留学先の拡充を図ったほか、新た
な英語の研修先として、カリフォルニア州立大学サクラメント校と協定を締結し、
研修生 7名を派遣した。 
 

(2) 留学生への支援 
ア  日本語教育講座の実施 

     留学生の日本語教育の充実を図るため、理系大学院学生を対象とする初級日本語、
及び文系大学院研究生を対象とする中級日本語教育を開始した。平成 22年度からは、
新たに学部生を対象とした実践的な日本語教育講座の開講も予定している。 

 
  イ 留学生支援パートナーの配置 
   平成 22 年度から、留学生の学習や生活上の相談等に対しきめ細かな対応を図るた

め、希望する留学生に対し、日本人学生をカンバセーションパートナーとして配置
することとし、準備を進めた。 
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中 

期 

目 

標 

ア 全学的な運営体制の構築 

 経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長が相互に連携し全学的な運営体制を構築しつつ、リーダーシップを発揮

できる仕組みにより意思決定の迅速化と業務の効率化を図る。 

イ 効果的・戦略的な組織運営 

各学部等においては、全学的な方針のもとで、学部長等を中心とした効果的・機動的な組織運営を行うとともに、部局間の連

携強化とそのシステムの構築を図る。 

ウ 教員・事務職員の連携強化 

 教員と事務職員との連携を強化し、一体的かつ効果的な業務運営を行う。 

エ 学外意見の反映 

 役員や審議会への経営感覚に優れた学外人材の登用や社会のニーズを反映できる各界からの参画などを図り、大学経

営の機能強化や開かれた大学運営を推進する。 

オ 内部監査機能の充実 

 監事を中心とした実効性のある監査体制を整備し、また、監査業務に従事する職員の専門性の向上を図り、財務規律

や法人業務の適正処理を確保する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

ア 全学的な運営体制の構築     

① 経営と教学の役割分担を

明確にするとともに、理事

長、副理事長及び理事で構成

する役員会を開催し、連携を

図る。 

・役員会を定期及び随時に開催し、機動的

な法人運営を図る。（№166） 

 

 

 

・月２回の定例役員会を開催し、人事、組織、経営等の重要事項を

審議するとともに、役員相互の情報・意見交換を行い、機動的な

法人運営に努めた。 Ｂ 

  

② 経営審議会及び教育研究

審議会を定期及び随時に開

催し、経営及び教育研究に関

する重要事項について審議

する。 

・経営審議会及び教育研究審議会において

は、役員会や大学内の各機関との役割分

担や連携を図りながら定期及び随時に開

催し、効率的・効果的な組織運営を行う。

（№166－2） 

・経営審議会を年５回、教育研究審議会を月 1 回開催し、法人諸制

度や年度計画等と連携して審議するとともに、経営及び教育研究

に関する重要事項についてそれぞれ審議し、効率的・効果的な組

織運営を行った。 

Ｂ 

  

イ 効果的・戦略的な組織運営     

① 部局長の権限と役割を明

確化し、部局長のリーダーシ

ップを発揮した部局運営を

行う。 

・部局長及び平成 20 年 10 月に設置された

副学部長等のリーダーシップのもとに柔

軟でかつ機動的な部局運営に向けて、引

き続き機能の強化を図る。（№167） 

・副学部長を一部委員会の委員に充てるなど、学部長の負担軽減を

図り、学部長補佐としての役割を明確にした。また大学運営会議

へは学部長とともに副学部長にもオブザーバーとして出席を求

め、両者の連携による柔軟かつ機動的な部局運営を図った。 

Ｂ  

 

② 学長及び部局長等で構成

する大学運営会議を開催し、

・大学運営会議を定期及び随時に開催し、

部局間の連携強化と機動的な大学運営を

・大学運営会議を毎月 1 回開催し、大学運営に関する協議及び情報

交換等により、機動的な大学運営及び部局間の連携の強化を図っ
Ｂ 

  

第３ 法人の経営に関する目標 
１ 業務運営の改善及び効率化 
(1) 運営体制の改善 
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部局間の連携強化を図る。 図る。（№168） た。 

ウ 教員・事務職員の連携強化     

各委員会組織や所掌事務の

見直しを行うなど、教員と事

務職員の役割分担を明確にす

るとともに、教職員が一体と

なって事業の企画、立案、執

行に参加できるシステムを構

築する。 

・各委員会及び事務局が有機的に機能する

よう、引き続き効率的な組織体制の構築

を図る。 

・教職員が一体となって事業の企画・立案・

執行に参加できるシステムを構築して、

教員・事務職員の連携強化を図る。 

 

・県立大学及び短期大学部にある委員会等

の連携を進め、必要に応じて統合を図る。

また、各種研修においては、相互の参加

を促進する。 

（№169） 

・各委員会においては、教員と事務職員が、委員長等と連携を密に

行い、機動的・効率的な運営を図った。 

 

・大学運営会議の委員として、事務局長、事務局次長兼短期大学部

事務部長、総務部長、教育研究推進部長、教職員が出席するほか、

教職員には大学運営会議などにおいて適宜、発言する機会を与え、

教員・事務職員の連携強化を図った。 

・短期大学部においては、各委員会の構成員の見直しを行い、一部

の委員会に事務職員を加え、教員と事務職員の連携強化を図ると

ともに、各委員会規程を整備し、県立大学の規程との整合性を図

った。また、遠隔講義システムを活用し、各種研修における相互

の参加を促進した。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 学外意見の反映     

① 理事、経営審議会及び教

育研究審議会等に学外の有

識者、専門家等を登用し、大

学運営に外部の意見を反映

させる。 

・外部有識者、専門家から、引き続き大学

運営に関する意見を聞く。（№170） 

 

・役員会、経営審議会及び教育研究審議会を通じて、委員に任命さ

れた外部有識者や専門家等の意見を聞き、大学運営に反映させた。 

Ｂ 
 

 

② 県民の意見・要望を聞く

ための窓口を設置し、大学運

営に反映させるシステムを

整備する。 

・一般県民からの意見・要望を大学運営に

反映させる。（№171） 

 

 

・県立大学、短期大学部及び法人本部に設置された県民のこえ担当

やホームページの窓口を通じて、県民からの意見、苦情等に対応

した。 
Ｂ 

 

 

オ 内部監査機能の充実     

① 法定による監査に加え、

内部監査を積極的に実施す

るため、監査室を設置し、監

事及び会計監査人と連携し

て業務の適正化及び効率化

を図る。 

・平成 19 年度及び平成 20 年度に実施した

監査の項目、実施方法等の検討を行い、

より効果的な監査を行うための課題の分

析、見直しを行う。 

（№172） 

 

・監査の項目を見直すとともに、実施日数の増加、改善指導の徹底

を図るなど、大学運営の健全性の確保に努めた。 

Ｂ 

  

② 監査業務に従事する職員

の専門性向上を図るため、学

外の専門家の協力を得るな

どにより、必要な研修を実施

する。 

・外部の専門機関の実施する研修会への参

加や先進大学の調査等により、監査業務

に従事する職員の専門知識及び技術の向

上を図る。（№173） 

 

・外部の専門機関が実施する研修会に監査担当職員を参加させると

ともに、他大学の事例調査を行うなど、内部監査知識の習得及び

技術の向上に努めた。 Ｂ 
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中
期
目
標 

教育研究の進展や社会的要請等に対応するため、教育研究組織のあり方について不断に検討し、適切に見直しを行う。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

・6 年制薬学部の教育体制の整備に加え、4

年制学部卒業生の進学先としての平成 22

年度に開設する薬科学専攻修士課程（仮称）

の実効的な教育・研究組織を整備する。 

（№174-1） 

 

・薬学部６年制の年次進行による４年次カリキュラムを円滑に実施

するとともに５年次での実務実習で研究・教育を担当する教員組

織を整備し、さらに県立総合病院での実務家教員の研究指導連携

体制を強化・整備した。４年制薬科学科の進学先としての薬科学

専攻修士課程の実効的な教育・研究組織を整備し、文部科学省に

届け出て薬科学専攻の設置が承認された。 それに基づき、薬科学

専攻修士課程の入学者選抜試験を実施し定員を充足した。 

B 

  

・薬学研究科及び生活健康科学研究科の再編

による、教育組織としての「薬食生命科学

総合学府（仮称）」の設置を推進し、この構

想を実現するための実効的な教育・研究組

織の構築について検討する。 

（№174-2） 

 

・「薬食生命科学総合学府（仮称）」及び薬学研究科の博士後期課程

（薬科学専攻３年制）、博士課程（薬学専攻 4年制）の設置準備を

行った。 

・生活健康科学研究科と薬学研究科を統合した ｢薬食生命科学総合

学府｣ （仮称）の中の博士後期課程に、食薬融合研究の中核とな

る｢健康長寿科学専攻｣ を設置することを計画した。｢薬食生命科

学総合学府（仮称）｣ 開設に先行して、生活健康科学研究科に、｢薬

剤学特論｣、｢健康長寿科学特論Ⅰ｣ 及び ｢健康長寿科学特論Ⅱ｣、

薬学研究科に ｢食品科学特論｣ 及び ｢栄養科学特論｣ を導入し講

義を開始した。また、｢健康長寿科学｣という学問分野を確立する

ため、海外から研究者を招いて ｢International Conference of 

Health and Longevity Sciences (ICHALS S・国際健康長寿科学カ

ンファレンス)｣ を継続的に開催して行くこととし、その第２回を

平成 21 年 10 月に開催した。さらに、食薬融合領域のセミナーを

多数開催し、併せて、両研究科の垣根を越えた多数の共同研究指

導を開始した。 

B 

  

① 教育研究の進展や時代

の変化、学生や地域など社

会の要請等に適切に対応

するため、教育研究組織の

あり方について不断の検

討を行い、学部、研究科等

の教育研究組織の統合・再

編・見直しを行う。 

・大学院の教育研究の充実を図るため、健康

長寿科学専攻（博士後期課程）の開設に向

け検討、準備を進める。 

（№174-3） 

 

・健康長寿科学専攻（博士後期課程）の開設に向け検討、準備を開

始し、薬学研究科及び生活健康科学研究科の博士後期課程におい

て「健康長寿科学特論」をはじめとする特論科目を新設した。ま

た、専攻の理念・教授内容・研究内容・教員組織などの検討を行

った。 

B 
 

 

 

 

第３ 法人の経営に関する目標 
１ 業務運営の改善及び効率化 
(２) 教育研究組織の見直し 



 57 
 

・国際関係学研究科博士後期課程の設置につ

いて検討する。 

 

 

 

・経営情報学研究科博士後期課程の設置につ

いて検討する。 

・助産学課程の大学院への移行を目指し、修

士課程カリキュラムを作成し、文部科学省

へ申請するとともに、看護学研究科博士後

期課程の設置について検討する。（№174-4） 

・国際関係学研究科では、修士課程改革委員会(＊カリキュラム検討

委員会を本委員会に統合)において、博士後期課程設置の可能性に

ついて、博士課程をめぐる全体的状況、既存修士課程の問題、設

置基準から見た諸問題、これまでの計画案の問題点、他大学の状

況等について検討した。 

・経営情報学イノベーション研究科（仮称）博士後期課程の設置に

向けて検討を進め、文部科学省への設置認可申請の準備を行った。 

・大学院看護学専攻助産学分野における助産師養成課程のカリキュ

ラムを作成のうえ、文部科学省に申請し、10月 30日付で認可がお

りた。2月に実施した二次募集で 3名の合格者を得た。 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

・食品栄養科学部栄養生命科学科の定員増に

ついて検討を進める。（№174-5） 

・食品栄養科学部栄養生命科学科の定員増について具体案を検討し

た。 
B   

・地域人材育成教育開発プロジェクト委員会

を中心に、静岡大学、静岡産業大学と連携

し、連携大学院に関する調査研究を推進す

る。 

（№174-6） 

 

・経営情報学研究科において、地域人材育成教育開発プロジェクト

委員会を中心に、静岡大学、静岡産業大学との会議を重ね 、教育

プログラムの共同開発及び共同実証を行うとともに国内外におけ

る調査研究を進めた。また、新公共経営 WS（ワークショップ）カ

リキュラム案、新国際経営 WSカリキュラム案を策定し、実施に向

けた取り組みに入った。 

B 

  

・短期大学進学者数減少に対処するため、県

立大学教育研究組織将来計画委員会短期

大学部専門委員会を中心に、引き続き短期

大学部の教育や組織のあり方について検

討を進める。 

（№174-7） 

・短期大学部の看護学科と県立大学の看護学部の統合に向け、教育

研究組織将来計画委員会看護教育拡充専門委員会を立ち上げ、検討

を進めた。 B 
 

 

② 教育研究組織の見直し

については、経営審議会、

教育研究審議会等におけ

る審議など、学外者の意見

を取り入れて検討を進め

る。 

・教育研究組織の見直しについて経営審議会

及び教育研究審議会で審議するとともに、

見直しの進捗状況に応じて必要な各種ニ

ーズ調査等を行う。（№175） 

 

・教育研究組織将来計画委員会で検討した事項については、引き続

き検討することとしたものを除き、経営審議会や教育研究審議会

において実現に向けた審議を行った。 B 
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中 

期 

目 

標 

ア 戦略的・効果的な人的資源の活用  
(ｱ) 教職員にインセンティブ（動機付け）が働く仕組みの確立 
意欲・業績等が適切に反映される制度を導入することにより、教職員にインセンティブが働く仕組みを確立し、教育研究活

動の一層の活性化を図る。 
(ｲ) 全学的視点での任用 
全学的視点に立った戦略的・効果的な人事を行うとともに、公正性、透明性、客観性が確保される任用制度を構築し、効果

的な運用を図る。 
イ 弾力的な人事制度の構築 
非公務員型としてのメリットを活かし、多様な任用形態、柔軟な勤務形態等の弾力的な人事制度を構築し、効果的な運用を図

る。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

ア 戦略的・効果的な人的資源の活用 

(ｱ) 教職員にインセンティブ（動機付け）が働く仕組みの確立 
    

① 教員及び事務職員の評

価制度を構築し、評価結果

を処遇等に適切に反映で

きるよう活用体制を整備

する。特に、教員の業績評

価については、教育、研究、

地域貢献等の実績に基づ

く客観的な教員評価制度

を確立し、公正な評価を行

う。（平成 19 年度以降シス

テムの検討、試行を経て、

平成 23 年度評価制度確立

予定） 

・事務職員の評価、表彰、顕彰制度が整備さ

れている他法人の調査を行う。 

 

・教員については、授業コマ数、採択研究数、

発表論文数のみでなく、地域における講

演、公的機関の委員への就任等総合的に評

価できるシステムを引き続き検討する。

（№176） 

 

 

 

 

・事務職員の評価等の制度について、他大学法人の規程を調査した。。 

 

・教員については、各部局の副学部長等を委員とする教員評価制度

検討委員会を設置し検討を行い、授業コマ数、採択研究数、発表

論文数のみでなく、地域における講演、公的機関の委員への就任

等総合的に評価できるシステムを整備し、平成 22年度の試行を経

て、平成 23 年度に本格実施することとした。 

 

 

A 

 

 

(ｲ) 全学的視点での任用     

① 教職員の採用に当たっ

ては、広く国内外から多様

な人材を任用する。 

・教員の採用は公募により行う。（№179） 

 

 

・正規教員の採用は、すべて公募により行った。 

 
B  

 

② 公正性、透明性、客観性

が確保されるよう全学機

関として人事委員会を設

置する。 

・経営審議会及び教育研究審議会が指名する

委員による教員人事委員会により、公正性、

透明性、客観性が確保される任用を行う。

（№180） 

・経営審議会及び教育研究審議会が指名する委員による教員人事委

員会を設置し、公正性、透明性、客観性が確保される任用を行った。 B  

 

第３ 法人の経営に関する目標 
１ 業務運営の改善及び効率化 
(３) 人事の適正化 
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イ 弾力的な人事制度の構築     

① 教員の任用については、

任期制や公募制を活用し、

教育研究の活性化を図る。 

・助教の任期制（任期付き採用）の全学への

導入を推進する。（№181） 

 

・教育研究の活性化を図るため、任期付でない教員が任期付のポス

トに昇任又は配置換えとなる場合の規程を改正した。 B  

 

② 教職員が大学や社会に

貢献できるよう兼業・兼職

制度を確立し、適切な運用

に努める。 

・教職員が大学や社会により貢献できるよう

兼業制度の見直しを行う。（№182） 

 

 

・他大学法人の規程を調査し、現在の規程を見直し、改正案を作成

した。 

 
B  

 

③ 教育研究に従事する職

務の特殊性から、教員に変

形労働制や裁量労働制等

の多様な勤務形態を導入

する。 

・教員の勤務実態と法制度を勘案し、裁判員

休業や介護休業等必要に応じて勤務形態

を見直す。 

（№183） 

 

・法改正及び県の制度改正を勘案し、裁判員休暇制度の導入や裁量

労働者のみなし労働時間を7時間45分に変更する等の制度改正を

行った。 Ｂ 
 

 

④ 学会・研修への参加やフ

ィールドワークの実施等

に配慮し、サバティカルイ

ヤー導入の検討を行う。 

・サバティカルイヤー制度導入の検討を行

う。 

（№184） 

 

・他大学法人の規程を調査し、サバティカル研修規程案を作成し、

事務局内での検討を行った。 

 
B  
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中 

期 

目 

標 

ア 事務処理の効率化 
事務職員の専門性を高めるためスタッフ・ディベロップメント（組織的に行う職員の職務能力開発）活動を積極的に推進す

るとともに、総務事務等の集中化やIT（情報技術）の活用の推進などにより、効率的・効果的で生産性の高い事務処理を図る。 
イ 事務組織の見直し 
効率的・効果的で生産性の高い事務処理を行うため、事務組織のあり方について不断に検討し、適切に見直しを行う。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

ア 事務処理の効率化     

① 事務職員が大学経営に必

要な最新の知識を習得でき

るよう、外部機関の実施する

研修に参加させるなど、大学

全体として研修体制を確立

し効果的な運用を図る。 

・平成 21年度から運用の SD 研修年度計画

に基づく事務職員の外部研修への参加や

新任・転入職員に対する法人内部研修等

の実施により、職員の大学事務能力向上

に努める。（№185） 

 

・事務の効率化や事務職員の能力向上のため、外部機関主催の研修

に参加した。大学全体として研修体制を確立し効果的な運用を図

るため、参加した研修と SD（スタッフ・ディベロップメント）研

修の体系付けの検討を行った。 
B 

 

 

② 定型的な業務や専門的な

業務について、外部委託や人

材派遣等アウトソーシング

を積極的に活用し、事務処理

の合理化を図る。 

・専門職員や派遣職員の活用等業務分担の

見直しを進め、事務処理の効率化を図る。 

・アウトソーシングを活用した業務につい

て、評価を行う。（№187） 

 

・出納業務について、分担の見直し等を行ったうえで、人材派遣を

活用し効率的な事務処理を行うことが出来た。 

 

 

Ｂ 
 

 

③ 全学的に図書の予算管理

を一元化し、基本図書の受入

れ・登録業務や雑誌・電子媒

体の契約業務を一本化し、事

務処理の効率化やサービス

の向上を図る。 

・図書館情報管理システムを活用し、業務

の効率化及び利用者サービスの向上を図

る。（№188） 

 

・他大学の紀要について、電子版があるものは冊子の受入を中止し、

図書館情報管理システムの機能を活用して検索結果から全文情報

にアクセスできるようにすることで、業務の効率化及び利用者の

利便性の向上を図った。 
 

B 
 

 

 

イ 事務組織の見直し     

事務組織全体について、事

務の標準化、集中化等により

効率的な事務体制を確立する

とともに、継続的な見直しを

実施する。 

・所属ごとの事務のフローを精査し、省力

化、効率化に取り組むことにより組織の

適正化を図る。（№189） 

 

 

・出納業務について、分担を見直すとともに組織を再編し、指導・

検査部門を強化することによって、効率的で適正な事務執行体制

を構築することが出来た。 

 

B 
 

 

第３ 法人の経営に関する目標 
１ 業務運営の改善及び効率化 
(４) 事務等の生産性の向上 
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中
期
目
標 

ア 授業料等学生納付金 
授業料をはじめとする学生納付金は、法人の業務運営における基礎的な収入であることを踏まえつつ、受益者負担の適正化
や社会情勢等を勘案し、適切に料金設定を行う。 

イ 外部研究資金その他の自己収入の増加 
教育研究活動のさらなる向上を目指し、科学研究費補助金をはじめとする競争的資金への取組や産学官連携・地域連携によ

る共同研究・受託研究への取組などを推進する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

ア 授業料等学生納付金     

授業料等の学生納付金につ

いては、教育内容、他大学の

動向、社会情勢等を総合的に

勘案し、適正な額に設定する。 

・他の国公立大学、短期大学の状況を勘案

し、平成 20 年度と同じ金額に設定する。

（№190） 

 

・他の国公立大学、短期大学の状況を勘案し、平成 20 年度と同じ金

額に設定した。（№190） 

 
Ｂ 

  

イ 外部研究資金その他の自己収入の増加 
 

   

① 中期目標を踏まえて、全

教員に外部資金（科学研究費

補助金、受託研究、共同研究、

奨学寄附金等）増加に向けた

取組みを促す。（申請には研

究分担者・研究協力者を含

む。）（取組率 100％を目指

す。） 

・外部資金の獲得に向けて各種の研究助成

金制度について、教員に向け情報提供す

る。 

・企業等学外向け成果発表会を実施し受託

共同研究の獲得を促進する。（№191） 

 

・外部資金の獲得に向け、科学研究費補助金や（独）科学技術振興

機構の研究助成金の説明会を開催したほか、各種助成金の公募情

報を随時教員に向けて情報提供を行った。 

・県内で成果発表会を開催したほか、東京においても新技術説明会を

２回開催して受託・共同研究の獲得を図り、科学研究費補助金、受

託研究、共同研究、奨学寄附金等併せて 337件の資金を獲得した。 

 

 

B 

  

② 外部資金獲得のための制

度の紹介及び申請方法の研

修会を実施する。 

・各種研究助成金についての情報を公開す

る。 

・科学研究費補助金の申請説明会への出席

を促す。 

・各種外部資金の情報を正確に伝える。（№

192） 

・（独）科学技術振興機構の地域イノベーション創出総合支援事業説

明会を開催したほか、科学研究費補助金の申請説明会について、

教員の参加を促進するため、延５回の説明会を開催した。 
 
・短期大学部においては、県立大学の説明会に参加するとともに、

独自に科学研究費補助金の申請説明会を開催し、出席を促した。 

Ｂ 

 

 

 

③ 部局毎に外部資金獲得の

目標を設定する。 

・部局別の外部資金の獲得状況を公開する

とともに平成 21 年度における部局別の

件数、金額の目標を作成する。（№193） 

・教育研究審議会において、部局別の外部資金の獲得状況を公開す

るとともに、件数、金額とも前年度以上の獲得を部局毎の目標と

して獲得努力を要請した。 
Ｂ 

 

 

 

④ 講習会・研修会等の受講

料収入などにより、自己収入

の増加を図る。 

・地域社会のニーズに応じた研修会や公開

講座、リカレント教育プログラムを計画、

実施し、適切な事業収入の確保に努める。

・地域経営研究センターにおいて社会人を対象とした有料の講座を 8

講座開講し、延べ 150 人が受講した。 

・学部においても社会人専門講座を開設して受講料を徴収できるよ

B 
 

 

 

第３ 法人の経営に関する目標 
２ 財務内容の改善 
(１) 自己収入の確保 
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（№194） 

 

う規程の整備を進めた。 
・短期大学部においては、有料の介護技術講習会を開催し、22 人が

参加した。また、平成 22年度から社会人を対象に HPS養成講座を、

受講料を徴収し短大部独自事業として実施するための規程の整備

を行った。 
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中
期
目
標 

常に財務状況の分析を行い、管理的経費の見直し及び節減に努めるなど、財務内容の向上を図り、重点的かつ効率的な予算執行
を進める。 
県から法人に交付する運営費交付金の対象となる管理的経費は、事務運営の効率化を進める中で、平成 24 年度において平成 19
年度に比して 5％の削減を図る。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 常に財務状況の分析を行

い、効果的な予算配分を行う

など、業務運営の改善に役立

てる。 

・既存事業の見直しや再構築、重点化に加

え、事務の効率化を図り、教育・研究活

動の維持向上に繋がる事業に対して、計

画的、戦略的に予算配分を行う。（№195） 

・予算の執行状況を踏まえ、学生の QOLの向上や施設の維持修繕等、

緊急性や重要性を勘案して、柔軟な予算配分に努めた。 
Ｂ 

  

② 中期目標を踏まえて、業

務委託や物品等購入方法等

の見直しにより、経費の削減

を図る。また、ESCO 事業等

の省エネルギーのための設

備を導入し光熱水費の削減

を図る。（平成 21 年度導入予

定） 

・業務委託の仕様、契約方法等について見

直し、経費節減を図る。 

・ESCO（エネルギー・サービス・カンパニ

ー）事業の運用を開始する。（№196） 

 

・業務委託については、設計書や仕様書等を見直し、業務の統合を

実施するなど経費の削減に努めた。 

・ESCO 事業の運用を開始し、光熱水費の削減について、一定の効果

が得られた。 
Ｂ 

  

③ 全学的に光熱水費の使用

状況を把握・分析し、学内で

公表するなど、教職員のコス

ト意識を高める。 

・棟別の光熱水費の使用状況を把握、分析

した結果に基づき、教職員のコスト意識

を高める啓発方法、手段を検討する。（№

197） 

・棟別の光熱水費の使用状況を把握、分析し、平成 22年度から、そ

の結果を教職員にメールで配信するとともに学内に掲示すること

とした。 
Ｂ 

 

 

 

第３ 法人の経営に関する目標 
２ 財務内容の改善 
(２) 予算の効率的な執行 
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中
期
目
標 

全学的な視点に立った資産の運用管理体制を整備し、安全かつ効率的・効果的な資産運用を図る。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 資金運用・資金管理にお

いては、安全性、安定性等を

考慮して適正に行う。 

・平成 20 年度に策定した資金運用方針に基

づき、法人の余裕資金を安全・確実かつ

効率的に運用する。（№198） 

・資金運用委員会において平成 21年度の運用計画を定め、法人の余

裕資金を安全、確実な方法で運用した。 Ｂ 

  

② 大学施設の有効活用のた

め、講義室の利用状況等が把

握できるような施設使用管

理システムを構築し、効果的

に運用する。 

・大学施設の有効活用のための施設使用管

理システムを新学務情報システムと連動

させるよう引き続き検討する。（№199） 

 

・施設使用管理システムを新学務情報システムと連動させることに

より、学内各施設の利用が簡単に把握できるようになり、効率的

な施設運用が可能となった。 Ｂ 

 

 

 

 

③ 研究機器等の共同利用を

進め、設備の合理化を図る。 

 

・研究機器等の共同利用システムに基づい

て研究機器等の共同利用を推進する。（№

200） 

・高額備品の更新にあたり、新規に整備する研究機器については共

同利用を前提とし、有効活用することとした。 Ｂ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３ 法人の経営に関する目標 
２ 財務内容の改善 
(３) 資産の運用管理の改善 
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1 学長補佐体制の強化 
副学長の 2 人体制を継続するとともに、学長は、産学連携・国際交流・教務・社

会人教育の各分野を担当する 4 人の学長補佐を指名し、学長を補佐する機能を強化
した。 
 
2 教員評価システムの構築 
各部局の副学部長等を委員とする教員評価制度検討委員会を設置し検討を行い、

授業コマ数、採択研究数、発表論文数だけでなく、地域における講演、公的機関の
委員への就任等、総合的に評価できる教員評価システムを構築し、平成 22年度の試
行を経て、平成 23年度に本格実施するために所要の手続きを進めた。 
 

3  外部資金の獲得 
科学研究費の公募メニュー等を周知する学内研修会を 5 回実施し、併せて個別相

談などを行ったほか、研究成果発表会を県内で 2 回、東京においても新技術説明会
を２回開催するなどして、受託・共同研究の獲得に努め、科学研究費補助金、受託
研究、共同研究、奨学寄附金等を併せた外部資金については前年を上回る 337 件、
982,863 千円を獲得した。 
 
4  ESCO(エネルギー・サービス・カンパニー)事業の推進 
光熱水費の節減等を図るため ESCO 事業を進め、金額ベースで電気が前年度比

93.3％、重油が 75.2％、ガスが 64.5％となり、一定の効果が得られた。また、更
に省エネを推進するため、環境科学研究所棟、はばたき棟及び講堂のトイレを自動
消灯方式にするなどの工事を実施した。 
 
5  事務の効率化に関する取組 
大型汎用コンピュータで運用していた学務情報システムをダウンサイジングし、

サーバー化した新システムを構築したほか、委託業務の統合や設計・仕様書の見直
し等を行うなど、事務の効率化を図った。 
また、柔軟な予算執行や外部資金の獲得、節約等に努めた結果、153,575 千円の剰

余金を計上した。 
 
6  一工夫一改革の推進 

自らのアイデア・工夫と実践により大学の教育研究環境や、学生生活の改善を
図りたいとの学長の発案により、全学生、教職員を対象に一工夫・一改革の提案
募集が行われ、225 名から 290 件の応募があり優秀提案者には、学長から表彰状
及び副賞が手渡された。 
 

 
7  研究費の早期配分 
研究費については、配分方法を見直し早期配分に努めたほか、外部評価制度を活
用し、重点研究分野、若手研究者育成、学部横断プロジェクトに配慮した配分に努
めた。また、平成 22 年度の研究費については、教員研究費の 4～5 月における早期
配分を進め、平成 21 年度中公募手続き等を完了した。 

 
8 教員の任期に関する規程の整備 
教育研究の活性化を図るため、任期付でない教員が任期付のポストに昇任又は配置換え
となる場合の規程を整備した。 

 
9 授業料減免制度の改善 
  本学の授業料減免制度は、「全額免除」のみであり、減免申請者の実質所得の計算に
あたり不都合が生じることもあったため、より適切な運営を行うため「半額免除」を
追加するとともに、減免基準や申請時期、申請回数等の見直しを進め、平成 22 年度
から実施することとした。 

 

Ⅱ 法人の経営に関する特記事項 
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中
期
目
標 

教育研究活動及び業務運営について、自己点検・評価を定期的に実施するとともに、第三者機関による外部評価を受け、それ
らの結果を公表し、評価結果を教育研究活動及び業務運営の改善に活用する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 県立大学の基本理念と長

期的目標を実現するため、自

己点検・評価のための全学的

組織を設置する。 

② 県立大学の教育研究活動

全般において、認証評価機関

による評価を受け、活動の改

善を図る。（平成 21 年度認証

評価予定） 

・大学基準協会による認証評価を受ける。 

（№201）（№201－2） 

 

・県立大学及び短期大学部それぞれにおいて大学基準協会による認

証評価を受け、基準に適合していると認定された。 

 

B 

 

 

 

 

③ 自己点検・評価及び認証

評価の結果を積極的に公開

するとともに、各部局の教育

研究活動及び業務内容等の

改善を図る。 

・認証評価を受け、自己点検・評価報告書

及び評価結果を公表するとともに、改善

を要する点の検討を開始する。（№202） 

 

・自己点検・評価報告書及び認証評価結果をホームページ上で公表

するとともに、改善を要する事項の検討を開始した。 

 B 

 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 
１ 評価の充実 



 67 
 

 
 
 
中
期
目
標 

社会への説明責任を果たし、大学の教育研究活動及び業務運営について広く県民の理解を得るため、積極的に情報公開を行う。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

「静岡県情報公開条例」の実

施機関として実施体制を構築

するとともに、積極的な情報

公開を行う。 

・条例に基づく実施機関として、積極的な

情報公開を行う。 

・教職員を対象に情報公開に関する研修会

を実施する。（№203） 

 

・平成 20年度の財務諸表や業務実績及びその評価結果をホームペー

ジ上に掲載し、法人情報の積極的な公開に努めた。 

・平成 22 年 2月に、教職員を対象とした情報公開・個人情報保護事

務研修会を開催し、条例に基づく実施機関としての必要な知識の

習得に努めた。 

Ｂ 

 

 

 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 
２ 情報公開・広報等の充実 
(1) 情報公開の推進 
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中
期
目
標 

国内外における評価を高めるため、大学の教育研究活動の内容や成果について、戦略的かつ効果的な広報を行う。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 戦略的かつ効果的な広報

を実施するため、広報室を設

置し、広報・情報組織を一元

化する。 

・広報素材を集約し、管理を一元化するこ

とにより、広報素材のデータベース化を

図る。 

（№204） 

 

・教職員からの公式サイト情報掲載促進のため、県立大学ではチラ

シ及びメールによるＰＲで、短期大学部では学科広報委員会を通

じて、それぞれ呼びかけを行った。その結果、公式サイトを中心

として、多数の広報素材を広報室に集約し、データベース化を図

った。 

Ｂ 

  

② 県立大学の教育研究活動

等について、積極的な広報を

実施するため、広報基本計画

を策定する。 

・平成 22 年度広報計画を策定する。 

  

・短期大学部においては、屋外掲示板を設

置し、地域への広報の充実を図る。（№

205） 

・学内の各部局が行う広報活動情報を収集し、法人全体を網羅する

広報の年度計画（平成 22 年度広報計画）を作成した。 

・短期大学部においては、屋外掲示板を設置し、短期大学部の沿革、

教育研究活動、行事予定などを告知し、地域への広報の充実を図

った。 

Ｂ 

  

③ 優秀な学部学生、大学院

生及び短期大学部学生を獲

得するため、効果的な入試広

報を実施する。 

・入試広報を円滑に実施するため、入試広

報部会の設置を検討する。（№206） 

 

 

・入試広報を円滑に実施するため、広報委員会において入試広報部

会の設置を検討した。しかし、入試広報については各部局が分担

している実態から、新たな組織を設けることに代えて、入試実施

の全般を把握している入試室長を広報委員会委員に加え、各部局

の入試広報との連携を図ることとした。 

Ｂ 

  

④ 県民、企業、受験生、在

学生、卒業生及び保護者等か

らアンケート等により意見

を聴取し、広報活動の改善を

図る。 

・本学で実施している各種アンケート及び

調査の結果を広報に反映できるシステ

ムについて検討する。（№207） 

 

 

・広報室、入試室及び各部局等で実施している広報に関する各種ア

ンケートについて、調査結果を広報委員会に集約することとし、

広報室と各室が連携して効果的な広報を図る体制について検討し

た。 
Ｂ 

  

⑤ 県民等にわかりやすい広

報を行うため、大学案内等の

冊子の見直しやホームペー

ジの充実を図る。 

・前年度の県民等へのアンケート調査結果

等を踏まえ、改善点をホームページや大

学案内等の作成に反映させる。（№208） 

 

・平成 19年度末発行の広報誌「はばたき」について実施した保護者

対象アンケート結果を検討し、平成 21 年度に直ちに対応できるこ

ととして「はばたき」の原稿文字数を改善した。大学案内につい

ては、20 年度に行った日本広報協会による評価結果に基づき、提

案競技方式を採用し、デザインを一新することとした。 

また、公式サイト（ホームページ）について、情報更新の円滑

化及びサーバー稼働の適正化を図ったほか、短期大学部へのリン

クバナーを改良した。さらに、集約した情報を「新聞掲載情報」「受

賞一覧」のページを新設して効果的に掲載した。 

Ｂ 

  

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 
２ 情報公開・広報等の充実 
(２) 広報の充実 
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中
期
目
標 

法人が保有する学生・教職員等の個人情報について、適正に管理し、保護する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

「静岡県個人情報保護条例」

の実施機関として、個人情報

保護の体制を整備し、適正な

個人情報保護を行う。 

・条例に基づく実施機関として、個人情報

保護の業務を行う。 

・教職員を対象に個人情報の保護に関する

研修会を実施する。（№209） 

・平成 22 年 2月に、教職員を対象とした情報公開・個人情報保護事

務研修会を開催し、条例に基づく実施機関としての必要な知識の

習得に努めた。 
Ｂ 

  

 
 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 
２ 情報公開・広報等の充実 
(３) 個人情報の保護 
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1   大学認証評価で基準に適合 
文部科学大臣の認証を受けた評価機関である財団法人大学基準協会の大学評価（認

証評価）を受け、大学基準に適合している旨の評価結果を得た（当評価による認定期
間は、平成 22年 4月 1日から 7年間）。  

 
2   広報の充実 

平成 21 年度は、特に時宜を得た学内情報の集約、発信に力を注ぎ、ホームページ
のトップページにある「ニュース&トピックス」「イベント」「イベントカレンダー」
の充実を図るとともに、プレスリリースについても、県庁 4階記者室のほか、社会部
にも行うなど積極的に実施した。ホームページについては、大学サイトランキング(日
経 BP)において、調査対象となった全国 165 大学中第 10 位（公立大学では第 2 位）
に評価されたほか、民間コンサルティング会社による調査では、使いやすさの点で全
国 225 大学中第 5 位に評価された。また、21 年度から新たな試みとして大手予備校
における大学案内、浜松駅コンコースの電照看板などの広報を展開した。 
短期大学部では、事務・図書館棟の壁面に道路に面して掲示板を設置し、バスの乗

降客や通行する人々に、広く学内行事や施設の開放状況を伝えた。 
 

 
 

 
 
 
 

Ⅲ 自己点検・評価及び情報の提供に関する特記事項 
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中
期
目
標 

既存の施設・設備を有効に活用するなど適切な維持管理に努めるとともに、長期的な展望に立ち、環境やユニバーサルデザイ
ンなどにも十分配慮し、必要に応じて、計画的に施設・設備の整備・改修を進める。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 施設・設備の現状を把握

し、老朽設備の計画的な更新

を進める。 

・中長期修繕計画に基づき、継続して、整

備、修繕する。 

 

・短期大学部においては、施設の修繕計画

を策定する。また、備品購入計画により、

定期的に備品の点検、更新を行う。（№

210） 

・中長期修繕計画に基づき、一般棟の照明用制御盤の更新や雨漏れ

補修、上水道・工業用水の漏水への対応、汚水ポンプの交換など

を実施した。 

・短期大学部においては、施設の中長期修繕計画を策定した。また、

備品の購入計画により、備品の更新を行った。 

B 

 

 

 

 

② 施設・設備の利用状況を

調査し、全学的視点での有効

利用を検討する。 

・薬学部のモデル薬局の整備に伴い改修や

更衣室等の移動等があるため利用状況

等の調査を実施し、管理使用権限等の見

直しをする。（№211） 

・平成 20年度に調査ができなかったものについて、調査を実施し、

施設室が把握できていなかった室の状況について利用状況や担当

者を把握することができた。管理使用権限等の見直しについて

は、必要に応じて実施することとした。 

Ｂ 

  

③ 図書館の多様な利用ニー

ズに対応する閲覧スペース

及び資料保存スペースの充

実を図る。 

・2 キャンパス間で図書館資料保存スペー

スの状況を把握し適切な対応に努める。

（№212） 

 

 

・資料保存スペースの状況を把握するとともに、旧版図書の除架や

複本の除籍などを行い、スペースの有効利用を図った。 

・短期大学部においては、視聴覚教材の利用促進を図るため、AV

機器の更新を行った。また、スペースの有効活用により、グルー

プ閲覧室を増設し、グループ学習のための環境を整備した。 

B 

 

 

 

④ 施設・設備のユニバーサ

ルデザイン化を一層推進す

る。 

・更なる施設設備のユニバーサルデザイン

化を進める。（№213） 

 

 

・はばたき棟トイレ案内サインの設置、はばたき棟３階にユニバー

サルトイレの設置、一般棟外階段の１階部分の段差及び隙間の解

消、一般棟４階の言語コミュニケーション研究センター入り口の

階段のスロープ設置など施設設備のユニバーサルデザイン化を

進めた。 

Ｂ 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要目標 
１ 施設・設備の整備・活用等 
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中
期
目
標 

大学を運営することにより起こり得る事故等を未然に防止するとともに、事故等が起きた場合に適切に対処できるよう、全学
的な安全管理体制を確保する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 労働安全衛生法に基づく

安全管理体制を確保し、学

生・教職員の健康保持及び安

全衛生に努める。 

・安全衛生委員会に設けたワーキンググル

ープの効果検証を踏まえ、局所排気設備

の整備を進める。（№214） 

 

・局所排気設備の整備として、卓上フード４台（薬学部２・食品栄

養科学部１・環境科学研究所１）及び酸素ガス検知警報装置４台

（薬学部３・食品栄養科学部１）を設置した。 

・学生・教職員の健康保持等のため、健康診断を実施した。 

B 
  

② 教育・研究に伴う事故防

止や防犯等に関するマニュ

アルを作成してすべての学

生及び教職員に配布すると

ともに、講習会を開催して安

全管理に対する啓発及び指

導の徹底を図る。 

・安全衛生マニュアルについては、前年度

成果を踏まえ作成を進める。また、教職

員の「安全」をテーマに講習会を開催す

る。（№215） 

 

・他大学の安全衛生マニュアルの収集及びマニュアル案の作成方針

について検討した。 

・３月に「高圧ガス、液化ガスの取扱いと事故の予防について」を

テーマに安全衛生講習会を開催した。 B 

 

 

 

③ 毒劇物その他の危険性を

伴う薬品の管理責任者を定

め、一元管理をするととも

に、教育研究活動によって生

じる廃棄物を適切に処理す

る。 

・薬品管理システムのバージョンアップを

検討するとともに、委託している廃棄物

等の処分については、最終処分までの確

認を随時行う。 

（№216） 

 

・廃棄物については、最終処分場を訪問し、適正に処理されている

ことを確認した。 

・薬品管理システムについては、使用者にアンケートをとった結果、

バージョンアップ及び研修会の要望があったことから平成 22 年

度に実施することとした。 

Ｂ 

 

 

 

④ 地域との連携、近隣大学

との連携、下宿・アパート業

者との連絡会、自治体への働

きかけなどを通して、学生が

安心して安全な生活を送る

ことができるような環境づ

くりに努める。 

 

・地域、近隣大学、下宿・アパート業者と

の情報交換を継続的に実施して学生が

安心して生活を送ることができるよう

な環境づくりに努める。（№217） 

 

 

・地域自治会・近隣大学との会議に出席し、学生の安全確保のため

の情報交換を行うとともに、下宿・アパート業者との間で情報交

換会と学生の安全のための研修会を実施した。また、警察からの

情報提供も受け、安全に関する情報を掲示・新学務情報システム・

メール等で学生に伝えた。大学周辺の学生居住地域における平日

夜間巡回警備を警備会社に依頼をして実施した。 

 

・短期大学部においては、近隣大学等で構成する「学生の安全を守

るための静岡市内連絡会議」に参加し、情報を共有するとともに、

アパート業者に安全配慮を依頼した。また、学生に対しメール等

を活用した防犯に関する呼びかけや防犯ブザーの配布等による注

意喚起を行った。 

Ａ 

  

第５ その他業務運営に関する重要目標 
２ 安全管理 
（１）安全管理体制の確保 
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中
期
目
標 

大規模地震・災害に素早く対応できるよう、地域社会と一体となった防災体制を確立する。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① 学内の防災体制を整え、

近隣住民を交えた防災訓練

や研修会を実施する。 

・災害時における通信手段の充実を図るな

ど学生を含めた学内の防災体制の充実

を図るとともに、教職員及び学生の防災

意識啓発のための講演会等を実施する。

また、近隣住民を交えた防災訓練や研修

会の実施に向けて、静岡市等と協議を行

う。（№218） 

 

・火災や大規模地震などから人命の安全、被害の軽減を図るため消

防計画を作成し、石田消防署へ提出した。 

・９月に地震防災講演会（静岡県防災士養成講座）を県と共催した。

また、本学及び県や防災関係機関などで構成する「しずおか防災

コンソーシアム」主催の土曜セミナーを開催した。 

・11月に全教職員・学生を対象にした防災訓練を実施した。 

・短期大学部においては、防災訓練時に学生については安否情報確

認システムにより、教職員については電子メールにより、情報伝

達訓練を実施した。また近隣町内会の防災訓練の支援に関し、町

内会幹部と大学施設の使用について協議した。 

B 

  

② 大規模災害に備え、学外

の防災関係機関との連携体

制を見直し、学内防災体制の

一層の充実を図る。 

・災害時における県や静岡市等学外の防災

関係機関と連絡体制を整備するととも

に、関係機関と支援内容について協議す

る。（№219） 

 

 

・消防計画を作成するとともに、防災訓練の実施にあたり、石田消

防署との連携を図った。 

・「しずおか防災コンソーシアム」を構成する県や県内大学、防災関

係機関等と連携・協力体制を図り、土曜セミナー等実施した。 

・短期大学部においては、防災訓練時の通報訓練内容について静岡

市の消防機関と協議した。 

B 

 

 

 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要目標 
２ 安全管理 
（２）防災体制の確立 
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中
期
目
標 

良好な職場環境の維持及び教育研究活動の向上を図るため、人権尊重の視点に立った全学的な取り組みを進める。 

 
中期計画 ２１年度計画 自己評価の判断理由（計画の実施状況等） 

自己 

評価 
検証 特記事項 

① アカデミック・ハラスメ

ントやセクシュアル・ハラス

メントに対するマニュアル

を作成して学生・教職員に配

布するとともに、教職員を対

象とした研修会を充実させ

るなど、より一層の意識の浸

透を図る。（研修会受講率

100％） 

・ハラスメント防止啓発研修を行い、意識

の向上に努める。（№220） 

 

・教職員を対象に、ハラスメント防止研修を年 2 回実施するととも

に、研修内容を収録した DVD を作成し、研修に参加できなかった

者に視聴させるなどによって意識向上に努めた。 

Ｂ 

  

② ジェンダーやマイノリテ

ィに関する教育内容の充実

を図る。 

・ジェンダーやマイノリティに関する教育

内容の検討を引き続き行うとともに、講

演会を開催し広く学生に啓発する。（№

221） 

 

・全学共通科目(総合科目)「男女共同参画社会とジェンダー」を実

施した。 

・ジェンダーやマイノリティ問題に対する学生への啓発活動として、

県男女共同参画推進センター「あざれあ」と共催で「デート DV防

止」に関する講座を実施した。 

・性別に関わらずその個性と能力を十分に発揮し、いきいきと活躍

できる男女共同参画社会づくりを推進していくことを内外に宣言

する「男女共同参画社会づくり宣言」を行った。 

Ａ 

  

③ 相談制度等の周知を図る

など、学生と教員との信頼関

係を強化する。 

・関係部局・学生室と健康支援センター（相

談室）の情報交換を継続的に実施し、相

談制度を充実させる。（№222） 

 

・学生便覧・ガイダンス・ホームページ等で学生に対して相談制度

を周知するとともに、保護者（保証人）に対しても文書を配布し

て相談体制の周知を図った。学生室と健康支援センターの情報交

換を定期的に実施するとともに、必要に応じて関係部局と健康支

援センターの情報交換を行い、相談体制を充実させた。 

Ｂ 

 

 

 

④ ハラスメントや人権の尊

重啓発資料の提供のため、関

連図書の充実を図る。 

・各種ハラスメント資料や人権尊重資料の

充実及び広報に努める。（№223） 

 

・各種ハラスメント資料や人権尊重資料の充実に努めるとともに、

学内のハラスメント講演会において、関係資料の展示や所蔵資料

の紹介リストを作成し、教職員に配布した。 
B 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要目標 
３ 人権の尊重 
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1  学生の快適で安全な環境づくりの推進 
 
(1)  教育環境の改善 
ア 講義室等空調設備の整備 
夏季期間における学生の学習環境を改善するため、5 講義室の空調設
備を整備し、これによりすべての講義室の空調設備の整備を完了した。 

 平成 22年度からは、実習・実験室等の空調設備の整備を進める予定であ
る。 

 
イ 学生の自主的学習の支援 
学生が授業時間外に自主的に勉学できるよう平成 20 年度に引き続き
経営情報学部棟カレッジホールに照明を設置した。平成 22年度には、残
る国際関係学部棟及び一般教育棟カレッジホールに整備を予定してい
る。また、短期大学部においては、新たに、学生ホール及び食堂の土日
利用、情報処理室の土曜利用等を自由にするなど、学生の自主的学習を
支援した。 

 
ウ  ユニバーサルデザイン化の推進 

はばたき棟トイレ案内サインの設置、はばたき棟３階にユニバーサル
トイレの設置、一般教育棟外階段の１階部分の段差及び隙間の解消、同
４階の言語コミュニケーション研究センター入り口の階段のスロープ設
置など施設設備のユニバーサルデザイン化を進めた。ユニバーサルトイ
レについては、すべての棟へ設置が完了した。 

 
エ  研究実験室等の安全管理の確保 

研究実験室の安全対策として、平成 21年度においては、薬学部、食品
栄養科学部、環境科学研究所の 4研究実験室にドラフトチャンバー４台、
及び薬学部、食品栄養科学部の 4 研究実験室に、酸素ガス検知警報装置
４台設置した。今後も計画的に整備を進めていく。 

   
オ 図書館開館時間の延長 

図書館の利用時間の延長に対する学生の要望に応え、県立大学におい
ては、平成 22年度から試行的に、平日夜間の開館時間を 2時間延長し、
22時までとすることとした。 

 
 

 
 

(2)  学生の安全対策の推進 
  平成 20 年度に引き続き、平成 21 年度は、ユニバーシティプラザの照明灯
の光度を増し、夜間における学生の歩行の安全確保を図ったほか、引き続き、
地域自治会・近隣大学と協力し、学生の安全確保のための情報交換を行うと
ともに、下宿・アパート業者との間で情報交換会と学生の安全のための研修
会を実施した。また、警察からの安全に関する情報を掲示・新学務情報シス
テム・メール等で学生に伝えたほか、大学周辺の学生居住地域における平日
夜間巡回警備を警備会社に依頼して実施した。 

 
2   男女共同参画社会への取組 

男女共同参画社会への深い理解を持った次世代を育成するため、男女共同参画
推進センターが主催する全学共通科目(総合科目)「男女共同参画社会とジェンダ
ー」を開設した。また、平成 22 年 1 月、本学としての男女共同参画への取組み
についての「男女共同参画社会づくり宣言」を行うなど、センターを中心に取組
を進めた。 

 
3   防災研究等への協力 
平成 21 年 5 月、本学を含む県内 6 大学及び静岡県、報道機関、静岡地方気象

台等が連携して「しずおか防災コンソーシアム」を設立し、県内における防災教
育・研究の振興、防災対策の発展にかかる相互の教育強化を推進した。 
 
4  インフルエンザへの対応 
  新型インフルエンザの流行に関し、きめ細やかな感染状況の把握や、感染者へ
の的確な指示など、学内の対応を確実に実施することにより、インフルエンザの
学内感染の影響を最小限に抑え、学生、教員の良好な教育研究を確保した。 

 
5   学長杯争奪学内駅伝大会の開催 

平成 21年 12 月、学生の元気を引き出し、学内の活性化を図るため木苗学長
の発案により、第１回学長杯争奪学内駅伝大会が開催され、教職員を含め 27
チーム(1チーム 5人)が参加した。運営は、主として学生が行った。 
 

 

Ⅳ その他業務運営に関する特記事項 
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中期計画 年度計画 年度計画に係る実績 

１ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

予 算 

平成１９年度～平成２４年度予算 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 授業料収入及び入学金検定料収入 

 雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 

               計 

 

２９，４５２ 

１２９ 

１１，６２６ 

１１，２７８ 

３４８ 

３，５８５ 

０ 

 

４４，７９２ 

支出 

 業務費 

 教育研究経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

               計 

 

４１，０７８ 

３０，０４５ 

１１，０３３ 

１２９ 

３，５８５ 

０ 

４４，７９２  

予 算 

平成２１年度 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 授業料収入及び入学金検定料収入 

 雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 目的積立金取崩収入 

               計 

 

４，７９４ 

２３０ 

１，９９４ 

１，８９７ 

９７ 

７３５ 

０ 

２３ 

７，７７６ 

支出 

 業務費 

 教育研究経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

               計 

 

６，８１１ 

４，８９９ 

１，９１２ 

２３０ 

７３５ 

０ 

７，７７６  

予 算 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 自己収入 

 授業料収入及び入学金検定料収入 

 雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 目的積立金取崩収入 

               計 

 

４，７９４ 

２３０ 

１，９９０ 

１，９１０ 

８０ 

１，１３０ 

０ 

２４ 

８，１６８ 

支出 

 業務費 

 教育研究経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 長期借入金償還金 

               計 

 

６，５４２ 

４，８９９ 

１，６４３ 

２３０ 

８１７ 

０ 

７，５８９ 

＊金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一

致しない場合がある。 

 

その他の記載事項 
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収支計画               

平成１９年度～平成２４年度収支計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返寄附金戻入 

 臨時利益 

 

純利益 

総利益   

４５，２９３ 

４５，２９３ 

３７，５９４ 

６，４３４ 

２，８１７ 

２８，３４３ 

６，１６９ 

０ 

０ 

１，５３０ 

０ 

 

４５，２９３ 

４５，２９３ 

２８，９７２ 

９，４３６ 

１，２１８ 

４７４ 

２，８１７ 

４９８ 

０ 

３４８ 

４２０ 

９３０ 

１８０ 

０ 

 

０ 

０  

収支計画 

平成２１年度収支計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  施設費収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返寄附金戻入 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益   

７，７１３ 

７，７１３ 

６，３７３ 

１，１０２ 

６０８ 

４，６６３ 

１，０６7 

０ 

０ 

２７３ 

０ 

 

７，７１３ 

７，７１３ 

４，８８０ 

１，５２６ 

１９９ 

６７ 

６０８ 

８２ 

０ 

３ 

７５ 

６３ 

１８３ 

２７ 

０ 

 

０ 

０ 

０  

収支計画 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

   人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料等収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  施設費収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返寄附金戻入 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益   

７，５８１ 

７，５６２ 

６，３１８ 

１，４９４ 

３７８ 

４，４４６ 

９２５ 

３ 

０ 

３１５ 

１９ 

 

７，７３３ 

７，７０３ 

４，６８２ 

１，５２１ 

１８９ 

７０ 

７０３ 

１２３ 

８９ 

１ 

６７ 

５５ 

１８１ 

２１ 

３１ 

 

１５２ 

１ 

１５４ 

＊金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一

致しない場合がある。 



 78 
 

 

資金計画 

平成１９年度～平成２４年度資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前期中期目標期間からの繰越金 

 

４５，００４ 

４３，７６３ 

１， ０２９ 

０ 

２１２ 

 

４５，００４ 

４４，６６３ 

２９，４５２ 

１１，２７８ 

２，８１７ 

７６８ 

３４８ 

１２９ 

１２９ 

０ 

０ 

２１２ 

 

資金計画 

平成２１年度資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前年度からの繰越金 

 

８，２３４ 

７，４５９ 

３８０ 

０ 

３９５ 

 

８，２３４ 

７，４３５ 

４，７２８ 

１，８９７ 

６０８ 

１２７ 

７５ 

２５２ 

２３０ 

２２ 

０ 

５４７ 

 

資金計画 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前年度からの繰越金 

 

１０，７６９ 

７，３７６ 

２，１６２ 

３７ 

１，１９４ 

 

１０，７６９ 

７，４８１ 

４，６４２ 

１，９０１ 

６４９ 

１５４ 

１３６ 

１，９９９ 

３７８ 

１，６２１ 

０ 

１，２８８ 

＊金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一

致しない場合がある。 

２ 短期借入金の限度額 

⑴ 限度額 １３億円 

⑵ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生等により

緊急に必要となる対策費として借入れすることも想定される。 

⑴ 限度額 １３億円 

⑵ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生等により緊

急に必要となる対策費として借り入れすることも想定される。 

なし 

３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし なし なし 
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４ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育・研究の質の向

上及び組織運営の改善に充てる。 

知事から経営努力の認定を受けた剰余金は、教育・研究の質

の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 

知事の承認を受けて平成20年度の剰余金126,887千円を目的

積立金に計上し、このうち 23,500 千円を教育・研究の質の向上

及び組織運営の改善に充てた。 

５ 県の規則で定める業務運営計画 

⑴ 施設及び設備に関する計画 

教育研究組織の統合・再編・見直しに対応した施設・設備の

整備や大規模な施設・設備の改修等について、各事業年度の

予算編成過程等において決定する。 

 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

大規模施設改修 

大型備品更新 

薬学教育 6 年制関連 

８０ 

５０ 

１００ 

施設整備費等補助金 

 

施設・設備の内容 額（百万円） 財  源 

大規模施設改修 

大型備品更新 

薬学教育 6 年制関連 

８０ 

５０ 

１００ 

施設整備費等補助金 

⑵ 人事に関する計画 

・ 教員については、全学機関である教員人事委員会の選考を

通じて公平性・透明性を確保のうえ、広く優秀な人材を採用す

る。事務局職員については、大学事務の専門性に配慮して、

法人固有職員を採用する。 

・ 教員及び事務職員のファカルティ・ディベロップメント及びスタ

ッフ・ディベロップメントを実施する。 

・ 新たな教育研究活動の展開に係るものを別にして、期首の

定数を上限に、教員及び事務職員の定数を適正管理する。 

 

 

 

・ 教員については、全学機関である教員人事委員会及び学部

委員を含む資格審査委員会において審査を行い、広く優秀な

人材を採用した。 

事務局職員については、知識、経験、専門性を考慮して、大

学の給与会計等の事務に関して、豊富な知識、経験を持つ人

材を採用した。 

・ 教員のファカルティ・ディベロップメントについては、全学部・

全研究科において FD 委員会を定期的に開催し、教員間の情

報・意見交換を行ったほか、複数の学部で教員相互の公開授

業や学外講師による研修会を開催して資質向上を図った。 

事務職員のスタッフ・ディベロップメントについては、事務効

率化や能力向上のため、外部機関主催の研修に参加した。 

・ 新たな教育研究活動の展開に係るものを別にして、期首の

定数を上限に、教員及び事務職員の定数を適正管理した。 

⑵ 人事に関する計画 

  高い専門性や多様な経験を持つ優秀な人材の確保・養成、

教育研究活動の充実に向けた組織再編や業務見直しに柔軟に

対応した適切な定数管理と効果的な人員配置を推進する。 

 ア 教員については、公募制を原則として、全学組織による選

考などにより公平性・透明性を確保しつつ、国内外から優れ

た教育研究者を採用する。事務局職員については、大学事

務の専門性に配慮して、法人固有の職員を採用するととも

に、法人固有職員、県派遣職員等を適切に配置する。 

 イ 教員及び事務職員のファカルティ・ディベロップメントやス

タッフ・ディベロップメント活動に積極的に取り組み、教育能力

や専門事務能力の向上に努める。 

 ウ 教育研究活動や事務運営の一層の活性化を図るため、

教職員の他大学、研究機関との人事交流の推進に努める。 

 エ 新たな教育研究活動の展開に係るものを別にして、期首

の定数を上限に、中期目標期間中は教員及び事務職員の定

数を適正管理する。   
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（3） 中期目標の期間を超える債務負担 

①ＥＳＣＯ事業 

事業期間：平成 20～30年度  総事業費：３１８百万円 

（単位：百万円） 

年度 

財源 
Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

中期目標 

期間内計 

次期 

以降 

総事

業費 

運営費 

交付金 
0 31.8 31.8 31.8 31.8 127.2 190.8 318 

 

②学務情報システム開発・保守管理事業 

事業期間：平成 21～26年度  総事業費：２６７百万円 

（単位：百万円） 

年度 

財源 
Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

中期目標 

期間内計 

次期 

以降 

総事

業費 

運営費 

交付金 
27 53 53 53 186 81 267 

 

③学内ネットワーク基盤設備の更新 

事業期間：平成 21～27年度  総事業費：８５百万円 

（単位：百万円） 

年度 

財源 
Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

中期目標 

期間内計 

次期 

以降 

総事

業費 

運営費 

交付金 
3 14 14 14 45 40 85 

 

なし なし 
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（4） 積立金の使途 

なし なし なし 
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                 （平成 21年 5月 1日現在） 

● 学部学生 
（単位：人、％） 

収容数 
学 部 学  科 収容定員 

男 女 計 

定員充足

率 

薬学科・薬科学科 
（１～３年） 

360 256 151 407 113.1 

薬学科（４年） 80 46 40 86 107.5 

薬科学科（４年） 40 28 6 34 85.0 

製薬学科 － 2 1 3 － 

薬学部 

 計 480 332 198 530 110.4 

食品生命科学科 100 39 85 124 124.0 

栄養生命科学科 100 14 104 118 118.0 
食品栄養 

科学部 
 計 200 53 189 242 121.0 

国際関係学科 240 113 207 320 133.3 

国際言語文化学科 480 111 442 553 115.2 
国際関係 

学部 
 計 720 224 649 873 121.3 

経営情報学科 400 248 192 440 110.0 経営情報 
学部  計 400 248 192 440 110.0 

看護学科 240 13 230 243 101.3 
看護学部 

 計 240 13 230 243 101.3 

合  計 2,040 870 1458 2328 114.1 

※薬学部は、６年制の薬学科が完成年度に達していない。 

 

 

 
●大学院生 
                           （単位：人、％） 

収容数 
課 程 専 攻 収容定員 

男 女 計 

定員充足

率 

薬学専攻 52 50 11 61 117.3 

製薬学専攻 58 52 17 69 119.0 

医療薬学専攻 40 43 22 65 162.5 
修士 

小 計 150 145 50 195 130.0 

薬学専攻 24 14 4 18 75.0 

製薬学専攻 21 24 4 28 133.3 

医療薬学専攻 15 15 2 17 113.3 
博士 

小計 60 53 10 63 105.0 

薬学 
研究科 

計 210 198 60 258 122.9 

食品栄養科学専攻 50 42 36 78 156.0 

環境物質科学専攻 40 19 7 26 65.0 修士 

小計 90 61 43 104 115.6 

食品栄養科学専攻 30 13 17 30 100.0 

環境物質科学専攻 21 17 2 19 90.5 博士 

小計 51 30 19 49 96.1 

生活健康 
科学 

研究科 

計 141 91 62 153 108.5 

国際関係学専攻 10 6 12 18 180.0 
修士 

比較文化専攻 10 5 13 18 180.0 
国際関係

学研究科 
計 20 11 25 36 180.0 

修士 経営情報学専攻 20 17 15 32 160.0 経営情報
学研究科 計 20 17 15 32 160.0 

修士 看護学専攻 32 2 17 19 59.4 看護学研

究科 計 32 2 17 19 59.4 

合      計 423 319 179 498 117.7 

 
●短期大学部学生 

（単位：人、％） 

収容数 
学 科 収容定員 

男 女 計 

定員充足

率 

看護学科 240 19 237 256 106.7 

歯科衛生学科 120 0 124 124 103.3 

社会福祉学科 200 23 195 218 109.0 

（社会福祉専攻） 100 12 100 112 112.0 

（介護福祉専攻） 100 11 95 106 106.0 

計 560 42 556 598 106.8  

 
 

別表 学生の状況 
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１ 入学者の状況 

(1) 学部別志願倍率 

区    分 H22 H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

全学部計 5.4 5.1 5.2 4.9 5.3 5.4 5.4  

薬学科 10.6 8.1 
薬学部 

製薬学科 
7.4 7.9 7.6 6.9 8.0 

8.7 8.4 

H18 から薬学科（４年）と薬科学

科（６年）に名称変更の上、学部

一括入試を採用。 

食品生命科学科 4.1 3.3 4.3 4.4 4.4 4.4 5.3 H18 まで食品学科 食品栄養科

学部 栄養生命科学科 4.4 4.8 4.5 4.9 5.4 5.4 5.8 H18 まで栄養学科 

国際関係学科 5.6 4.7 5.1 4.6 4.8 4.7 5.2  国際関係学

部 国際言語文化学科 5.3 4.3 5.1 5.6 4.6 4.8 4.9  

経営情報学部 経営情報学科 4.5 4.6 3.8 2.5 4.4 2.6 3.3  

全

選

抜

方

法 

 

看護学部 看護学科 3.9 3.0 3.7 3.6 3.8 4.3 3.7  

全学部計 6.2 5.7 5.8 5.4 6.0 6.1 6.0  

薬学科 13.5 10.3 
薬学部 

製薬学科 
9.9 10.4 10.3 9.0 10.6 

11.3 11.5 

H18 から薬学科（４年）と薬科学

科（６年）に名称変更の上、学部

一括入試を採用。 

食品生命科学科 4.5 3.6 4.3 4.5 4.6 4.6 6.0 H18 まで食品学科 食品栄養科

学部 栄養生命科学科 4.2 5.1 4.6 4.6 5.6 5.6 5.8 H18 まで栄養学科 

国際関係学科 6.0 4.7 5.1 4.8 4.9 5.0 6.8  国際関係学

部 国際言語文化学科 5.7 4.6 5.5 6.1 5.0 4.9 5.2  

経営情報学部 経営情報学科 5.2 5.2 4.0 2.6 5.3 2.9 3.5  

う

ち

一

般

選

抜 

 

看護学部 看護学科 4.0 2.8 3.4 3.1 3.2 4.1 3.3  

※ 志願倍率＝志願者数÷募集人員  小数点以下第 2位を四捨五入 

※ 年度は入学年度 

その他法人の現況に関する事項 
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(２) 大学院志願倍率 

区    分 H22 H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

大学院計 1.6 1.5 1.6 1.4 1.5 1.5 1.3  

薬学専攻 1.5 1.6 1.3 1.5 1.2 1.3 H22 から薬科学専攻に改組 

製薬学専攻 1.8 1.7 1.7 1.4 1.4 1.1 H22 から薬科学専攻に改組 
薬学研究科

（博士前期課程） 
医療薬学専攻 

薬科学専攻 

1.9 

1.7 2.5 2.1 1.9 1.8 1.5 H22 から薬科学専攻に改組 

薬学専攻 - 0.5 0.9 0.8 0.6 0.9 0.8 H22 は志願者なし 

製薬学専攻 1.1 1.4 1.6 0.9 0.9 1.1 0.9  
薬学研究科

（博士後期課程） 
医療薬学専攻 0.6 1.2 0.8 0.6 1.4 1.0 0.8  

食品栄養科学専攻 1.8 2.2 2.2 1.6 1.7 2.4 1.5  生活健康科学研

究科（博士前期） 環境物質科学専攻 1.3 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4  

食品栄養科学専攻 0.6 0.7 1.0 1.1 1.1 0.4 1.2  生活健康科学研

究科（博士後期） 環境物質科学専攻 0.6 0.7 0.7 1.0 1.0 0.4 0.7  

国際関係学専攻 4.0 2.6 4.0 1.8 2.2 0.8 2.4  国際関係学研究

科（修士課程） 比較文化専攻 4.4 2.8 2.4 2.2 1.4 3.2 3.2  

経営情報学研究

科（修士課程） 

経営情報学専攻 
3.5 2.9 2.1 3.0 3.8 3.0 2.0 

 

全

選

抜

方

法 

 

看護学研究科（修

士課程） 

看護学専攻 
0.6 0.5 0.7 0.4 0.9 0.9 0.5 

 

※ 志願倍率＝志願者数÷募集人員  小数点以下第 2位を四捨五入 

※ 年度は入学年度 
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 (３) 短期大学部志願倍率 

区    分 Ｈ22 Ｈ21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

全学科計 3.9 3.8 2.8 3.6 3.4 3.8 4.8 
 

看護学科  5.3 6.0 3.9 4.9 4.5 4.9 8.4 

平成 19 年度から学科名を第一

看護学科から看護学科に変更

した。 

第二看護学科  - - - - - - 1.7 
平成 17 年度募集停止、 

平成 18年 3月末で廃学科 

歯科衛生学科  3.0 2.5 2.2 2.6 3.0 2.9 4.1 

平成 18 年 4月から 3年制に 

移行 

社会福祉専攻 4.5 3.2 2.7 3.6 3.5 4.0 4.7 
 

全

選

抜

方

法 

 

社会福祉学科 

介護福祉専攻 1.6 2.0 1.8 2.3 1.7 2.6 3.4 

 

全学科計 
5.6 5.2 3.6 4.7 4.1 4.5 5.9 

 

看護学科  6.9 8.3 5.0 6.3 5.7 6.2 10.0 

平成 19 年度から学科名を第一

看護学科から看護学科に変更

した。 

第二看護学科  - - - - - - 1.9 
平成 17 年度募集停止、 

平成 18年 3月末で廃学科 

歯科衛生学科  3.8 3.0 2.7 3.0 3.1 3.2 4.5 

平成 18 年 4月から 3年制に 

移行 

社会福祉専攻 9.0 4.1 4.0 4.9 4.9 4.7 5.9 
 

う

ち

一

般

選

抜 

 

社会福祉学科 

介護福祉専攻 2.2 2.6 1.9 3.3 1.9 3.0 4.8 
 

※ 志願倍率＝志願者数÷募集人員  小数点以下第 2位を四捨五入                  ※ 年度は入学年度 
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２ 卒業・修了者の状況 

(1) 就職・進学状況（学部） 

区    分 H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

就職率 全学部計 97.5 98.4 97.1 97.9 97.6 97.3  

薬学科 100.0 100.0 95.2 100.0 91.3 92.3  薬学部 

製薬学科 - 100.0 89.5 100.0 100.0 100.0  

食品学科 100.0 100.0 95.8 92.3 100.0 100.0  食品栄養科

学部 栄養学科 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

国際関係学科 97.9 96.7 95.6 93.9 100.0 97.8  国際関係学

部 言語文化学科 94.1 99.1 95.7 96.9 96.2 96.3  

経営情報学部 経営情報学科 97.7 96.6 100.0 100.0 96.6 96.2  

 

看護学部 看護学科 100.0 100.0 98.6 100.0 100.0 100.0  

進学率 全学部計 18.1 22.0 22.2 22.7 22.7 21.6  

就職・進学率 91.1 93.9 93.7 93.3 92.3 87.8  

※ 就職率＝就職者数÷就職希望者数×100 小数点以下第 2位を四捨五入  ※ 進学率＝進学者数÷卒業者数×100 小数点以下第 2位を四捨五入  

※ 就職・進学率＝（就職者数＋進学者数）÷卒業者数×100 小数点以下第 2位を四捨五入 

※ 各年度の３月３１日現在の就職・進学状況を記載している。  

 



 87 
 

(２) 就職・進学状況（大学院） 

区    分 H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

就職率 大学院計 98.6 95.3 99.3 94.4 94.9 93.1  

薬学専攻（修士） 95.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

製薬学専攻（修士） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

医療薬学専攻（修士） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

薬学専攻（博士） 100.0 100.0 (注１) 80.0 100.0 (注１) 50.0 100.0  

製薬学専攻（博士） 100.0 (注１)  50.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

薬学研究科 

医療薬学専攻（博士） 100.0 (注 4)  50.0 100.0 - 100.0 100.0  

食品栄養科学専攻（修士） 96.9 96.0 100.0 (注１) 97.3 (注１) 94.4 (注１) 96.2  

環境物質科学専攻（修士） 100.0 92.3 100.0 100.0 (注１) 86.7 (注 2) 76.9  

食品栄養科学専攻（博士） 100.0 100.0 100.0 (注１) 60.0 100.0 100.0  

生活健康科

学研究科 

環境物質科学専攻（博士） 100.0 - 100.0 (注１) 50.0 100.0 -  

国際関係学専攻 100.0 100.0 100.0 - 100.0 80.0  国際関係学

研究科 比較文化専攻 100.0 (注１)  50.0 100.0 75.0 100.0 100.0  

経営情報学研究科 経営情報学専攻 100.0 100.0 100.0 100.0 66.7 75.0  

 

看護学研究科 看護学専攻 100.0 - 100.0 83.3 100.0 66.7  

進学率 大学院計 6.4 13.3 5.8 7.8 12.6 10.0 修士・博士課程 

就職・進学率 83.9 87.9 97.4 81.9 82.2 73.6  

※ 就職率＝就職者数÷就職希望者数×100 小数点以下第 2位を四捨五入  ※ 進学率＝進学者数÷卒業者数×100 小数点以下第 2位を四捨五入 

※ 就職・進学率＝（就職者数＋進学者数）÷卒業者数×100 小数点以下第 2位を四捨五入 

※ 各年度の３月３１日現在の就職・進学状況を記載している。 「 － 」は該当者なし。 

（注１） 次年度５月末までの追跡調査により 100％になっている。  （注２） 次年度５月末までの追跡調査により 92.3％になっている。 

（注３） 次年度５月末までの追跡調査により 92.6％になっている。  （注４） 次年度５月末までの追跡調査により 75.0％になっている。 
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 (３) 就職・進学状況（短期大学部） 

区    分 H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

就職率 全学科計 97.4 98.4 97.7 99.4 97.6 96.6 
 

看護学科 
 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.7 
平成 19 年度から学科名を第一看護

学科から看護学科に変更した。 

第二看護学

科 

 
― ― ― ― 100.0 97.1 平成 18 年 3月末で廃学科 

歯科衛生学

科 

 

100.0 100.0 ― 97.1 97.5 100.0 

平成 19 年度は 3 年制移行中の

ため、3 月の卒業者はいなかっ

た。 

社会福祉専攻 
93.2 95.5 95.0 100.0 91.9 91.9 

 

 

社会福祉学

科 介護福祉専攻 
97.7 97.8 96.8 100.0 97.6 97.9 

 

進学率 全学科計 95.0 95.7 87.5 96.2 96.4 94.4 
 

就職・進学率 95.5 98.1 95.7 98.9 97.5 96.4 
 

※ 就職率＝就職者数÷就職希望者数×100 小数点以下第 2位を四捨五入  ※ 進学率＝進学者数÷進学希望者数×100 小数点以下第 2位を四捨五入 

※ 各年度の３月３１日現在の就職・進学状況を記載している。 「 － 」は該当者なし。 
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(4) 求人の状況(学部、大学院) 

区    分 H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

農林漁業 2 2 4 5 4 4  

建設 61 83 121 105 79 62  

製造 519 607 819 749 589 488  

電気ガス水道 7 14 19 11 10 4  

運輸通信 68 86 100 84 87 63  

卸小売 409 725 877 850 750 656  

金融保険 114 141 176 201 159 164  

不動産 28 50 65 58 40 24  

サービス 2023 2,610 2,765 2,550 2,180 1,778  

求

人

企

業

件

数 

（うち医療保健関係） 1094 1,378 1,334 1357 1224 985 病院等 

合 計 3,231 4,318 4,946 4,613 3,898 3,243  

 
(5) 求人の状況（短期大学部） 

区    分 H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

医療機関（看護師） 356 392 587 630 412 280  

医療機関（歯科衛生士） 200 236 65 274 233 158 平成 19 年度歯科衛生学科新卒者なし 

福祉団体・施設 214 305 287 269 137 104  

公務員・一般企業 100 147 136 209 91 84  

求

人

企

業

件

数 

        

合 計 870 1,080 1,075 1,382 873 626  
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３ 資格免許の取得状況 

(1)  国家資格試験合格率 

 

国家試験の名称 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

県立大学 ２８，６％ ８７．４％ ８８．７％ ８８．１％ ８４．７％ ９７．６％  
薬剤師 

全国平均 ３９．７％ ８４．８％ ８６．３％ ８５．６％ ８５．２％ ９３．３％  

県立大学 ８６．７％ ９２．６％ ９６．８％ ９６．９％ ９６．２％ １００．０％  
管理栄養士 

全国平均 ７８．７％ ７４．２％ ８０．６％ ８１．８％ ７２．３％ ― Ｈ１６以前は不明 

県立大学 ９５．２％ ９８．４％ ９１．８％ ９８．４％ ８０．６％ ８８．２％  
保健師 

全国平均 ８７．８％ ９８．５％ ９２．２％ ９９．４％ ８２．４％ ８４．４％  

県立大学 １００．０％ １００．０％ ８０．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％  
助産師 

全国平均 ８３．２％ ９９．９％ ９８．３％ ９５．０％ ９８．３％ ９９．９％  

県立大学 １００．０％ ９８．１％ ９８．４％ １００．０％ ９３．５％ １００．０％  
看護師 

全国平均 ９３．９％ ９４．４％ ９４．６％ ９４．８％ ９２．５％ ９５．２％  

短期大学部 ９７．６％ ９８．６％ ９８．６％ ９８．２％ ９１．２％ ９８．９％  看護師 

 （短期大学部） 全国平均 ９３．９％ ９４．４％ ９４．６％ ９４．８％ ９２．５％ ９５．２％  

短期大学部 １００．０％ １００．０％ - ９７．３％ １００．０％ ９７．４％ 平成 19 年度歯科衛生学科新卒者なし 歯科衛生士 

 （短期大学部） 全国平均 ９７．２％ ９５．３％ ９５．９％ ９３．８％ ９５．９％ ９５．９％  

※ 新卒者の合格率を記載している。 
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(2) 各種免許資格取得者数 

 

免許資格の区分名称 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

栄養士 ３１ ２７ ３１ ３２ ２６ ２５  

高等学校教諭１種免許状（英語,国

語） ２０ １６ ２０ １６ ２２ １８ 

 

中学校教諭１種免許状（英語,国

語） 
― ― ― ０ ０ ０ 

 

高等学校教諭専修免許状（英語,国

語） 
１ ２ １ ３ ３ ２ 

 

中学校教諭専修免許状（英語,国

語） 
０ １ ０ ２ １ ２ 

 

高等学校教諭１種免許状（数学,商

業,情報）・・延べ数 
８ ６ ― ― ― ― 

 

高等学校教諭専修免許状（数学,商

業,情報）・・延べ数 
２ １ ― ― ― ― 

 

保育士 ３４ ４３ ３８ ４５ ４８ ３９  

介護福祉士 ４８ ５５ ４０ ４９ ４８ ５１  
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４ 外部資金の受入状況 

(1)  外部資金の状況                                                                               （単位：千円） 

 

区 分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

件数 117 110 94 88 82 78 新規・継続を含む合計 科学研究費補助金 

金額 260,566 230,941 239,236 154,947 139,600 109,000        〃 

件数 - - - 1 1 1  21 世紀ＣＯＥ補助金 

金額 - - - 157,256 154,000 104,000  

件数 1 1 1 - - -  グローバル COE 補助

金 金額 246,883 265,460 262,990 - - -  

件数 132 119 104 91 115 130  奨学寄附金 

金額 154,425 151,492 117,795 126,329 119,351 103,465  

件数 87 70 79 48 54 39  受託・共同研究費 

金額 320,989 298,848 376,680 294,951 286,351 157,496  

件数         

金額        

件数 337 300 278 228 252 248  
合    計 

金額 982,863 946,741 996,701 733,483 699,302 473,961  

 

(2) 科学研究費補助金の申請採択状況 

              申請年度 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

新規採択申請件数 189 194 189 211 170 152  

うち採択件数 55 47 44 39 42 26  
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 (3) 外部資金の採択申請状況 

 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

新規採択申請件数 409 384 373 351 340 322  

教員一人あたり 1.24 1.17 1.12 1.02 0.99 0.95  

※ 科学研究費補助金を含むすべての外部資金について記載する。 (外部資金の受入状況の各表は、短期大学部を含んでいる。) 

  
 

５ 公開講座の開催状況 

 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

テーマ件数 
５ 

（１７） 

４ 

（１６） 

４ 

（１６） 

４ 

（１７） 

４ 

（１５） 

４ 

（１９） 

上段の数字は会場ごとの共通テーマ 

下段の数字は講師ごとの個別テーマ 

開催箇所 ５ ４ ４ ６ ５ ４  

延べ開催回数 １７ １６ １６ １６ １５ １６  

延べ受講者数 ８６６ ６８５ ６９３ ８０９ ７４０ ９９６  

※ 短期大学部を含む。 
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６ 社会人等の受入状況 

(1) 社会人入学者                                                                                  （単位：人） 

              入学年度 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

学部 2 2 3 2 2 2 （看護学部のみ） 

短期大学部 11 9 7 8 12 11  

大学院 15 15 17 24 24 15  

 

(2) 聴講生の状況                                                                                  （単位：人） 

 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

学部 137 127 122 119 149 180  

短期大学部 14 14 11 7 12 24  

大学院 13 6 9 7 2 7  
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(3) 留学生の状況                                                                                  （単位：人） 

 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

留学生数 １２３ ９０ ７８ ７７ ８０ ８７ 
H 22 : 140  人（中国 73 人、ベトナム 

21 人、韓国 7 人ほか） 

中国 ６４ ４４ ４０ ４５ ４９ ５６  

韓国 ８ ７ ６ ６ ６ ８  

台湾 １ １ １ １ １ ３  

インドネシア ３ ２ ５ ７ ９ ９  

べトナム １８ １４ ９ ５ ５ ６  

インド ２ １      

スリランカ ７ ６ ４ ３ ２ ２  

モンゴル  １ １ １  １  

ルーマニア １ １      

ブラジル    ２ ２ １  

マレーシア １ １ １ １    

タイ ４ ３ １ １  １  

アメリカ １ １ １ １    

バングラディシュ ２ ２ ３ ２ ２   

パキスタン  １ １ １ １   

ミャンマー ７ ３ ３ １ １   

ウルグアイ １ １ １     

コロンビア １ １ １     

国

別

内

訳 

クロアチア     １   
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ドイツ １       

オーストラリア １       

        

 

(3)－２ 留学生の状況（短期大学部）                                                                     （単位：人） 

 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

留学生数 0 0 １ １ 0 0  

中国   １ １    

        

        

国

別

内

訳         

 

 

 



 97 
 

７ 研修会等の開催状況 

 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

テーマ件数 ２ ２ ２ １ １ １  

延べ開催回数 ３ ３ ３ １ １ ２  

延べ受講者数 ４５６ ３８８ １２５ ４０ ４０ １３０  

受講者割合 ５４．７％ ４９．０％ １５．７％ ９．６％ ９．７％ ３２．３％  

*No.220 のハラスメント研修会及び No.203、209 の情報公開・個人情報保護事務研修会について記載している。（短期大学部を含む。） 

 

８ 奨学金の受入状況（短期大学部を含まない） 

 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

奨学金件数（件） ２０ ２１ １９ ２１ ２２ ２２  

支給対象学生数（人） 
１３１１ １１１６ １５２２ １４２７ １３８８ １０６４ 

Ｈ16 には、日本学生支援機構の継

続採用者の人数は含まれていない。

（データ不明） 

支給総額（千円） 
１８６００ 

４１３８２ 
１１４５０ ９３６０ １１２８０ １１６４０ １１６４０ 

日本学生支援機構の金額を含まな

い。 

H21 下段には、日本学生支援機構の

返還義務のない奨学金を含む。 

 

８－２ 奨学金の受入状況（短期大学部） 

 

区分 
H21 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ16 備  考 

奨学金件数（件） ５ ６ ４ 4 4 4  

支給対象学生数（人） 232 206 181 161 166 144  

支給総額（千円） ― ― ― ― ― ―  
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